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平成28年９月14日（水曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成28年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○議案第４号 退職年金及び退職一時金に関す

る条例の一部を改正する条例

○議案第９号 宮崎県公共施設等総合管理計画

の策定について

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人宮崎県立芸術劇場

公益財団法人宮崎県私学振興会

・宮崎県中山間地域振興計画に基づいて行った

主な施策（平成27年度）について

○請願第３号 所得税法第56条の廃止を求める

意見書を国に提出することを求

める請願

○請願第６号 高等学校の公私間格差解消のた

め、私学助成の増額を求める請

願

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・平成27年度の取組に係る政策評価の結果につ

いて

・ゆたかさ指標について

・宮崎県開発事業特別資金について

・２巡目国体に向けた県有スポーツ施設の整備

について

・リオ五輪で顕著な功績のあった本県関係者の

顕彰について

・祖母・傾・大崩ユネスコエコパークのユネス

コへの推薦決定について

・ひなたＭＢＡの開講について

・第３次みやざき男女共同参画プランの策定（体

系案）について

・防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラ

インの策定について

・ｅみやざき推進指針について

・宮崎県における事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例（議案第５号関連）に

ついて

・宮崎県国土強靱化地域計画（素案）について

・霧島山火山防災協議会の設置について

出席委員（８人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 坂 口 博 美

委 員 星 原 透

委 員 中 野 一 則

委 員 日 高 博 之

委 員 満 行 潤 一

委 員 来 住 一 人

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総合政策部次長
井 手 義 哉

（政策推進担当）

総合政策部次長
松 岡 弘 高

（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 松 浦 直 康

秘 書 広 報 課 長 中 原 光 晴

平成28年９月14日(水)
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広 報 戦 略 室 長 藤 山 雅 彦

統 計 調 査 課 長 丸 田 勉

総 合 交 通 課 長 野 口 和 彦

中山間・地域政策課長 奥 浩 一

フードビジネス
重黒木 清

推 進 課 長

生 活 ・ 協 働 ・
弓 削 博 嗣

男 女 参 画 課 長

交通・地域安全対策監 壹 岐 幸 啓

文 化 文 教 課 長 神 菊 憲 一

人権同和対策課長 工 藤 康 成

情 報 政 策 課 長 蕪 美知保

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

総務課主任主事 日 髙 真 吾

○二見委員長 ただいまから、総務政策常任委

員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、日程案につきましてはお手元に配付のと

おりでありますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時３分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

ここで、委員会の傍聴につきまして、お諮り

いたします。

宮崎市の廣瀬さんから、執行部に対する質疑

を傍聴したい旨の申し出がありました。議会運

営委員会の確認・決定事項に基づき、許可する

ことに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

暫時休憩します。

午前10時４分休憩

午前10時４分再開

○二見委員長 委員会を再開します。

傍聴される方にお願いします。傍聴人は受け

付けの際にお渡ししました「傍聴人の守るべき

事項」にありますとおり、声を出したり、拍手

をしたりすることはできません。当委員会の審

査を円滑に進めるために、静かに傍聴してくだ

さい。また、傍聴に関する指示には、速やかに

従っていただくようにお願いいたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

○永山総合政策部長 おはようございます。総

合政策部でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

まず、初めにお礼を申し上げます。現在、県

立美術館におきまして開催中の伊東マンショの

肖像展につきまして、今月10日の開催記念セレ

モニーに星原議長に御出席をいただきました。

まことにありがとうございました。肖像展は10

月16日までとなっておりますので、ぜひ多くの

方々に足をお運びいただきまして、郷土の偉人

であります伊東マンショの功績や足跡に触れて

いただきたいと思っております。

次に、７月15日付で人事異動がございました

ので紹介をさせていただきます。

生活・共同・男女参画課長に着任いたしまし

た弓削博嗣でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。

平成28年９月14日(水)
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それでは、今回提案をしております議案等に

つきまして、その概要を説明させていただきま

す。

お手元の委員会資料の表紙をめくっていただ

きまして、左側の目次をごらんください。

今回、お願いをしております議案は、議案第

１号「平成28年度宮崎県一般会計補正予算（第

４号）」でございます。

右側の１ページをごらんください。

総合政策部の一般会計補正額は、一般会計の

表の一番下にありますように、合計で5,331

万3,000円の増額をお願いしております。これは、

後ほど御説明いたします国際定期路線維持に向

けた緊急対策事業等の補正でございます。

補正後の一般会計予算額は、その一番右端の

欄にありますように、127億8,743万4,000円とな

ります。

目次のほう、左にお戻りください。

Ⅱの報告事項についてであります。

県が出資している法人等の経営状況につきま

して、総合政策部所管の公益財団法人宮崎県立

芸術劇場、公益財団法人宮崎県私学振興会の２

法人について報告をいたします。

２つ目の○の宮崎県中山間地域振興計画に基

づいて行った主な施策については、宮崎県中山

間地域振興条例第７条第２項に基づきまして、

平成27年度に実施しました主な施策を報告する

ものであります。

その他の報告事項につきましては、まず、一

番上の平成27年度の取り組みに係る政策評価の

結果など、目次に記載しておりますとおり10件

の報告をさせていただきます。詳細につきまし

ては、後ほど担当課長から説明いたします。

私からは以上でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

○二見委員長 部長の概要説明が終わりました。

次に、議案についての説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○野口総合交通課長 総合交通課でございます。

それでは、総合交通課の補正予算につきまして

御説明を申し上げます。

お手元の平成28年度歳出予算説明資料の３ペ

ージをお願いをいたします。

総合交通課の補正予算は、3,570万円の増額補

正をお願いをいたしております。補正後の額は、

９億9,965万3,000円となります。

１枚おめくりいただきまして、５ページをお

願いをいたします。

中ほどの事項欄、航空交通ネットワーク推進

費の説明欄にあります、国際定期路線維持に向

けた緊急対策事業であります。

これは、熊本地震発生による国際定期路線の

利用者数が大幅に減少していることから、緊急

の利用促進対策に係る事業費をお願いするもの

でございますが、事業内容につきましては、お

手元の総務政策常任委員会資料で御説明をいた

します。

別添の常任委員会資料の２ページをお願いい

たします。

国際定期路線維持に向けた緊急対策事業につ

いて御説明をいたします。

まず、１の事業の目的・背景でございます。

初めに、資料の３ページ右側の表をごらんい

ただきたいと存じます。

国際定期路線の利用状況をまとめたものであ

りますが、ここ数年、利用者数は前年を上回る

状況で推移をしてきておりまして、昨年度は円

安効果等による外国人利用者数の増加や、昨年

３月の香港線の就航により、９万9,950人と２年
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連続で過去最高の利用者数となったところでご

ざいます。

なお、この表には記載をしておりませんけれ

ども、臨時の国際チャーター便の運航が別途ご

ざいましたので、これを加えた国際線全体の利

用者数は、初めて年間で10万人を超えまして、10

万302名となったところでございます。

しかしながら、28年度につきましては、こと

し４月に発生をいたしました熊本地震の影響に

よりまして、５月以降、利用者が大幅に減少し

てきており、各路線とも厳しい運航状況が続い

ております。このような中、台北線につきまし

て、ことし10月末からの月曜便の運休が決定を

されたところであります。

国際定期路線でありますソウル線、台北線、

香港線は、本県のグローバル戦略の推進を図る

ため、いずれも欠かすことのできない重要な交

通基盤でございます。したがいまして、今後、

これまで以上の利用促進事業に取り組み、搭乗

率を向上させ、台北線の月曜便の再開、ソウル

線、香港線の維持に努めていく必要があること

から、今回の事業をお願いするものでございま

す。

それでは、２ページのほうに戻っていただき

まして、２の事業の概要でございます。

予算額は3,570万円、全額一般財源となってお

ります。

事業の内容といたしましては、①にございま

すように、国際定期路線利用促進支援事業とい

たしまして、航空会社等と連携をし、モニター

ツアーの実施、県内からのグループ旅行への補

助、旅行商品の割引への支援などにより、利用

促進を図ってまいりたいと考えております。

また、②の県民利用促進ＰＲ事業といたしま

して、国際定期路線の就航地であります韓国、

台湾、香港へ行ってみたいと思っていただける

ような機運醸成を図るために、テレビ等を活用

したＰＲを実施したいと考えております。

これらの事業を集中的に実施をすることによ

りまして、搭乗率の向上を安定的に60％台、で

きれば60％台の後半を目指して、早期の便の回

復や路線の維持に努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

説明は以上であります。よろしくお願いをい

たします。

○奥中山間・地域政策課長 中山間・地域政策

課の補正予算について御説明いたします。

お手元の平成28年度９月補正予算説明資料を

御準備いただきたいと思います。

資料の７ページをお開きください。

中山間・地域政策課の補正予算額は、264

万5,000円でございます。補正後の額は、右から

３番目の欄ですが、６億1,348万円となります。

それでは、内容について御説明いたします。

９ページをお開きください。

（事項）エネルギー対策推進費のうち、説明

欄１、水力発電施設周辺地域対策事業でありま

す。その上の説明にございますとおり、この事

業は水力発電施設の円滑な設置・稼動を目的と

した施設周辺市町村への交付金の交付に要する

経費でございます。今回は、国の交付決定に伴

い、増額補正をするものであります。

中山間・地域政策課からは以上であります。

○蕪情報政策課長 情報政策課の補正予算につ

いて御説明いたします。

先ほどと同じく、横長のお手元にあります歳

出予算説明資料の11ページをお開きください。

当課の補正額は、1,496万8,000円の増額をお

願いしておりまして、補正後の額は、右から３

番目の欄ですが、13億5,871万5,000円となりま
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す。

それでは、補正の内容について説明いたしま

す。

１枚めくっていただいて、13ページをお開き

ください。

今回、補正をお願いしておりますのは、事項

欄、電子県庁プロジェクト事業費の説明の欄に

ありますように、１、社会保障・税番号制度シ

ステム整備事業で、今回、国庫補助の決定に伴

うものであります。

事業の内容につきましては、委員会資料のほ

うで説明させていただきます。縦長の常任委員

会資料の４ページをお開きください。

社会保障・税番号制度システム整備事業につ

いてです。

１の事業の目的・背景ですが、社会保障・税

番号制度、いわゆるマイナンバー制度は、国や

県、市町村などがそれぞれ管理する個人の情報

が同一人であることを正確に確認するための基

盤であり、来年の７月から本格運用・開始が予

定されております、ネットワークを介しての機

関間の情報連携を行うために必要なシステム間

の総合運用テストを行うものであります。

２の事業の概要の（２）財源ですが、全額国

費であります。

（４）の事業内容ですが、これにつきまして

は５ページの図の資料で説明いたします。

情報連携のためのシステム全体のイメージ図

ということであらわしたものです。図の右下の

太線で囲ってあるところ、各都道府県・市町村

という枠の中のちょうど真ん中のところです。

統合宛名システムというものがございますが、

これは、県が持っているさまざまな業務システ

ムで扱っている個人情報を、宛名番号というも

ので統一的に管理するために、昨年度、整備し

たものであります。

この宛名システムを、左横にあります中間サ

ーバーというところを通して、図の左側にある

国のほうが整備した情報提供ネットワークシス

テムに接続して、他の機関が保有する情報を照

会したり、他の機関から求められた情報を提供

するという仕組みになります。

この情報連携が来年７月から開始予定という

ことで、これに向けた総合的な運用テストを行

うものです。

４ページに戻っていただきまして、３の事業

効果ですが、他の機関との円滑な情報連携を行

うことにより、社会保障や税に係る各種申請手

続での添付資料の削減といった行政サービスの

向上や、各種行政事務の効率化が図られるもの

と考えております。

情報政策課の補正予算の説明は以上でありま

す。

○二見委員長 執行部の説明が終了しました。

まず、議案について質疑はありませんか。

○満行委員 総合交通課の２ページの県民利用

促進ＰＲ事業。イメージ的には、宮崎の民放の

ＭＲＴ、ＵＭＫのキャスターが３地域に行って、

特別番組をつくってもらって県民にアピールす

るとかが、非常に効果的じゃないのかなと思う

んですけれども、そういう事業とは違うわけで

しょうか。

○野口総合交通課長 今、委員からお話がござ

いましたもの、いわゆるモニターツアーに入る

のかなと思っておりますが、昨年の11月に韓国

のソウル線におきまして、ＭＲＴのパーソナリ

ティーによる韓国のモニターツアーを実施した

実績がございまして、93名の参加者をいただく

など、テレビもＰＲをしていただきましたので、

非常に効果的なものであったなと思っていると
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ころでございます。

こういったものを、今回実施するかどうかに

つきましては、今から旅行会社、関係機関との

相談になりますけれども、この２つの事業によっ

て、そういったことも検討していきたいと考え

ているところでございます。

○満行委員 中山間・地域政策課の事業。これ

は全然ペーパーがなくて、９ページの資料しか

ないんですけれど、もう少し詳しくこの事業の

内容を教えていただけますか。

○奥中山間・地域政策課長 水力発電施設周辺

地域対策事業につきましては、水力発電施設の

設置、それから運転を円滑に図るということを

目的といたしまして、発電施設の周辺地域にお

ける公共用施設の整備等を促進しまして、地域

住民の福祉の向上を図るために、市町村に対し

て交付される国の交付金でございます。

中身につきましては、水力発電施設につきま

して、運転開始後15年間を超えて経過してる水

力発電所のある市町村に交付されるものであり

まして、県内16市町村を対象にしております。

○満行委員 15年を超える16市町村に交付する。

何を意図として、この交付金があるわけでしょ

うか。

○奥中山間・地域政策課長 交付金の目的とい

たしましては、発電施設を設置をするというこ

とで、周辺住民の理解を得るために、発電施設

に係る懸念ですとか、そういったものを払拭す

るために公共施設を整備し、地域住民の福祉に

も貢献するというものでございます。

○満行委員 もう少し詳しく聞きたいんですけ

ども、16市町村は、この交付金でどういう事業

を行うことになるんでしょうか。

○奥中山間・地域政策課長 16市町村におきま

しては、交付金の範囲内で、さまざまな事業が

行われるわけでございますが、例えば学校の施

設整備ですとか、あるいは道路の整備、児童館

の施設の整備ですとか、基本的には住民の福祉

に貢献するものであれば、大概のものは使える

ということになっております。

○坂口委員 それを大方のものに使えるという

のでは、完全な一般財源としての交付金じゃな

いわけですね。ある程度の縛りがあるというこ

とになるんですか。

○奥中山間・地域政策課長 基本的には、国の

要綱に対象施設が列挙されてありまして、そこ

に該当するものであれば対象になるということ

になります。

○坂口委員 これもあくまでも推測なんですけ

れども、15年を越したものとなると、償却し切っ

た発電施設の固定資産税にかわるものとして、

代替の財源を国から交付していくことになるん

じゃないかなと。15年間もらえないのは、固定

資産税として立地市町村に入っていくから、そ

れが償却し切ったとき、資産価値がゼロになる。

しかし、発電施設はそのまま稼動していく。そ

れに対しての代替財源とか。かわりの財源を国

が交付という類いの金とは違うんですか。15年

間もらえないという理由がわからないんですけ

れど。

○奥中山間・地域政策課長 この発電関係の交

付金につきましては、水力発電施設の周辺地域

交付金につきましては15年経過後なんですが、

そのほかにも、例えば、立地可能性調査開始か

ら運転開始年までを対象にした交付金ですとか、

あるいは着工年から運転開始後５年までという

ことでつくられた交付金ですとか、15年の間に

もそれなりの交付金が準備をされているという

ことがあります。

○坂口委員 いや、あるんです。あるんだか
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ら、15年で、それにかわるものが、最後の償却

資産としての固定資産税が交付されますよね。

それが償却しきったらゼロになりますよね。だ

から、今度はその次にこの類いのもので新たな

ものが、ずっとそこで発電施設が稼動していく

限りは、何らかの名目で交付金がそこに入って

いくと思うんです。そうなると、その縛りが本

当にあるのかなって、縛りがかかっちゃおかし

いですよね。そういう理解での交付金なら、当

然、自主財源ですから、そこの資産に対しての

もので交付される。それに、今度は逆に縛りが

ある、金がそこに交付されるとなると、ちょっ

と性格が違うから、何なのかなっていうのが

ちょっと理解できなかったから。

もう一回聞きますけれど、発電の立地が決ま

ると、まず、準備期間中の交付金がなされる、

そして、稼動し出したら、稼動した途端に、今

度は大型償却税が交付される。それは償却税で

すから、償却やって資産がゼロになったときに、

引き続き発電は動いていく。さまざまな条件を

整理していくっていうか、それらに対しての発

電業務というものが円滑にいくことを目的とし

て、資産価値がゼロになっても交付していくと

いう性格の金じゃないかなっていう理解があっ

たから。交付される理由が、そういう類いの金

じゃないんですかということが一つなんです。

それだったら、国の縛りがあると。この施設な

らいいよとか、それは補助金になりますよね。

だから、ちょっと理解ができなかったから、そ

このところの整理をもう一回お願いしたい。

○奥中山間・地域政策課長 恐らく委員の御指

摘のとおりだと思います。ちょっと確認をさせ

ていただきたいと思います。

○満行委員 これは毎年の事業なのか、それと

も今回は単発なのか。なぜ９月補正予算なのか

をお尋ねしたいんですけれど。

○奥中山間・地域政策課長 この交付金につき

ましては、今年度に入ってから交付決定がなさ

れるものでありまして、その算定の基礎につき

ましては、過去10年の発電量をもとに計算され

るということになっております。したがいまし

て、当初予算に間に合いませんので、今回の交

付決定となったところでございます。

○満行委員 毎年なんですか。

○奥中山間・地域政策課長 毎年度交付されて

おります。

○二見委員長 関連質問はありませんか。

○奥中山間・地域政策課長 先ほどの坂口委員

の質問の答弁でございますが、交付の対象につ

きましては、大きなところで規定がなされてお

りまして、１つは公共施設に係る整備・維持補

修または維持運営等の措置、企業導入・産業活

性化措置、福祉対策措置、地域活性化措置等と

なっておりまして、大きなところで規定されて

いるところでございます。

○坂口委員 個別の事業とか、そういうことじゃ

ない。

○奥中山間・地域政策課長 はい。失礼しまし

た。

○日高委員 国際定期航路に向けた緊急対策。

右側の参考の表を見ますと、８月までの実績に

なってるんですけれど、発生直後の５月、６月

は下がってきたかもしらんですけれど、回復傾

向にはなってないのかなというところをもっと

詳しく聞きたいのと。

それと、県民利用促進のＰＲなんですけれど、

県内の海外旅行する人をふやそうということで、

具体的にどういった取り組みなのか、もっと説

明していただければと思います。

○野口総合交通課長 まず、搭乗率の傾向とい
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いますか、今後の見込みを含めての御質問だと

思っております。

まず、５月以降、個別に申し上げますと、ソ

ウル線につきましては、５月、６月とも５割を、

搭乗率が50％を切る状況でございました。しか

しながら、７月、８月は70％もしくは80％に回

復をしてきております。この右側の３ページの

表にございますとおり、この４カ月間で62.6％

になっておりますが、これは、航空会社がかな

り割安な旅行商品を発行したためということで、

９月以降の予約状況を聞き取っておりますけれ

ども、やはり60％程度ということで、ずっと伸

びている状況ではないと、まだ引き続き厳しい

と聞いております。

また、台北線につきましても、やはり同じよ

うに５月、６月につきましては50％程度の搭乗

率。７月、８月につきましては、60％に回復は

してきておりますけれども、やはりこれにつき

ましても、今後の予断を許さないと考えており

ます。

香港線につきましても、同様な傾向でござい

まして、８月につきましては、60％台に回復は

してきておりますけれども、やはり厳しいと認

識しておりますので、私どもとしましては、先

ほど申し上げましたような事業をしっかり取り

組んでまいりたいと思っております。

それから、ＰＲ事業、具体的には先ほど申し

上げましたように、メディアを使いましたＰＲ

もあるんですけれども、やはり利用いただける

方、例えば産業面では、今も行っておりますけ

れども、産業振興機構、そういったところを台

湾を初め、交流の機会も多いものですから、そ

ういったところの掘り起こしなり、お願いとい

うことで、いろいろ企画をされております。

また、経済団体につきましても、婦人団体と

の交流といったものを企画をされておりますし、

少年スポーツ団といったものもございますので、

一般的なＰＲとあわせまして、ターゲットを絞

り込んでのＰＲをあわせて行ってまいりたいと

考えております。

○日高委員 そうですね、団体とか、つながり

がある。議会でも、星原議長が台湾との交流を

中心でやって。なるべく向こうから日本に来て

もらうことも必要ですけれど、こちらから台湾

に行くことが重要だと思うんです。この辺で、

何らかのＰＲとかいろいろするっていうことで

すけれど、もう一頭ひねりしてもらって。単年

度、28年度でやるっていうことなんで、回復さ

せるっていう意思があると思うんです。この辺

をしっかりと、熊本地震前よりも、逆に１年たっ

たら上がったというぐらいの成果を見せてもら

いたいと思っておりますので、それもよろしく

お願いいたします。

○星原委員 関連で。熊本地震の影響でこうい

う形だということなんだけれど、九州各県、宮

崎だけじゃなくて鹿児島とか、関連の大分とか、

福岡とか、長崎とか、佐賀とか、そういうとこ

ろも同じ割合で、こういう形で落ち込んでいる

のかどうかっていうのはわかる。

○野口総合交通課長 今回、台北線がこういう

状況になりましたので、台北線につきましては、

同じチャイナエアライン社が鹿児島から運航し

ておりますので、鹿児島について状況を把握い

たしております。宮崎と同様に地震後につきま

しては、やはり一時期50％台というのもござい

ましたけれども、トータルで見ますと60％は確

保しているということで。宮崎のほうは、やは

り搭乗率が低くなっておりますが、率の高い低

いはございますけれども、やはり傾向としては、

鹿児島も厳しいとは認識をしておるところでご
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ざいます。

○星原委員 こういう緊急対策事業を打つのは

非常に大事なことだと思うんだけれど、日常の

中で、一方が欠けてる部分があるんじゃないか

なと思うところもあるわけです。

ということは、やはり定期便が飛んでいると

ころとの交流というのは、県の姿勢がどういう

ことでやっていこうとしてるかが基本にあって。

特に東アジア経済交流戦略というのが、25年度

からかな、スタートしてもう３年がたつわけで、

現実にはその実績がもう出てきてもいいわけな

ので。その辺の目的が、それぞれ韓国、台湾、

香港、どういう形で、経済交流していくのか、

文化・スポーツ交流なのか、あるいは姉妹都市

とかいろんなことを結びながら関係を深くして

いこうとしてるのか。いろんなやり方があると

思うんだけれども、そういうことがこの３年間

の中で、毎年いろんな課題が出てきたものを押

さえながら、次はどういうふうにしていけばよ

り相互でふえていくかどうかとかいうのが出て

くると思うんです。

そういう課題を見つけながらいかないと、こ

ういう地震が来たからだけじゃなくて、逆に言

えば、地震が来てもそんなに落ち込まないため

に、深い交流関係になっとかないと。こういう

ことがあったときにはさっと引いてしまうとい

うことは、外国から来る人たちが少なくなって

きたのなら、逆にどんどんこっちから行くよう

な形の仕掛けとかを、経済界とか、あるいは学

校関係でも、修学旅行だとかいろんなことも打

てると思うんです。

そういうものを常に、県の東アジア経済交流

戦略の中で、どういうふうに取り組んできて、

その流れがどうなのか、どう捉えたらいいんで

すか。

○野口総合交通課長 まさに委員が御指摘のと

おり、日々の交流、そういったものが双方向の

交流につながっていき、ひいては国際線の利用

促進につながると認識をいたしております。

具体的にいろんな、学校、文化、それからそ

ういったスポーツの交流、所管として商工観光

労働部がやっておりますけれども、連携をとり

まして、例えば、私どもが持っております支援

事業、国際定期便を活用した修学旅行等、そう

いったものにつきましても、そんなに大きくは

ふえてはおりませんけれども、ある程度定着は

してきておりますので、こういったものをまた

教育委員会等にも、改めてＰＲなりしていきた

いと思っております。先ほどもちょっとお話を

申し上げましたが、産業面での交流といったも

の、私どもはビジネスサポートという補助事業

を持っておりますので、これにつきましても、

年々ふえてきている傾向にございます。

そういったものを改めてまたＰＲをして、そ

ういった交流が俯瞰できますように、商工観光

労働部とも連携しながら、しっかり取り組んで

まいりたいと考えているところでございます。

○星原委員 最後にお願いなんですけれど、外

国交流に、農政は農政で、商工は商工で、総合

は総合で、それぞれいろいろ担当が、縦の社会

で流れてるんだけれども、本当は総合の中で全

ての事業がすぐに把握できたり、あるいは対策

とかをこうしたいって言えば、各部にそこから

おろしていって、そのつながりの中でいかない

と、それぞれがばらばらでやってると、相手の

国との人間関係のつくり方まで変わってくると

思うんです。

深く入っていくには、やはり総合政策部で東

アジア経済交流戦略という柱の中で、経済の交

流はどういったものがあるか。要するに、農政
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があったり、環境森林部があったり、あるいは

学校関係もあるかもしれんし、いろいろあると

思うんですけれど、そういうものがトータルで

つながって、それぞれの国とのやりとりをしな

いと、ばらばらでそれぞれの国にアタックして

いたのでは、なかなか全体的なつながり、何の

課題が、どういったものがあるのかとかという

のは、つかみかねるんじゃないかなと思うんで

す。

その辺について、もう一歩そういう踏み込ん

だ形で、国と宮崎県とでやるわけですから、そ

ういうことを考えた上でやるべきじゃないかな

と思うんですが、その辺は、部長、どうですか。

○永山総合政策部長 今回、台北線がこういう

ふうになったということで改めて考えてみると、

やはり今回のは、事業として必要だと思います

が、対症療法的なものじゃなかなか難しいなと、

御指摘をいただいているとおりだと思いますし。

我々の国際線が、どちらかというとインバウン

ドに依存していると、アウトバウンドがなかな

か確保できてないというところに脆弱性がある

んだなということを、改めて認識をしてて。御

指摘があったように、継続的にどうやっていく

のか、すごく大事だと思ってます。

スポーツ、文化、産業等の交流、あるいは人

的なネットワークが、各部がやってることで切

れてしまうんではないかと、あるいはトータル

の戦略になっていないのではないかという御指

摘だと理解はしますけれども。総合政策部がど

こまでできるかというのはありますが、こうい

う問題ができるだけ起きないように、安定的に

やれるためにはどうしたらいいかという作戦立

てのところについて、総合政策部としてしっか

り役割を果たしていきたいと思ってます。

○日高委員 いつも何かあると、担当部局が中

心になってやって。観光とか教育委員会、農政

でもあるんですが、当事者意識が足りないんじゃ

ないかなと思うんです。担当部と課がやってる

から、補助みたいな感じだって。横の連携をもっ

ととって、当事者意識で、緊急対策事業は、プ

ロジェクトぐらい組んで、こうなったら１カ月

でも２カ月でも前倒しするぐらい。教育委員会

では、修学旅行を何人も割り当てて、1,000人確

保を頼むとか、いろんな形で、それぐらいははっ

きりと目に見えた行動をしたほうが。ＰＲもよ

くあることですが、はっきりその辺も言ってみ

れば、もう動員の割り当てみたいな感じで、そ

れぐらいの対症療法は必要なのかなと思うんで

す。総合政策部長がリーダーシップをとって、

教育長に1,000人だとか、農政は50人とか、そう

いった形でやってもらいたいんですけれど、そ

の辺はどうでしょうか。

○永山総合政策部長 教育委員会の当事者意識

がどうかっていうのは、いろいろあるかもしれ

ませんけれども、少なくとも商工観光労働部に

とってみれば、航空路線が減るということはイ

ンバウンドが減るということですから、大変な

問題として認識をしています。去年の私の立場

でいえばそのとおりだと思っておりますし、そ

こは十分に連携をしてやっていくことが必要だ

と思ってます。

あと、教育委員会等の連携をどうとっていく

かということについては、十分我々のほうで考

えていきたいとは思っていますが、一生懸命取

り組むことで、前回の危機を乗り越えた結果が、

台北線３便になったんです。月曜便がふえたん

です。このときにも、非常に危ない状況だった

んですけれど、全庁を挙げて一生懸命やった結

果が増便につながりました。

今回、ぜひ回復をして、その次のステップま
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で見据えた取り組みをやっていくことができる

んじゃないかなと思ってますので、どういうふ

うに連携できるか等については、具体的に考え

ていきたいと思っておりますが、しっかりやっ

ていきたいと思ってます。

○星原委員 もう一遍、最後にＰＲ事業のとこ

ろで出るんだけれども、やはり私は、本当に海

外といろんな交流を宮崎県と進めていくんなら、

県民運動の中に、全県民がパスポートを取得し

ようという運動でも展開して。パスポートを取

ろうとする人は外国に行こうという気持ちに

なってくるわけで、何かそういったことあたり

も、一方では考えるべきじゃないかな。そうい

うことでＰＲしていく。子供からお年寄りまで

県民全員がパスポートを取ろうとか。前に100万

泊をやったけれども、100万泊と同じで、何らか

のそういうインパクトのあるような形のものも、

どこかで考えていかないと。ただ割安で、少し

金額をやりますよというだけで、本当にＰＲに

なるのか。パスポートを持ってないと外国に行

けないわけなので、ＰＲを作戦としてやられる

んなら、そういった運動も展開したらどうかな

と思います。これは、もう考えですので。

○二見委員長 ほかに関連質問はありませんか。

○中野委員 関連で質問しますが、この緊急対

策事業は、もともと航空交通ネットワーク推進

費の事業で、今度、補正を組んだわけですけれ

ども、昨年度は１億5,000万あって、本年度当初

で１億2,500万。2,500万ほどダウンして、今度

はプラスして、やっと1,000万円弱をふやしたよ

うな形ですが、この当初の予算と今回の緊急対

策事業の中身は、事業の内容は大分変わってる

わけですか。変わったそのことだけで、本当に

需要が回復するのか、そのことも含めてお尋ね

します。

○野口総合交通課長 今、委員御指摘の約１

億5,000万から１億二千数百万との差でございま

すが、これにつきましては、ソウル線、台北線、

香港線、それぞれの運航に対しまして、運航１

便に対する補助金を従来行ってきております。

それにつきましては、香港線等が当初、それ

から２年目、３年目と段階で減額をしている。

台北線もそうでございますけれども、そういっ

た総額が約2,800万円ほどございましたので、差

につきましてはそういった数字でございます。

事業の中身につきましては、昨年度に引き続

きやってきておりますけれども、今回の地震を

受けまして、一部前倒し等でやったこともござ

います。10月、11月以降の取り組みを集中的に

やりたいということで、今回の補正をお願いし

ているところでございます。

○中野委員 もう既に、７、８月は４、５月か

らするとふえてるという説明がありましたよね。

この緊急対策をせんでもふえてるわけですが、

実際にこの対策をすれば、具体的にどのくらい

まで行く予定なのか。この前の答弁で、副知事

は、可能性があるような答弁をされましたが、60

％以下になったから、これが減便になったと思

うんだけれども、何％になれば確実に回復する

のかということをお尋ねします。

○野口総合交通課長 先ほど、回復という言葉

を使わせていただきましたけれども、例えば台

北線につきましても、７月、８月が合せて60.3

％ということで、やっと60％に乗った状態。香

港線につきましても、60.7％ということで、ま

だまだ厳しいとは思っております。

今、委員が御指摘のどこら辺までということ

につきましては、これはなかなか、航空会社か

らも、70％ならいい、80ならという数字を聞く

ことはできておりませんけれども、やはりこれ
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までの経緯を見ますと、例えば、昨年度で69％

台という27年度の実績がございますので、冒頭

申し上げましたように、そういったところを一

つの目標としながら、また、安定して続くといっ

たことが続けば、航空会社等に対して、また増

便、回復等の要求ができるのではないかなと思っ

ておりますので、そういったところを視野に頑

張っていきたいと思っているところでございま

す。

○中野委員 希望的に聞こえましたけれど、もっ

と具体的に取り組んで、相手も商売ですから。

飛行機は、人が何人乗ったからあれですから、

そのあたりを具体的に。日本から台湾に行く人

が極端に少ないわけだから、台湾からはもう、

飽和状態とまでは行きませんが、国民の総人口

当たりにすると、かなり人が来ますよね。日本

からは、総人口のわずか1.4％しか行ってないわ

けですよね。そのうちの宮崎県は何％なのかと

思うんです。高い数字だろうとは思うけれども、

その辺のことを細かく調査して、具体的な政策

を打たないと。持続的にずっと３便が、あるい

はそれが４便、５便とならないかもですから。

この航空会社は、鹿児島と宮崎と合わせて、１

週間フルに便があるという形ですから。だから、

その形は崩さないように。できれば、鹿児島の

ほうは減っても、宮崎のほうはそのままカバー

できるぐらいのことをしないと、非常に難しい

と思います。

先ほど、星原委員から出ましたとおり、日ご

ろの向こうとの関係を密にしておくことが重要

だと思いますから、そのあたりをきちんと。宮

崎路線は運休にさせるとか云々ということは考

えさせないような、日ごろのつながりをつくっ

てほしいなと思いますが。これは、県民挙げて

やらないかんと思うんだけれども、ぜひ、そう

いう形で取り組んでいただきたいと思っており

ます。

○来住委員 今回の補正の3,570万円の２つの事

業、①、②と、２ページです。国際定期路線利

用促進事業、それから、県民ＰＲの事業、これ

は、それぞれ幾らになるのかな。まず、この内

訳をお願いします。

○野口総合交通課長 事業の構築につきまして

は、これから航空会社、旅行会社と相談して決

めてまいりますけれども、大きく言いますと、

利用促進事業で3,000万円程度、ＰＲ事業で450

万円程度、その他事務費ということで考えてい

るところでございます。

○来住委員 昔、七、八年前に、アシアナで、

友達みんなでちょっとソウルに行ったことが

あったんですけれど、そのときに県から補助を

もらったとか言ってましたが、この補助で、実

際これを利用する人に幾らか出ますよね。それ

からもう一つは、航空会社そのものに補助を出

してるのかなと思うんですが、それをちょっと

教えてください。

○野口総合交通課長 各種キャンペーン事業に

つきましては、利用者御本人に行くケースもご

ざいますし、航空会社につきましては、例えば、

旅行業者とタイアップをして、旅行商品を割り

引く、そういったものへの補助が間接的に行く

場合もございますし、先ほど申し上げましたけ

れども、運航１便に対して幾らという定額補助

を今やっておりますので、そういったものもご

ざいます。

○来住委員 もう一つは、例えば、ソウル市や

台北のほうの自治体は出してるんでしょうか。

宮崎県は事業がありますが、向こうの自治体は、

何かそういう事業をしてるんでしょうか。

○野口総合交通課長 今回といいますか、この
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国際３路線に限っては、現時点においては、向

こうの国での支援等についてはございません。

○来住委員 ないわけですか。もう一つだけ。

多分、各地方の、宮崎だとか、鹿児島だとか、

佐賀だとか、そういう地方の空港を持っている

自治体が、こういう事業をされていると思うん

ですが、かなりたくさんの自治体がされてるん

でしょうか。それは、つかんでらっしゃいます

か。

○野口総合交通課長 特にこの国際線に関しま

しては、各県、今、自治体間での営業といいま

すか、誘致活動も非常に激しいものがございま

して、私どもも情報収集に努めておりますけれ

ども、何らかの一定の補助、支援等をやってる

というのは聞いておりますが、具体的なところ

までは、全体的にはつかめていないところでご

ざいます。

ただ、隣の鹿児島県は一番近い空港でもござ

いますので、そことはできるだけ情報をつかみ

ながら─でないと、やはり航空会社等から比

較等もございますので。しっかりした情報は正

直ないんですけれども、そこは普段のいろんな

活動の中で、情報収集は努めているところでご

ざいます。

○坂口委員 社会保障・税番号制度システムで

すか、情報政策課。これは、本県の今回の補正

が約1,500万円ですか。これは、全国の都道府県、

市町村、それから、多分民間にもラインがつな

がるわけで、そこらまで全てを対象にした運用

テストと思うんですけれども、最終的にこのテ

ストに本県が負担する金額は、この補正額その

もので全てなのか、それに加算か減算かという

のと。全国で、この運用テストとして総額どれ

ぐらいの費用が使われるのかというのと、どん

な作業が行われるか、ちょっと参考までに。

○蕪情報政策課長 申しわけありませんが、全

国の金額というのが、ちょっと今手元にござい

ませんので、後ほどお時間をいただければと思

います。

この部分については、県に対する補助額とい

うことで、本県の中においても、各市町村分に

ついても当然ございます。それを積み上げて、

全体額ということになるもんですから、ちょっ

と資料のほうがそろいましたら説明させていた

だきます。

今回の運用テストの内容でございますけれど、

まずは各照会をかけるところ、それの回答を出

すところといった各機関がございますので、そ

の機関間でのテストをまずやりますと。そして

あと、国のほうでつくっているこのイメージ図

のほうなんですけれど、情報提供ネットワーク

システムとのつながりをどうするかといった、

うまく動くかといったところのテストを行うと

いうことでございます。

そのためには、実際の、直接のデータを使う

わけにはいきませんので、テスト用のデータを

つくったりとか、個々のシステム間の誤作動が

起こらないかといった疎通の確認とか、そういっ

たことを行うこととしております。

具体的には、本県内では、全部の市町村にペ

ア組みをしまして、その中でちゃんと動くかと

いうことを、全ての業務についてテストをする

ということになっておりまして、その次には、

県を越えてちゃんと動くかということで、また

ペア組みをしてテストをすると。最終的に、県

同士についても、全国とうまく連携が図れるか

といったテストを繰り返して行うということで

ございます。

○坂口委員 そういうことだろうって思うんで

す。イメージ的にもわからんのですけれど、例
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えば、県の負担分が1,500万円そのもの、この補

正額がそのまんまそれだけなのか、それとも情

報システムが持ってる総額５億余りだったです

か、その中からも幾らか行くのかっていうのが

一つ知りたいのと。

仮にこれがそっくりそのまんま国から交付さ

れて、ろ過して向こうに行くんですよというこ

とになれば、人口按分でいったときに、都道府

県分の100分の１として全国では15億ぐらい。市

町村が同じような負担をするとすれば、地方自

治体の負担分だけで総額30億なんです。それに

民間あたりもネットワークが当然つながるわけ

ですから。そういったものを含めると、かなり

な費用がかかるけれど、今言われたテストとい

うと、いとも簡単に各自治体の担当者がぱぱっ

と操作していって、異常なしでつながりました

とか、エラーは出ませんとか、セキュリティー

は確保されてるでしょうっていう─按分で

いったときの費用が余りにも大きいもんだから、

かなりなテストが行われるんじゃないかなとい

うのと。

テストのときに点検、検証したいものは、か

なりな高度なものとか、労力とかも要るんじゃ

ないかなっていうのを、おのずとこの金額から

見ると思うわけです。

一体どれだけの金をかけて、どんなことをや

るのかがないと、我々は、これを審査するにも、

これが適か否かっていうのが、全く判断基準が

ないじゃないですか。

○蕪情報政策課長 先ほどございました全体額

のほうなんですけれど、これは、厚労省所管の

分とか、ほかのシステム分についても同じよう

な補助制度がございまして、そちらのほうを除

外して総務省系の分だけ言いますと、先ほど坂

口委員がおっしゃられたとおり、全体で15.5億

円を国全体で計上しているようでございます。

あと、内容についてなんですが、一つの業務

だけではなくて、今回の総合運用テストにつき

ましては、具体的に発生する事務全てを網羅し

てテストをしろということになりまして。当初

の、県なり市町村が報告を受けていた主な項目

のみの総合運用テストから追加をされたもので

すから、テストの計画とかを最初から積み上げ

るということになりましたので、そういった意

味で今回の事業費がちょっと膨らんでいるのか

なと考えているところでございます。

○坂口委員 そうすると、トータルで約15億の

全ての費用が、このテストに係る総事業費って

いうことになるわけですね。

もう一つに、市町村も含めた地方でのこの事

務費は全く残さずに、出と入りが同じに、これ

がそっくりそのまま行く形になってますよね。

そこらがちょっと、それで賄えるのかというの

と。

今のからいくと、本県を100分の１で見たとき

に、市町村負担は全くないのか、民間負担も全

くないのかというのが一つです。

○蕪情報政策課長 今回の総合運用テストに係

る経費は、全額国費ということでいただいてお

ります。

システムを管理してる部門については、全国

規模のシステムになるもんですから、ある程度

の規模の各自治体が入れてる、市町村も含めて

いろんなシステムを入れられてますので、その

システムを管理しているところが基本的に請け

負うのかなと考えておりまして、そういったと

ころにテスト費ということで支払われることに

なろうかなと考えております。

○坂口委員 その作業だったら、イメージ的に

あまりにもかかり過ぎるなって気がするんです。
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何かちょっと腑に落ちない、高すぎるなと。

それが次の心配になるんですけれども、テス

トでそれだけの金がかかるんだったら、これは、

毎年の運用は相当なものがかかってくるんじゃ

ないかなと。15億もの金っていったら、それだ

けのテストをやろうとしたら、相当な作業量で

すよ。今言われたのは、本当にもうスイッチ入

れて、ぱっぱと操作して終わり、異常なし、と

いう感じでしかイメージできないんです。もう

ちょっと、それに見合ったようなテストがなさ

れるんじゃないかと思うんですけれど、そんな

簡単なことなんですか。

○蕪情報政策課長 内容的には、かなりテスト

計画をつくってから、実際のデータを抽出して、

単体テストから連携テストということをやりま

すんで、テストのフェーズ全体から見ると、か

なりレベルの高い業務になろうかと考えており

ます。

しかも、事務全てを網羅しろということです

ので、その分に関連するシステムが多岐にわた

りますので、そういったことからも─ただ、

今回は総合運用テストということなので、運用

開始までの間に解決しなくちゃいけないものと

か、それに必要になる課題を全部見つけ出すと

いうためのテストですので、今回限りという事

業になります。

通常的に行われる運用の保守管理費用につい

ては、当初予算のほうで要求させていただいて

おりましたので、そういった経費でいきます

と、1,600万程度、前回保守費ということで上げ

させていただいてますが、そういったものは経

常的に何らかの形でかかるのかなとは考えてお

ります。

○坂口委員 これはなかなか切りがないけれど、

イメージ的に、普通こういったシステムの運用

テストって、そんな維持管理ぐらいの金がかか

るようなことって、通常あんまりない気がする

んです。ちょっと金額が大きかったものだから、

どんなことをやるのかなと思って、中身を知り

たかっただけのことで。これはこれでやめます。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 よろしいですか。

それでは次に、報告事項に関する説明を求め

ます。

○神菊文化文教課長 地方自治法及び県条例に

基づき、まず、公益財団法人宮崎県立芸術劇場

の経営状況等について御報告いたします。

平成28年９月定例議会提出報告書（県が出資

している法人等の経営状況について）、別冊でご

ざいます。15ページをお開きください。

初めに、平成27年度の事業報告であります。

事業概要ですが、当財団は、県立芸術劇場の

指定管理者として、県立芸術劇場が県民の文化

芸術活動の振興拠点としての役割を十分果たし

ていけるよう、多様な文化事業を企画、実施す

るとともに、積極的に活用されるよう、管理運

営に努めたところであります。

次に、下の事業実績についてであります。

県立芸術劇場の指定管理業務、施設の利用及

び維持管理につきましては、記載のとおり、貸

館業務や施設・設備の維持管理を行ったところ

であり、事業費は１億7,837万円となっておりま

す。

次に、その下の上記以外の指定管理業務等に

つきましては、４億7,729万9,000円となってお

ります。その内訳としましては、まず、宮崎国

際音楽祭でありますが、19日間にわたり15の公

演と関連イベント、20周年記念事業を開催いた

しまして、延べ入場者は１万7,000人余りとなっ
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ております。また、次年度の第21回音楽祭開催

のため、公演内容や出演者の決定、調整など、

準備事業を実施しております。招へい公演事業

以下、次ページの事業につきましては、記載の

とおり、多彩な公演、普及事業を実施したとこ

ろでございます。後ほどごらんいただきたいと

思います。

次に、経営状況等につきましては、同じ資料

の17ページ以降に財務諸表がございますが、説

明が重複いたしますので、同じ資料の161ページ、

出資法人等経営評価報告書の中で御説明いたし

ます。

まず、出資の状況であります。

総出資額は２億6,234万7,000円、県出資額も

同額ですので、県の出資比率は100％であります。

その下の県関与の状況であります。

まず、人的支援でありますが、右側の平成28

年度の状況としまして、役員９人のうち県退職

者は３人、また、職員数26人のうち県職員は２

人、県退職者は１人となっております。

次に、その下の財政支出等につきましては、

平成27年度は、委託料として４億6,994万5,000

円を支出しております。

その主なものとしましては、その下の欄にあ

りますように、まず、県立芸術劇場管理運営事

業は、劇場の維持管理等を行うもので、指定管

理料３億1,931万3,000円であります。

次に、宮崎国際音楽祭開催・準備事業は、同

音楽祭の開催業務等を行うものでありますが、

指定管理料として１億119万8,000円であります。

なお、その下の県民文化振興事業につきまし

ては、平成23年度から27年度の第２期指定管理

期間については、平成５年度に県が出捐して、

同財団内に創設された文化事業基金を財源とし

ておりましたが、平成28年度から、第３期指定

管理期間については、県からの受託事業として

実施するものであります。

次に、活動指標であります。

まず、劇場稼働率は、目標値77％に対しまし

て実績値は79.7％、達成率は103.5％となってお

ります。

次に、主催公演の入場者率は、目標値の66％

に対しまして、実績値は66.8％、達成率は101.2

％となっております。

次に、友の会会員数は、目標値の1,500人に対

しまして、実績値は1,646人、達成率は109.7％

となっております。

活動内容につきましては、いずれの指標も目

標を上回っているところでございます。

次に、162ページをお開きください。

財務状況でございますが、左側が毎年度の収

支状況をあらわす正味財産増減計算書、右側が

年度末の資産や負債の状況をあらわす貸借対照

表であります。

初めに、正味財産増減計算書の平成27年度の

列をごらんください。

経常費用は７億165万1,000円に対し、経常費

用は７億6,730万3,000円で、当期経常増減額

は6,565万2,000円のマイナスとなっております。

前年度までと比較し、当期経常増減額がマイ

ナスとなっておりますが、これは、財団の顧問

公認会計士との協議によりまして、平成27年の

会計年度からは、基金取り崩し収益を、これま

での経常収益から、その下にあります経常外収

益として受け入れることとしたためであります。

今期の基金取り崩し収益は、5,794万1,000円

でありますので、当期経常外増減額は同じ

く5,794万1,000円となります。

その下の当期一般正味財産増減額は77 1

万1,000円のマイナスとなっておりますが、その
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主な要因としましては、本年２月に財団の自主

制作企画事業の一つとして、国内３カ所で公演

予定でありました「演劇・時空の旅シリーズ

三文オペラ」が、海外著作権者との間の契約上

の問題により公演が急遽中止となりました。そ

こで、入場料収入などが得られなかったため、

見込んでおりました約1,000万円の収益が減った

ということによるものであります。

なお、その損失につきましては、財団の自主

財源から補塡することとしております。

これらによりまして、一般正味財産期首残高

１億9,149万円から771万1,000円減少した１

億8,377万9,000円が一般正味財産期末残高と

なっております。

また、その下の当期指定正味財産増減額

は5,770万円となりますので、指定正味財産期首

残高３億3,334万4,000円から、これを減じた２

億7,564万4,000円が指定正味財産期末残高とな

ります。

この結果、その下の一般正味財産期末残高と

指定正味財産期末残高の合計であります正味財

産期末残高は４億5,942万3,000円となります。

続いて、右側の貸借対照表であります。

平成27年度の列をごらんください。

資産は、流動資産と固定資産を合わせまして

５億7,717万4,000円であります。

負債は、次年度公演のチケットの販売収入な

ど１億1,775万1,000円となっております。

この結果、資産から負債を差し引いた正味財

産は４億5,942万3,000円となります。

正味財産の内訳でありますが、基本財産

が3,000万円、文化振興基金や運用基金などの特

定資産が２億4,564万4,000円、一般正味財産が

１億8,377万9,000円となっております。

次に、その下の財務指標であります。

まず、管理費比率は、目標値の48％に対しま

して、実績値は52.8％、達成率は90％となって

おります。

次に、入場料収入比率は、目標値の36％に対

しまして、実績値は20％、達成率は55.6％となっ

ております。

大きく目標を下回っているその主な原因とし

ましては、先ほど御説明いたしました本財団の

自主企画制作事業の一つとして公演予定だった

三文オペラの中止による入場者数の減少と考え

ております。

財務内容につきましては、いずれの指標も目

標値を下回っておりますが、管理費比率が昨年

度と比較しまして、達成率が33.4％上昇してお

ります。目標値にあとわずかという状況に改善

されているところであります。

次に、その下の直近の県監査の状況でありま

す。

記載のとおり、県の監査におきまして、パソ

コンのファイナンス・リース取引について、会

計処理を誤っているものがあったとの指摘を受

けております。

リース料総額が300万円以上の場合、リース資

産として資産計上すべきところを計上していな

かったものでありまして、速やかに適切な会計

処理を実施したところでございます。

次に、総合評価の欄の右上、県の評価につい

てであります。

活動内容につきましては、先ほど御説明した

とおり、いずれの指標も目標値を上回っており

まして、良好と認められます。

財務内容につきましても、いずれの指標も目

標値を下回ったものの、管理費比率が大きく改

善されたほか、国の助成金収益など、入場料収

益以外の収益が増加傾向にありまして、多様な
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財源からの収益の確保に向けた取り組みなどが

進められているところであります。

組織運営につきましては、県民の要望にきめ

細かに対応するため、工夫を凝らしたさまざま

な研修を実施するなど、職員の資質向上に向け

た取り組みが見られるところであります。

なお、先ほど御説明いたしました三文オペラ

が中止になったことにつきましては、その後の

チケット購入者に対する説明や謝罪も丁寧に行

われ、トラブル等も発生しておらず、損失も財

団の自主財源で補塡されるなど、反省すべき点

はございますが、適切に処理が行われたと考え

ております。

県といたしましても、指導を徹底してまいり

たいと考えております。

こうしたことから、その下の４段階評価につ

きましては、活動内容、組織運営はＡ評価、財

務内容はＢ評価としたところであります。

続きまして、平成28年度の事業計画について

御説明いたします。

恐れ入りますが、報告書の20ページにお戻り

ください。

基本方針につきましては、これまでと同様に、

多様な文化事業を企画・実施するとともに、創

作・発表の場として活用できるよう、管理運営

を行うこととしております。

事業計画の指定管理業務については、１

億4,756万7,000円、それ以外の指定管理業務に

つきましては、４億4,883万6,000円となってお

りますが、このほかに事業は大きな変更はござ

いませんので、ごらんいただきたいと存じます。

次に、22ページをお開きください。

収支予算書であります。

まず、一般正味財産分の部の経常増減の部で

あります。

経常収益につきましては、県補助金等収益が

３億7,748万3,000円、チケット収入や企業協賛

金などの事業収益として２億7,162万3,000円な

ど、７億286万6,000円としております。

経常費用につきましては、人件費支出として

１億1,433万9,000円、国際音楽祭や自主企画制

作公演事業などの事業費支出として５億8,678

万3,000円など、７億1,125万8,000円としており

ます。

これらの合計額となるその下の当期経常増減

額は、前年度から4,964万9,000円増加し、マイ

ナス839万2,000円となっております。

次に、経常外増減の部であります。

経常外収益につきましては、全額が基金取り

崩しによる収益になりますが、839万2,000円と

しております。

経常外費用はございませんので、経常外収益

から経常外費用を除いた当期経常外増減額は、

同じく839万2,000円であります。

これらにより、一般正味財産期末残高は、期

首と同額の１億8,377万8,713円となります。

次に、指定正味財産の部であります。

当期は839万2,000円の基金を取り崩す予定と

なっておりますことから、一般正味財産への振

りかえ額は839万2,000円となり、当期指定正味

財産増減額はマイナス839万2,000円となります。

このことから、当期の指定正味財産期末残高

は２億6,725万1,817円を見込んでおります。

また、一般正味財産と指定正味財産の期末残

高を合わせた正味財産期末残高は４億5,103

万530円となる見込みです。

公益財団法人宮崎県立芸術劇場の説明は、以

上でございます。

続きまして、県の条例に基づきまして、公益

財団法人宮崎県私学振興会の経営状況等につい
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て御報告いたします。報告書の159ページでござ

います。

本法人は、私立学校の相互の連携・協調、教

育の充実及び振興を図り、本県教育文化の高揚

に資することを目的としておりまして、総出資

額は４億2,583万8,000円、このうち県出資額は

１億9,675万5,000円で、県出資比率は46.2％で

あります。

次に、その下の県関与の状況であります。

まず、人的支援につきましては、右側が平成28

年度の状況としておりまして、役員数は合計で11

人、このうち県職員が１人、県退職者が１人で

あります。

次に、その下の財政支出等につきましては、

平成27年度は県補助金が7,669万7,000円となっ

ております。

その内訳は、その下の欄にありますように、

まず、私立学校教育研修補助金は、私立学校の

設置者及び教職員の資質向上を図る研修事業に

対して、研修事業経費の２分の１以内を補助す

るものでありまして、決算額は211万1,000円で

あります。

次に、私立学校退職金基金事業補助金は、私

学振興会が行う退職手当資金の基金造成に対す

る補助を行うことにより、私立学校等教職員の

福利厚生の向上を図るものでありまして、決算

額は7,458万6,000円であります。

次に、その下の実施事業につきましては、主

な事業を申し上げますと、魅力ある学校づくり

事業は、私立学校の外国人講師の招致や教育設

備の購入費に対する助成など、次に、教育研修

事業及び退職手当資金給付事業は、先ほど御説

明したとおりでございます。

次に、その下の活動指標につきましては、ま

ず、魅力ある学校づくり助成利用件数は、目標

値５件に対して、実績値は８件となっており、

達成度は160％であります。

次に、研修参加者満足度は、教育研修事業に

ついて、研修参加者に対して行ったアンケート

での平均満足度でありますが、目標値90に対し

て、実績値97.8ポイントとなっており、達成度

は108.7％であります。

次に、融資あっせん利用件数は、申請がござ

いませんでした。

次に、160ページをお開きください。

まず、一番上の財務状況の正味財産増減計算

書についてであります。

平成27年度の列をごらんください。

経常収益は７億384万6,000円に対して、経常

費用は７億238万6,000円であり、当期経常増減

額は146万円となります。

当期経常外増減額はございませんので、当期

一般正味財産増減額は146万円となり、一般正味

財産期首残高1,474万4,000円と合わせまして、

一般正味財産期末残高は1,620万4,000円となり

ます。

また、指定正味財産は、当期指定正味財産増

減額がございませんので、指定正味財産期末残

高は４億2,583万8,000円となりますことから、

正味財産期末残高は４億4,204万2,000円となり

ます。

次に、貸借対照表であります。

平成27年度の列を同じくごらんください。

一番上の資産は、流動資産と固定資産を合わ

せまして、50億8,139万1,000円であります。

また、その下の負債は、流動負債と固定負債

を合わせまして46億3,934万9,000円であります。

この結果、資産から負債を差し引いた正味財

産は４億4,204万2,000円、うち指定正味財産が

４億2,583万8,000円、一般正味財産が1,620
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万4,000円となっております。

次に、その下の財務指標でございますが、自

己収入比率は、目標値10％に対して、実績値

は10.8％で、達成度は108％であります。

管理費額は、目標値3,000万円に対して、実績

値は3,226万4,000円、達成度92.5％であります。

次に、教育研修事業費比率は、目標値50％に

対して、実績値は63.5％、達成度は127％であり

ます。

最後に、一番下の総合評価の枠の右上、県の

評価につきましては、まず、教育研修事業にお

いて、受講料を徴収することによる財源確保、

事務局経費の節減、研修メニューの充実強化に

よる質的向上、効率的な基本財産の運用及びホ

ームページ等による情報交換については一定の

評価ができると考えております。

また、退職手当資金給付事業のうち、幼稚園

退職金事業につきましては、会員負担率を引き

上げるなど、積立金の健全化が図られています。

今後とも、法令に基づき、引き続き適正な事

務処理を行うとともに、さらなる退職手当資金

給付事業に係る積立金の健全化、ホームページ

等による積極的な情報交換に努める必要がある

と考えております。

その下の４段階評価につきましては、ごらん

いただいた評価内容から、活動内容はＢ、財務

内容はＢ、組織運営はＢとしたところでありま

す。

説明は以上であります。

○奥中山間・地域政策課長 中山間・地域政策

課でございます。

別冊資料としてお配りしております平成28年

９月定例県議会提出報告書（宮崎県中山間地域

振興計画に基づいて行った主な施策（平成27年

度）について）を御用意ください。

中山間地域対策につきましては、中山間地域

振興条例及び中山間地域振興計画に基づき、各

部が連携しながら取り組みを進めております。

昨年度実施しました計画に基づく主な施策に

ついて御報告いたします。

２枚めくっていただきまして、１ページをご

らんください。

平成27年７月に改定いたしました中山間地域

振興計画における施策の体系表でございます。

計画におきましては、４つの重点施策、仕事

がある中山間地域づくり、子育て環境等の整備

と移住・定住の促進、集落の維持・活性化と新

たな絆の創造等、安全・安心な暮らしの確保の

もと、それぞれの具体的施策に取り組んだとこ

ろでございます。

２ページ以降に、施策ごとに関係部局におけ

ます事業等の取り組み状況や主な成果、目標指

標に対する実績等を記載しております。

内容につきましては、委員会資料のほうで御

説明させていただきます。

それでは、委員会資料の６ページをお開きく

ださい。

先ほどの報告書につきまして、その概要をま

とめております。

１、施策の実施状況でございますが、平成27

年度におきましては、先ほど申し上げました仕

事がある中山間地域づくりを初めとする４つの

重点施策を掲げ、各部局が連携し、各種の取り

組みを実施したところであります。

２、実施施策の概要でありますが、まず、（１）

仕事がある中山間地域づくりについてでありま

す。

①農林水産業の振興のうち、ア、農業につき

ましては、地域の特性を生かした生産振興や担

い手の育成・確保、生産基盤の整備等に取り組
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んだところであります。

枠囲いにございますように、花卉振興を目的

とした有望新品種の導入推進や、ユズや栗の産

地に対する支援などの事業に取り組んだところ

であります。

イ、林業につきましては、多様で豊かな森林

づくりや、循環型の林業・木材産業づくり等に

取り組み、水源涵養機能の高い森林整備のため

の植栽や間伐、未植栽地の買収等、あるいは木

質バイオマス加工施設の整備への支援等により

まして、県産材の需要拡大を推進したところで

ございます。

７ページをごらんください。

ウ、水産業につきましては、資源の適切な利

用管理や経営体づくり、漁港機能の強化等に取

り組み、21魚種の資源評価を行った結果に基づ

き、資源管理計画等の実施を推進したほか、８

つの拠点漁港におきまして、津波対策関連事業

を推進したところであります。

②新たな産業の創出等につきましては、農商

工連携、６次産業化、フードビジネスの推進、

企業立地活動の展開等に取り組み、中山間地域

産業振興センターによります商品開発等の取り

組みの支援を行ったほか、６次産業化に関する

６件の取り組みについて、国から認定されたと

ころであります。

③鳥獣被害対策につきましては、推進体制の

強化や新たな視点に立った総合的な対策を推進

したところであり、人工林における強化型等防

護柵の設置や鳥獣被害対策マイスターの育成等

に取り組んだところであります。

④地域経済循環の促進につきましては、地域

資源を活用した地域経済循環の促進や、新エネ

ルギー利活用の促進に取り組み、経済構造分析

の理解促進に向けた研修会の開催などに取り組

んだところであります。

８ページをお願いいたします。

目標指標の達成状況を掲げております。

仕事がある中山間地域づくりの関連につきま

しては、農業算出額を初め21の指標を設定し、

その達成に向けて取り組んできたところであり

ます。

それぞれ現況値、平成27年度の実績値、平成30

年度の目標値を記載しております。

９ページをごらんください。

次に、（２）子育て環境等の整備と移住・定住

の促進についてであります。

①子育て支援等の充実につきましては、地域

全体での子育て支援の充実や、ライフステージ

に応じた子育て支援の充実に取り組み、未来み

やざき子育て県民運動の促進による機運の醸成

や、結婚支援活動に取り組む優良団体への支援

を行ったところであります。

②教育の充実につきましては、ふるさとへの

誇りや愛着を育む教育の推進、教育環境の整備

・充実等に取り組み、県内６カ所の地区生徒寮

運営や、へき地育英資金の貸与を行ったところ

であります。

③戦略的な移住等の促進につきましては、情

報発信や相談体制の充実、受け入れ体制の整備

等に取り組み、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターン

センターの開設や、市町村が行う移住者の定住

に向けたフォローアップの取り組みについて、

支援等を行ったところであります。

次に、目標指標の達成状況でございますが、

合計特殊出生率を初め３つの指標を設定し、そ

の達成に向けて取り組んだところであります。

それでは、10ページをお願いいたします。

（３）集落の維持・活性化と新たな絆の創造

等についてであります。
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①自主的な活力の向上につきましては、住民

みずからによる集落の課題等の整理や、住民が

みずから考え、行動する意識の醸成支援等を行

い、県の集落対策支援員により、16集落での状

況把握を行うとともに、いきいき集落の新規認

定などを行ったところであります。

②都市等との交流・地域間連携の促進につき

ましては、中山間地域の果たす役割、魅力の発

信、外部人材との交流・連携による集落機能の

維持・活性化に取り組み、中山間盛り上げ隊の

集落活動支援を通じた交流が図られたところで

あります。

③小規模・高齢化した集落対策につきまして

は、地域見守りの推進、集落のネットワーク化

の促進等に取り組み、地域福祉コーディネータ

ーの養成などに取り組んだところであります。

④人財の育成・誘致につきましては、地域を

担う人財の育成、外部人材の誘致等に取り組み、

地域おこし協力隊などを対象とした研修会を開

催したところであります。

⑤地域文化の保存・継承と活用につきまして

は、文化資源の保護・継承、特色ある文化資源

の活用の取り組み等を支援し、民俗芸能保存団

体の支援やみやざき文化財情報、あるいは宮崎

デジタルミュージアム等のホームページによる

情報発信に取り組んだところであります。

目標指標の達成状況でありますが、集落活動

助成件数を初め４つの指標を設定し、その達成

に向けて取り組んできたところであります。

それでは、11ページをごらんください。

次に、（４）安全・安心な暮らしの確保につい

てであります。

①医療の確保及び保健福祉の充実につきまし

ては、医療提供体制の整備、住みなれた地域で

暮らせる福祉社会の推進等に取り組み、県内６

診療所での僻地出張診療の実施や、ドクターヘ

リの運航に取り組んだところであります。

②生活機能の維持・確保につきましては、地

域交通の維持・確保や暮らしのための道づくり

等に取り組み、広域的バス路線を運行する市町

村に対する支援や、都市部と中山間地域を結ぶ

国・県道の未改良区間の道路整備に取り組んだ

ところであります。

③水道の整備及び水環境の保全につきまして

は、上下水道等の整備への支援、豊かな水資源

のための環境保全等に取り組み、水道施設に係

る事業等の計画的な実施を推進するとともに、

浄化槽整備事業等を実施した市町村への支援に

取り組んだところであります。

④情報通信基盤の充実及び利活用の促進につ

きましては、西都市の45世帯で携帯電話サービ

スの利用が不可能であった地域の解消に取り組

んだところであります。

⑤防災・減災対策の推進等につきましては、

自然災害への対応や地域防災、減災体制の整備

に取り組み、河川改修の実施や土砂災害警戒情

報の提供、道路の防災対策などに取り組んだと

ころであります。

12ページをお願いいたします。

次に、目標指標の達成状況でありますが、こ

の安全・安心な暮らしの関連では、臨床研修医

受入数を初め11の指標を設定し、その達成に向

けて取り組んだところであります。

３、今年度以降の取り組みでありますが、中

山間地域の実情や特性等を勘案しながら、仕事

がある中山間地域づくりを初めとする４つの重

点施策を展開し、部局間の連携や県民の中山間

地域への理解促進などを図りながら、引き続き

中山間地域推進計画の実施に向け、取り組んで

まいりたいと考えております。
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報告事項については以上であります。

○二見委員長 執行部の説明が終了しました。

まず、県が出資している法人等の経営状況に

ついての質疑はありませんか─ないですか。

じゃあ、私から。

まず、県立芸術劇場について、ちょっと確認

も含めてお伺いしますけれども、活動指標の①

に劇場稼働率というのがあるんですが、これの

計算式が、稼働日数に対して分母を利用可能日

数としてあるわけなんですが、これで実績値

が79.7ということで、ということは、２割は開

館日だけれども、そこでは何もなかったという

見方になるんでしょうか。ちょっとそこら辺を

教えてください。

○神菊文化文教課長 おっしゃるとおりでござ

います。この分母につきましては、１年の暦上

の日数から休館日や保守点検のために利用でき

ない日を除いた日数でございます。その分の分

子が稼働日数でありますので、おっしゃったと

おり稼働しなかった日数があるということでご

ざいます。

また、この実績値79.7というのは、全国的な

平均と比べましても、結構高い数字でございま

して、団体が調べました全国平均は63.1％とい

うことでありますので、なかなかのいい数字で

あろうと思っております。

○二見委員長 続けてそのことで伺いたいんで

すけれども、２割、何も催し物がないというと

きでも、やはりいろんな事業の組み立てだった

りとか、そういった業務はその日にされるとい

う見方になるんですか。要するに、開催事業は

その日はないけれども、次の準備だったりいろ

んな報告だったり、そういったものに充てる日

という見方でよろしいんでしょうか。

○神菊文化文教課長 イベント等を行う場合の

前にいろいろ準備をする必要な日数等がござい

ます。※その日数も、利用していない日数の中に

含まれております。

○二見委員長 それと、今、全国の平均に対し

ての稼働率はそれなりにいい成績だということ

だったんですけれども、逆に次の②の主催公演

に対する入場者率についてはいかがなんでしょ

うか。目標は達成されてるということですけれ

ど、大体全国でそれぐらいの入場率なんでしょ

うか。

○神菊文化文教課長 主催公演の入場者率につ

いては、キャパシティーが大体１万8,000人余り

なんですけれども、そのうちの入場者１万2,412

名ということで数字を出したものでございます。

それから、済みません、先ほど間違えており

ました。利用稼働日数の中で、準備等を行う日

数は稼働日数には入っておりません。といいま

すのが、稼働日数というのは、実際に演奏等が

行われた日数のことでありまして─要するに、

稼働日数の中に準備の日数も含まれておりまし

て、料金等をいただいてると。稼働してない日

数というのは全くあいているということになり

ます。

○二見委員長 要するに、利用可能日数のうち、

稼働日数ではない日も業務はあるわけですよね。

○神菊文化文教課長 もちろん業務はございま

す。

○二見委員長 次の主催公演に対する１万8,000

人のキャパに対する１万2,000という来場者数に

対する考え方は、どうですかね。

○神菊文化文教課長 財団が行います主催公演

というものがございまして、それの席の合計が

キャパシティーとなります。

全国の数字との比較でいいますと、これは、

※このページ右段に訂正発言あり
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平成23年に全国公立文化施設協会が調査したも

のでございますが、全国の稼働率は63.1％が平

均となっております。これに対しまして、県立

芸術劇場におきましては、そこに書いておりま

すように８割近くの実績があると─主催公演

の入場者率の全国平均ということでよろしいん

でしょうか。申しわけありません、その数字は

つかめておりません。先ほど申しましたとおり、

財団の主催公演というものに限定して、そのキャ

パで割っておりますので、全国の数字は持ち合

わせておりません。

○日高委員 私学振興についてですが、県が出

資を46.2％して、主な事業として、私立学校教

育研修補助金ということで、私立学校の設置者

及び教職員の資質向上を図るっていうことを書

いてるんですが、これは例えば、県立とかいろ

んな、教育委員会が持ってるのについては、県

が当然関与していきますよね。私学に対する関

与ってどこまでできるものなのかなと。やはり

私学も、学校の先生もいるわけですから、また、

専門学校があって、いろんなところがあるんで

す。ピンキリだと思うんですけれど、どこまで

県として関与できるのか、その辺をお伺いしま

す。

○神菊文化文教課長 私学振興会が行う研修事

業についてでございますが、どこまでやるのか

ということにつきましては、私立学校も公教育

の一翼を担っていると、県内では高校生でいき

ますと１万人おりますけれども、約3,000人、30

％が私立学校に通っております。

したがいまして、その教育を担う教員の資質

向上なり学校法人の適正化を図るという意味で

は、こういった研修事業をやる意味が大きいと

思っております。

また、私立学校にどこまでということでござ

いますが、私立学校は建学の精神というものが

非常に重要視されております。したがいまして、

私どもも、法律上の中でも制限がございますけ

れども、教育の内容までは基本的に立ち入らな

いということにしております。

それ以外の運営の基本的なものでありますと

か、安全面とか、そういったものについては、

私どものほうもいろいろ指導することもできま

すし、そういった支援等も行っているところで

ございます。

○日高委員 県立だったら、教育委員会が例え

ばいじめの問題とか、それぞれの学校に言う。

私学になってくると、もうピンからキリのとこ

ろもありますよね。専門学校もあったりする。

何とか法人とか。その辺の監視までは県が見ら

れないものかなと思っているんです。そこら辺

までは行かないんですよね。今の説明だと、結

局そこまで見れないんですよね。

○神菊文化文教課長 いじめ等の重大事案につ

きましては、私どものほうに報告をいただくと。

その上で、いじめ対策法に基づいた措置をいろ

いろ講じていくということで、対応はできると

思っております。

また、いじめ等のそういった重大な問題につ

きましては、教育委員会がやっておりますいろ

んな研修等にも、私立学校の教職員も参加させ

ていただくということもやっておりますし、い

ろいろな意味で資質向上は図っていっていると

考えております。

○日高委員 基本的に、そういった業務だけに

は関与するけれど、中身的なやつは学校、法人

に任せる、簡単に言えば、あとはもう法人がやっ

てくれるという、それで理解していいですね。

○神菊文化文教課長 法律等によりまして、私

立学校の教育内容そのものについては、私ども
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は立ち入らないということにしております。で

すから、どういった科目を教えなさいとか、ど

の範囲をやりなさいとか、この部分は教えるの

はやめなさいといったようなことについては、

私どものほうからはできないと。

ただ、学校の運営について適正化を図るとい

うことでありますとか、そういったいじめ等の

重大事案につきましては、私どもにとっても、

いろんな法的な根拠をもとに指導等をしてまい

りたいと思っております。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

なければ、もう一点。

確か26年のときだったと思いますが、質問で、

退職金基金について質問をさせていただいたこ

とがありまして、あのときに、いろいろと担当

の方とお話しさせていただいて、勉強になった

わけなんですが。今回、公社の評価のところで

は、退職手当資金給付事業については、会員負

担率の引き上げ等を行い、積立金の健全化を図っ

たと。県の評価としては、この事業について、

会員負担率を上げるなどで健全化が図られてい

るということで、その次に、さらなる積立金の

健全化に努める必要があるという評価をしてい

らっしゃるわけなんですが、今後どういうふう

にしていくべきか、どのようにお考えなんでしょ

うか。

○神菊文化文教課長 退職金事業についてでご

ざいます。幼稚園の退職金事業につきましては、

これまで会員の負担率が中学、高校に比べます

と、やはり低かったということであります。

例で申し上げますと、中学、高校が1,000分

の140に対しまして、幼稚園等は1,000分の71と

いうことでございました。ですから、その71と

いうのも、27年までは61でございました。26年

は、56であったと。それを段階的に引き上げて

きているということで、財政的な面での健全化

は図られてきてると思っております。

それから、今後どうするかということにつき

ましては、今現在、退職金の準備高といいます

か、中学、高校基金では、必要額の98.47％が基

金で確保されております。幼稚園基金につきま

しては、必要な額の80.22％と、まだまだ基金の

負担率を引き上げる等の措置を行いながら、充

実させていかなければならないという課題が

残っていると考えております。

○二見委員長 幼稚園のほうを上げていってる

ということですけれども、その間には県のほう

は、負担率を下げていってるんですよね。

○神菊文化文教課長 幼稚園につきましては、

会員の負担率を上げてきておりました。28年度

は、県の補助金も上げました。300万円程度でご

ざいますが、上げまして、退職金準備金の充実

といったものに努めてきたところでございます。

○二見委員長 私が質問したときの説明では、

要するに、県が下げていっているということだっ

たけれども、しかし、それ以外の、県でいった

らいわゆる一般財源みたいな形で、私学のほう

には渡していますっていうような話だったんで

す。今回、28年が上がったというのは、済みま

せん、私も不勉強で申しわけないんですけれど

も、それは、純粋にこの部分だけ上げられたと

いうことなんですか。全体が下がらずに、純増

だったんですか。

○神菊文化文教課長 幼稚園と退職金事業の27

年度につきましては、負担金総額と県の補助金

額を合わせた１億6,900万円ぐらいなんですけれ

ども、それに比べまして給付した総額が１

億9,900万円ぐらい、要するに給付額のほうが多

かったということになります。

ですから、そういったことを踏まえまして、
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県としまして、会員の負担額も上がるというこ

とにあわせて、県の負担額も増額にしたという

ことでございます。

それと、基金の減が進んでまいりますと、福

利厚生に支障が出てくるといったことの判断も

あったということでございます。

○日高委員 認定こども園は、私学振興会に入

るんですか。

○神菊文化文教課長 通常、認定こども園、幼

稚園につきましては、福祉保健部で担当してお

りますけれども、この退職金事業についてだけ

は私学振興会が担当してるということもござい

まして、私ども、総合政策部文化文教課で所管

をしているところであります。

○日高委員 幼稚園型の認定こども園を受けた

ところの幼稚園教諭ないし保育士については、

私学振興会からの退職金がということですね。

○神菊文化文教課長 そのとおりでございます。

幼稚園の場合ですと、全部で、法人数で90、幼

稚園数で111ございまして、今おっしゃったとお

り、私学振興会から退職金を出すということに

なっております。

○日高委員 認定こども園は、幼稚園型になっ

たら、言ってみれば、私学振興会の会員を外れ

ないかんですね。その退職金ですが、27年は上

がったんですよね。

○神菊文化文教課長 もともと幼稚園というこ

とから認定こども園に移行したところについて

は、私学振興会の会員でございまして、会費を

いただいて退職金をお支払いするということに

なっております。

保育園から認定こども園になったところにつ

いては、会員ではないということでございます。

○日高委員 結局、保育園と幼稚園の退職積立

金の差が歴然としてるんです。保育関係は、国

が多分出してるんですか。かなり退職金は守ら

れてるんです。幼稚園は低いですね。九州各県

を比べたら。去年かな、ちょっと上げてもらっ

たんですよ。まだまだ上げ方が─だから、あ

る程度徐々にでも上げていくような感じにして

いかないと、人手不足で、なかなか幼稚園の教

員は集まらないです。その辺を勘案して、今後

検討していただければと思います。

○神菊文化文教課長 委員のおっしゃったとお

り、そういう教育の担い手を確保するという意

味で、検討してまいりたいと思います。

もちろん会員の負担率、会費負担率そのもの

とのいろんな見合いも必要であろうと思ってお

ります。

○二見委員長 今の関連で。

財務指標ということで、これは、私学振興会

全体の経営を見るための指標なんでしょうけれ

ども、大きな一つの課題として退職基金という

のがあるのかなと思うものですから。この報告

の中に入れる必要はなくても、今後の退職金基

金事業について、傾向というか、こういうふう

に見通しを持っていきたいということも、でき

れば示してほしいなというのがあるんです。

今度、それぞれの負担率が上がったっていう

のもわかったわけなんですけれども、私が質問

したときに言ったのは、私学のほうとよく話を

してくださいと。どういうふうにこの基金を運

営していくのか、別なのかというところを、お

互いに理解がちょっとできてなかったんじゃな

いかなと感じたものですから。そこを今後、担

当課として御尽力いただきたいなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

ほかに質疑はありませんか─よろしいです

か。

それでは、このまま休憩といたしまして、１
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時に再開させていただきたいと思います。

暫時休憩します。

午前11時54分休憩

午後１時０分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

○重松副委員長 県芸術劇場についてですが、

これは、芸術劇場さんだけの問題じゃないと思

いますが、文化公園全体で、やはり駐車場の不

足というので、稼働率というか。ある公演団体

の方から要望をいただきまして、もっと県劇さ

んを使いたいんですが、駐車場が不足している

ので何とかなりませんかということであります。

立体とかそういう話もあったんですけれども、

代替えとか、そういう方法を何かお考えであれ

ば、ちょっと教えていただきたいなと思いまし

て。

○神菊文化文教課長 総合文化公園内の駐車場

の問題につきましては、これまでもたびたび御

指摘をいただいてるところであります。

現在、公園内に540台分程度、それから、公園

の北側にあるんですが、150台、合せて総合文化

公園としては690台をとめられるスペースがござ

います。また、このほか周辺の南九州大学であ

りますとか、神宮西神苑などの臨時に借りる駐

車場分が大体640台ございます。計1,330台分ぐ

らいはとめられるということであります。

もちろん、国際音楽祭の開催等の場合は、こ

れ以外にも公立大学をお借りしたり、気象台を

お借りするという予定もございます。

ただ、特に今週の土日は、芸術劇場の主催事

業だけで1,500人とか1,200人、それから、マン

ショ展を今やっておりまして、それにまたそれ

だけの人数が来るということで、不足してしまっ

たということだろうと思っております。

対策につきましては、駐車場の確保について

は、貸館の場合であっても主催者がいろいろ準

備をする、臨時駐車場等の申し込み等について

も主催者がやる。それから、主催者が駐車場の

案内等もするということになっておりますので、

そちらに対して適切な対応をお願いすることで、

少しでも混雑の緩和になればなと思っておりま

す。

それからあと、立体駐車場とかというものが

ありましたけれども、まずは予算面もございま

すが、都市公園としての機能の問題であるとか、

いろいろ難しい問題もあります。今後、また県

土整備部とも相談してまいりたいと思っており

ます。

○重松副委員長 日曜日に伊東マンショを見に

行ったんですけれども、私も入れなくて、もう

方々を走り回ったんですけれど、なかなかどこ

も満杯で。私は地元で近いので、いつでもまた

行けるなと思ったんですけれども、やはり遠い

ところから来られてる方は残念なことかなと思

いますので、また対策を検討していただきたい

と思います。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、次に、宮崎県中山間

地域振興計画に基づく施策について、質疑はご

ざいませんか。

○日高委員 10ページなんですけれど、自主的

な活力の向上というところに、集落対策支援員っ

て初めて聞いたんですけれど、これはどういう

活動をされているのか、詳しく教えていただけ

れば。

○奥中山間・地域政策課長 この集落対策支援

員というものでございますが、これは、集落の

住民みずからが、市町村とともに集落に係る課
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題ですとか、あるいは地域の将来について考え、

将来の集落のあり方を模索していくという取り

組みを支援するものでございます。

具体的には、集落対策支援員、これを指定し

まして、比較的高齢化率の高い集落を中心に訪

問させていただいて、集落の状況を把握する。

そしてまた、集落の将来のあり方について支援

を行っていくというものでございます。

○日高委員 一般質問したんですけれど、例え

ば、高知県は集落支援員がいたんです。県職員

がみずからそこに入って、実態をみずから足を

使って、聞きに行くという。

これは、委嘱するというか、地元の人でそう

いった人を見つけて、市町村と連携して意見を

吸い上げるということですね。

○奥中山間・地域政策課長 そのとおりでござ

います。

○日高委員 実際はどうなんでしょう。自分た

ちの目で見て、現地に行ってどうなのかと考え

るのか。それとも、あなたたちに任せたから、

地元のほうで地元のことをやってくれっていう

のと、どっちが成果があると思われますか。

○奥中山間・地域政策課長 集落対策支援員と

いいますのは、単年度、県で設置したものであ

りますが、従来、国のほうで、集落支援員とい

う制度がございました。これは、集落対策の最

初のほうにできた制度で、今も続いているんで

すが、これは、いわゆる県ではなくて地域の住

民の、例えば公民館長ですとか、地域に詳しい

人に市町村が委嘱をして、その方がいろんな情

報をとって、それを市町村が吸い上げるという

制度でございます。

それを市町村に任せおいたのでは、なかなか

進まないということで、県のほうが、単年度で

はございましたけれど、県の集落対策支援員と

いう制度を使って意見を吸い上げようとしたと

いうことでございます。

ただ、委員がおっしゃるように、地域振興行

政に携わる者が直接聞いたほうがいいんですが、

なかなかそうもいきませんので。西臼杵支庁と

農林振興局単位に、地域企画調整担当という職

員がいまして、高知県の県職員とまでは行きま

せんけれども、市町村の役場に机を置いて活動

するというわけではありませんが、各農林振興

局に１人ずつ、西臼杵支庁と東臼杵農林振興局

には２人配置しております。その人間が、振興

局内、あるいは西臼杵支庁内の市町村と連絡を

とって、地域にずっと入っていくというような

ことでは、やっているところでございます。

○日高委員 新たに人員を確保して、そういっ

た形でこまめに聞くのは、なかなか大変だと思

うんです。限られた人数だっていうことで、部

長はいつもそうやって言われますから。

だから、各駐在所とかありますよね。諸塚と

か椎葉に県土整備部の人が行ったり、いろいろ

ありますね。もちろん自分の土木関係の仕事も

ありますが、兼務みたいな感じで、もっとうま

く人を使いながら─必ずそこに行くわけです

から、郵便局の郵便の配達と一緒です。状況を

見ることが、県職員が来てくれたというと、こ

れはもう大きく違うんです。やはり大きいです。

県職員が来て、それに市町村が後ろで手助けす

るという、そういった形はとれないことはない

かなと思いますので、努力してもらいたいのと。

それと、中山間盛り上げ隊とか、地域おこし

協力隊とかあるんですが、さっき説明を受けた

集落活動支援、大体似たようなといいますか、

これは、もうことしは委託してるんですけれど、

違いは。

○奥中山間・地域政策課長 簡単な例で申し上
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げますと、集落支援員なり集落対策支援員が集

落に入ってきて、いろいろ集落のニーズをつか

みます。積極的にいろいろやりたいという集落

であれば、例えばいきいき集落という制度がご

ざいますので、いきいき集落に認定させていた

だいて、活動費も助成させていただいて、もっ

と頑張っていただくと。

また一方、何か集落で問題があるといった、

例えば、後継者が不足したり、高齢化が進んで

祭りを地域でできなくなったということがあれ

ば、そこは中山間盛り上げ隊を使って、そこを

ちょっとフォローしていくと、そういったこと

になろうかと考えております。

○日高委員 いろいろいっぱいいたほうが、と

りあえずいいということなのかなという気はし

てるんですけれど。

最後に、９ページなんですけれど、県内への

移住世帯数がふえてますよね。実績よりも結構

ふえて、これは県の実績になってるんですけれ

ど、市町村の努力も結構あるのかなという気が

してるので。

市町村職員から聞くと、僕たちは努力したけ

れど、結局県の手柄になるでしょうっていう話

をよく聞くんです。結局252あるんですけれど、

これは市町村で頑張ってるのと、ちょっと頑張

りが足りないところ、それは土地の形状にもよ

ると思うんですけれど、そういった分布という

か、市町村をどういう形で見てますか。

○奥中山間・地域政策課長 平成27年度の実績

値が202ということでございまして、一番は、移

住実績の多いところがやはり県央部でございま

すし、それから海が近い県南部が、実績として

は数が多いです。

今、委員がおっしゃいました市町村の手柄と

いう部分につきましては、これはまだ、市町村

は、移住者の実績数字をとり始めたばかりの状

況でございまして、市町村が昨年、総合戦略を

立てましたので、それに伴って目標値をつくっ

て、移住者の数を把握していこうという動きは、

今、出てきております。

ただ、手始めでありまして、市町村によって

はその数字すらとってないところも多くて、今

後、そういった移住者の数の把握についても、

今から上がってくるんじゃないかなとは思って

おります。

特に宮崎市などは、なかなか把握できないよ

うな状況でございまして、数字としては余り大

きくないような感じで上がってきているのが現

状でございます。

○日高委員 ひなた暮らしＵＩＪターンセンタ

ーですか。これも、結局市町村との連携がほと

んどなくて、今は、もう県は県で情報を持って

やりよったけれど、市町村は全くおりてこなかっ

たということを指摘したら、市町村と何か協議

会をつくって、一緒にやっていこうということ

に、去年ぐらいからやっとなったって聞いてお

るんですけれど。そういったのもうまく数字を

出してもらって、それを見れば、うちの自治体

はちょっとその辺が弱いなというのを、そうい

う競争も必要じゃないかなと思っておりますの

で、その辺もお願いいたします。

もう一回最後に、これは部長にお聞きしたい

んですけれど、世界農業遺産の認定をされまし

たけれど、これは、認定をされたら、もう知事

も含めてみんなで万歳っていうことで喜んだわ

けです。その後、何か目新しい─一発打ち上

げ花火じゃないですけれど、どういうふうなフォ

ローアップを地域と今後やっていくのか。将来

的に、どういった地域に持っていこうとしてる

のかというところを、ちょっとお聞きできれば
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と思うんです。

○永山総合政策部長 世界農業遺産認定をされ

まして、登録をされて、今、動きがちょっと目

立たないなというふうな御意見もいただいてい

るところですけれども、地域で協議会等もでき

ましたので、自主的な動きを促進していこうと

いうことをベースにしてます。我々県庁全体の

狙いとしては、やはり世界農業遺産というのは、

これまで営々として残されてきたものがしっか

り残っていたということがありますから、どう

残していくか、あるいは子供たちにどう継承し

ていくかということが、まずベースだろうと思っ

ています。

我々がこの取り組みをする中で、フォレスト

ピア構想の中で人材育成をやってきたというと

ころがすごく大きかったなということを再び認

知し、感じることができましたので、県として

地域における人材育成等にどう取り組むかとい

うのも大きな課題だと思ってます。

ただ、そういう地味な活動、継続的な活動が

ベースになりますけれど、もう一つはどう生か

すかという観点でありますので、どうやってア

ピールをしていくか、観光にどう誘客、あるい

は移住等につなげていくか。大まかに言うと、

その３点についてしっかり取り組んでいこうと

いうことで、今、県庁内にいろんな練り方もやっ

てますので、しっかり打ち出しをしていきたい

なと思っています。

○日高委員 森林面積がかなり高い地域が、一

つの農業遺産になったということで、この地域

は、これから中山間対策のモデル地域にもなり

得るようなところなんです。もう御存じだと思

います。人材育成とかいろいろありますが、そ

こに人を集める─椎葉の平家祭りは減ってる

んです。人がどう集まってくるか。人が集まれ

ば、外貨、地産外商とかいうんですけれど、稼

げる部分も出てきますし、また新たなものも生

まれてくると思いますので。

これは、地道な取り組みも含めて、ぜひ、モ

デル地域みたいな感じでやっていただければ。

全国に発信することが必要だと思いますので、

よろしくお願いします。

○星原委員 中山間地域の報告をいただいたん

ですが、６ページから７ページにかけては、そ

れぞれいろんな事業を実施したということで、

９ページから11ページにかけては、どっちかと

いえば取り組んだという形で。そこはわかるん

ですけれど、本当にそこから見えてきたものは

何なのかを報告してほしいなと思うんです。

この事業に取り組んだ、あるいは事業を実施

した、そこからやっている中でこういう課題が

見つかってきたとか、今後、こういう形に取り

組まざるを得ないとか、そういうものを把握し

ていかないといけないんじゃないかなという気

がするんですけれど。

というのは、私は中山間地域に住んでるんで

すが、もう子供はいなくなってるんです。小学

生、中学生、高校生は全然いない。43戸ぐらい

あったのが、10戸ぐらい減って33戸。そういう

流れの中で、私のところだけでいえば、これか

らあと10年先になったら、何人元気で住んでる

人がいるのかなというものが想定できるわけで

す。どこの家も、子供たちは帰ってきませんか

ら、そうすると、今いる人たちがそのまま上がっ

ていくだけですから、そういう地域を本当に守

るためにどうするのか。そういう想定の中で、

今後の中山間地域にどういったことが課題とし

てあるので、そのことに取り組まないと中山間

地域は守れないんじゃないかという、そういう

思いがするわけです。
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ですから、こういう事業を実施したり、取り

組んできたことから見えてきたものをやはり

ちゃんと引き出して、そしてどうしていくかと

いうことにつなげていく。そういったものが出

てこないと、こういう報告だけを聞いても、仕

事を一生懸命やったとか、こういう事業をやっ

てきたんだなということはわかるんですけれど、

そこから見えるものというのがなかなか把握で

きないので、そういうものをどう皆さん方が捉

えてるのかなということが見えてこないと。報

告を聞いた中で、私の集落の中身を考えたけれ

ど、ちょっとその中では、これからやることと

バランスがとれないんじゃないかなという思い

もするものですから。どういったものをつかみ

ながら、こういう課題が見えてきたので、今後

はこういうことに進んでいこうとか、こういう

こともやっていかないと地域が守れないとか、

いろんなことが生まれてきてるんじゃないかな

という気がするんです。

今のうちにそのことに気づいて、今後の５年

先、10年先、20年後に向けて、どういうふうな

地域が残っていくのか、残すためにはどうして

いくのかということを考えとかないと、ただこ

ういうことを、事業をやってきました、取り組

んできましたというだけで、本当に中山間地域

は守れるのか、非常に疑問を感じてるんですけ

れど、その辺はどういうふうに捉えたらいいん

ですか。

○奥中山間・地域政策課長 委員のおっしゃる

ことは、もうそのとおりだと思います。

ただ、なかなか中山間地域振興計画を進めて

いく上で、その時々の状況を把握していかない

といけないということで、今、時間の関係で余

り説明できませんでしたけれど、例えば、指標

をつけております。今、中山間地域振興計画を

つくりまして１年がたとうとしておりますが、

４分の１経過ということで、その指標を各部で

出してきたものを整理しておりますけれども、

目標指標の19のうちに、状況が悪くなったとい

う指標は今のところ３つぐらいということで、

私としては、各部局のほうで着実に今取り組み

が行われていると、指標からするとそういうこ

とであります。

ただ、中山間地域が待ったなしの状態である

ということは、我々ももう十分よく承知してお

りますので、今回の計画につきましては、最終

的には中山間地域をよくしていこうということ

で、各部それぞれが取り組んでいかないといけ

ないという趣旨のもとに、今の現状はどうかと

いうことで取りまとめて、各部それぞれも反省

をしながら進めていくということだろうと思い

ます。

○星原委員 私から見ると、何が課題かという

のは、まず人口減少なんです。人が減っていく

んです。所得の安定なんです。要するに、そこ

に仕事があって、ちゃんと生活できる環境になっ

てれば、そこで住んでいくかもしれんけれども、

中山間地域で生活ができるのか、子育てができ

るのか。若い世代が、そこで家庭を守っていけ

るかどうかというのが非常に課題であって、そ

ういったものが、実際にその地域にできていか

ないと、そこの地域に住む人はいないと思うん

です。

人口減少はもうどこも進んでるんですけれど、

中山間地域は如実に出てるのは、そういう生活

ができるかどうかという。山なら山で、農業な

ら農業で、ちゃんとそこで食えるだけのものが、

ちゃんと家族を守っていけるだけのそういった

地盤づくりができてない限りは─もうみんな

外に出ていってるわけですから、仕事を求めて、
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いろんなそういうものを求めて行ってるわけで

すから、そこの部分をつくれるのかどうかなん

です。中山間地域に、要するに、生活を守れる

ような基盤のものをちゃんとつくっていけるも

のがあれば、そこに残るかもしれんけれど、な

ければ出ていって、仕事を見つけていかない限

りはもう無理なんです。

そういうものを基本的に考えていかないと、

こういういろんなことをやってますというのは、

いいことなんだけれども、そのことで本当に守

れてきたのか。10年前と今と、これから10年先

と、どういう状況になっていくかということが

ちゃんとつかめていかないと、守ることになら

ないし。

もう現実に、私も集落を見ても、50代以下は

いないんです。50代以上だけなんです。うちの

子供たちもそうだけれど、若い人たちは、街の

ほうに出ていってますから。

結局、学校が、私の旧高城でいえば、四家小

中学校というのは、もう廃校になりました。私

なんかが出た学校も、有水という地区もあと10

年の間にどうなるかなと、同じようなことになっ

ていくなという想像をするわけです。子供から

お年寄りまでが、そういう中山間地域の集落の

中に住んで初めてそこを守れるんじゃないかな

と思うもんですから、そうなってきたときには、

そういう若い人がそこで生活できる基盤を何で

築いていくのか。農業で築くのか、山の林業で

食っていくのか、あるいは誘致企業でやってい

くのか、それはわかりませんが、そういったも

のがしっかりないと、その集落の維持はできな

いんじゃないかなと思うんです。

だから、盛り上げ隊が来てという、今の人た

ちと何とかやって、いろんなことをやることは

できるけれど、10年先に、その人が、今、そこ

で生活してる50代以上の60代、70代の人が亡く

なってきたときに、ずっとは続かないなと。そ

ういうのも自分の集落で感じてるもんだから、

本当に守ろうとしたときに、何で守っていった

らいいかということを考えておかないと、10年

後が怖いなと思ってます。

○井手総合政策部次長（政策推進担当） 昨年

度、県も総合戦略を立てましたし、各市町村も

つくりました。去年、各市町村に回ってお話を

差し上げたときに、やはり、各市町村首長さん

たちも同じような思いで、各集落、もうなくな

る集落はここだと見えてくるような状態でお話

をされて、非常に心にしみた覚えがあります。

中山間地域政策をどのようにやって、どのよ

うな課題を感じているかというお問いかけなん

ですけれども、資料の12ページのほうに今年度

以降の取り組みということで、３点掲げており

ます。これが、ある意味、課題意識の裏返しで

ありまして、委員がおっしゃるとおり、まずは

やはり仕事のある中山間地域づくり。稼ぐ場が

なければ、そこに人は残らないということで。

あわせて、４本柱、４つの重点施策と書いて

ますけれども、実際に子育ての環境、生まれて

くる子供たちをいかに優しくそこで育てるかと

いうのと、まことに申しわけないんですけれど

も、だんだん機能が収縮していく集落をどう維

持していくのかという、その２つの観点で、ふ

やす観点と維持する観点と両方ともやっていか

ざるを得ないのが、本県の中山間地域の現状で

はないかと課題として感じております。

それをどう進めるかということで、下の２点

がございまして、これも、さきに日高委員から

も御指摘があったとおり、全庁を挙げていかに

総合的に取り組むのかと。それは、おっしゃる

とおり、出先機関も含めて、中山間地域をどう
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支えて、どう活性化していくかということを、

総合的に推進をしていく体制が必要であろうと、

課題として思ってます。

実際、言うは易しいんですけれども、本当に

各出先まで、隅々までちゃんと神経がめぐって

施策が推進しているかというのは、本当を言う

と、進めるところではいろいろ難しい問題があ

ると思います。そこを果敢に挑戦をしてまいり

たいと思います。

３点目として、そういう中山間地域が、非常

に県民の生活を支えてる部分があるんだという

ことを、県民の皆様にももっと理解をしていた

だく。以前、国土保全奨励制度なるものを進め

ていた時期もありますけれども、中山間地域が

県全体、もしくは、もっと言えば、日本全体、

地球環境にもきちんと寄与して、そのためには、

そこに人が住んでいく必要があるんだというこ

とを十分御理解いただけるようにＰＲもしてい

かなければならないと。

そういうふうな形のこの３つの課題を、難し

いですけれども、挑戦してまいりたいと思って

おります。

○星原委員 今、次長が言ったその辺は、もう

十分理解できますので、本当にどう10年先の、

今のそれぞれの県北から県南までの集落ごとの

いろんな状況が、どうなのかというのをやはり

自分たちの目で見たほうがいいと思うんです。

もう五、六年前だったかな、この委員会で、６

月とか７月に１カ月ぐらい、県の担当者が行っ

て生活してみて、何が課題なのか、どういった

ものが見えてくるのかっていうことあたりもし

ないと。単純に机上だけでいろんなものを判断

するんじゃなくて、そこの中に行って、中山間

地の中で１カ月なら１カ月ぐらいいろいろ生活

しながらの中で、そういったものも見るぐらい

のことがないとというのも言ってきたつもりな

んだけれど。

現状とすれば、報告で盛り上げ隊とかいろん

なことをやってますというのは表に出てくるん

だけれど、その地域は、この集落はこういうこ

とをやったら元気になったとか、現状維持とか、

人をどういうふうに守っていったとか、所得が

ふえてきたとか、何かいろんなそういうものが、

本来は見えてこないといけないという気がする

んです。

そういうものをどこかがそうやってくれば、

そういうのをモデルにして、次の集落もどこか

でそういうふうにやるとか。いろんなことを、

試験的なものもどこかでやっていかないと、い

ろんなところで同じような事業をやってるだけ

で果たして守れるのかなという気がするもので

すから、その辺のところも何か、いろんなもの

があれば考えていただければありがたいと。

○坂口委員 ちょっと関連して。ボリュームも

厚いし広いしで、中山間担当は大変だろうけれ

ど。今のところすごく難しいっていうか、勇気

がいるっていうか、先の出口がこれって確たる

ものがない中で、政策として進めていく。具体

的には、そこに若い人たちを誘致してくる、移

住してもらう、しかし、出口は見えませんって

いうので。今、過疎に悩んでる当事者の人たち

を、入ってきた人たちがまた同じ悩みを抱えな

がらやっていくということ以外に答えがなけれ

ば、今のＵＩＪターンっていうものは、地域版

でやっていかないといけないんじゃないかなと

思うんです。

それを一つあらわすのに、今まで、いきいき

集落を128指定して、去年も１つしたというんで

すけれど。128集落は、認める条件を維持しなが

らずっと継続して、今、そこが再度申請してき
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たときは認められるような状況にあるんですか。

○奥中山間・地域政策課長 以前、いきいき集

落に認定したところでも、やはり世代交代があっ

て、例えば、一生懸命やってる方がかわってし

まったりすると、その活力が落ちてしまうとい

うところは確かにございます。

ただ、そういったところも含めまして、我々

としては、そういういろんなところでいろんな

活動をしてるところに光を当てて、今年度から

集落通信というような集落の取り組みを紹介す

るようなことも始めておりますし、やはり頑張っ

てやってるところを、幅広くほかの集落にも紹

介していくことで、もっと元気になってもらお

うということで、この事業は続けているところ

でございます。

○坂口委員 そういった取り組みの考え方とか

精神というのは、すごく評価するし、敬意も払

うんですけれど、結果的に、しっかりしたもの

へ到達するっていう見通しが立たないままに施

策を進めていく。そこに何らかの希望を求めて

定住してきた人がいるっていうこと。やはりそ

こでの生活を断念せざるを得ない、あるいは、

自分らが老後になったとき、子供と会うことす

らなかなか大変なことになるっていうようなこ

とが、すごく懸念される中で、明かりが見えな

いまま、この施策を何年も続けるっていうのは、

勇気を持った決断というのが一つ要ると。

それか、責任を持って、必ず自分らの思惑を

現実のものにするんだというものをそこに投資

していく。それは、金も労力も全てです。何と

かそのきっかけをというのが、県民みんなで支

えるっていう、今、次長が言われた考え方って

いうのがそこだと思うんですけれど。

今まで日本の戦後からの発展を見てみると、

公務員と言われる方々は、都市部にどんどん集

中していって、日本の経済力を高めてきました

よね。その中で、そういった中山間なり山なり

が、特に木々の命が自分たちの癒しと安らぎど

ころか、命そのものだったということを、今、

気がつき始めて、そこをどう守るかってなった。

これは、公務員がそこに張りついて、そこの住

民として守っていかないといけないという国家

的な課題を突きつけられてるような気がするん

です。

大きな政策の転換、今までは日本の発展とか、

人々の利便性を確保するために、公務員の人た

ちが公的役割をしっかり都市部にいて担ってき

た。しかしながら、今度は山に入っていって、

やはり本当に必要だった、今気づいたものを公

的に守っていくんだというところに、最終的に

は行き着く必要があるんじゃないかなと。日本

の政策の大転換です。

これは、一地方自治体が取り組んで解決でき

る問題じゃなくって、下手をすると不幸な若者

を将来そこに連れてくることにつながりかねな

い危険な行為だと思うんです。これは、私の個

人的な考え方です。

そういう考え方に基づいて、例えば、総合政

策部がどこまで各部の事業に関与されていくの

か。中山間地域に限った振興計画だと思うんで

すけれど、例えば産業面、農政水産部なり環境

なりの関与の仕方ですけれど、林業あたりで、

多様で豊かな森林づくりっていうのと、循環型

の林業あるいは産業づくりっていうのがあるか

ら、これは今言ったように、多面的な公益性を

しっかり確保していこうっていうことと、経済

もそこで成り立たせていこうという２つのもの

をやろうっていうことですよね。ある意味、相

反しますよね。

次の漁業もですけれど、資源評価に基づく資
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源管理っていって、でも、これは振興計画の最

終目標というのは、漁師の人たちが飯が食える

ようにするためにしようということで。ややも

すると、これを中途半端にやると、禁漁とか放

流とかで魚をとるなと、経済活動はだめだぞと

いうことで、むしろ、漁師はどうなるのって、

飯が食えないってつながりかねない。

最終的には、漁師の人たちが海で稼げるよう

に資源を管理するんだと、だから、何年待って

くださいよと、そうなりゃこうなりますよって

いうこと。そこらまで行かなきゃだめだと、振

興計画じゃないって思うんです。まだ、これは

中途の段階だと思うんです。究極は何だったの

か。そこでしっかり生活をしてもらうっていう

こと。

また戻ってしまいますけれど、多様で豊かな

森林づくり、水源涵養機能の高い森林。水源涵

養の高い森林をどこに整備して、公的な資金を

どこに投入したのか。そのエリアが、本当に必

要とする水源涵養機能が、どれぐらい県民に貢

献していくのか。

むしろ、もっと違う場所のほうが、水源涵養

で見るなら必要な場所はないのか。それは、焼

酎屋さんが使う伏流水、これは、とても途方も

ない遠い山の奥から伏流したものが、何百年も

かかってできる水ですよね。そういうものに対

しての公的な労力を突っ込んでいくんだという

のと。もうごく近いところでの浅い水、こういっ

たものを涵養するために必要な山なんだと。

その水を涵養するのも飲み水だけじゃないん

だということで、土砂の流出防止、あるいは観

光を振興してるけれど、景観上に必要な山。こ

の山は緑色でいいのか、赤や黄色でなくっても

いいのとか。この場所はこういう目的をやるこ

とが一番公的な機能を発揮するんだ、だから、

公益性を期待するためには、ここはこういう森

林にすることが最適なんだっていう森林整備計

画を公的な面からやって。経済林として、我々

の日常生活に必要な山はこれぐらい必要なん

だっていうことで、そこを経済林として開放し

ていく。

だから、まず山の、平地でいえば都市計画み

たいなものです。ここは水源涵養ですよ、ここ

は景観ですよ、ここは土砂流出の防止ですよ、

あるいはここは健康とか癒しとか体験、そのた

めのエリアですよ、そのためには、どういう樹

種が必要なんですよと。水源涵養っていって、

そこに杉を植えたってだめです。ブナなんて、

１本が成木になりゃあ、６トンの水を蓄えるっ

ていうんです。落葉して、水が枯渇するときに

水を出すって。杉なんて、水が余ってるときに

水を出して。

そういうことを理論づけていって、やはりも

う根本から変えないと。今、物すごい苦労をさ

れてるっていうのはわかってるんですよ。でも、

もうそろそろ政策の大転換に向けた作業を。総

合政策は大きい役割じゃないかなって思うもの

ですから。ちょっと雲をつかむみたいことを言

いましたけれど、部長、所見があれば。

○永山総合政策部長 中山間地域対策というか、

過疎対策も含めてですけれども、日本全体が右

肩に上がってた時代の過疎対策と─どうして

も私たちはその延長線上で物を考えてしまうと

ころがあるんですが、日本全体が下がってる中

での中山間地域対策というのは、委員の皆さん

が言われるとおり、本当に難しくなってきてい

ると感じています。

国の対策にしても、大きなものが出てきてる

わけでもありませんし、本当にしっかり地に足

をつけた取り組みをしていかなければ、増田寛
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也さんが出したようないろんなものが出てくる

可能性はたくさんあるし、もっと厳しい状況に

あるのではないかなと思ってます。

今、坂口委員が言われたような高いレベルの

進行管理をこの総合政策部で、今、全庁を巻き

込んでやれているかというと、なかなかそこま

で行き着いてないというのは事実だろうと思っ

てます。

ただ、私たちが、今、出先機関等をほとんど

持ってない状態の中で、どうやってそれぞれの

地域の特徴をつかんで、それに合った施策を展

開していけるかということについては、日高委

員や星原委員からもあったように、新しい体制

をとるのか、それとも今、例えば普及センター

等には、非常に地域に精通した職員もいますか

ら、そのあたりとしっかりディスカッションし

ながら必要な施策をとっていく等のことも含め

て、どうやって抜本的に進めていくのかという

ことについては、考えていく時期に来てるんだ

ろうなと思ってます。

先ほども言いましたけれども、我々にとって

は、今一番大切な課題は所得だと思ってます。

美郷町に帰ってきた若者、林業で帰ってきた若

者が、あと100万円あればもっと帰ってくるよと

いう話もいただいて、じゃあ、100万円をどうやっ

て生むのかということを全庁で考えようという

ことで、今、中山間地域を中心に検討してもらっ

ているところですが、すぐ答えが出てくる話で

はありませんけれども、一定の仮説を置いて、

それをそれぞれの地域で実証しながら、一歩ず

つでも前に進めるような施策、それをしっかり

取り組んでいきたいなとは思っております。

○坂口委員 まずは、やはり現実はそこだと思

うんです。究極の目指すべき方向は、もう本当、

ある意味、夢みたいなものをまず見ながらなん

ですけれど。今、そこでどうやって生活してい

ただくかっていう、その魅力を少しでも高める

という地道なことをやらないといかんですけれ

ど、先ほどの支援員が国の事業で云々というの

もあった、そして、128の集落が、そのまんまで

残ってないというのもあるって言うけれど、そ

こに対して県からもしっかり新たな手だてをや

りながら、皆さん、そこに残りましょうね、頑

張れっていう声をかけて頑張らせた以上は、そ

こから落っこちそうになったときには、何らか

のこともやって、そこを守り抜かなければ。呼

び込むだけではだめですよっていうことで、当

然、今のような所得確保策も含めて、あらゆる

ものをそこに投入していきましょうっていうこ

とです。

そして、それには限界が来ますから、大きく

政策を変えていって、新たな視点から国土も守

り、国民も守って、そして、本当に経験に基づ

いた、反省を入れた国の新たな姿っていうもの

ですか、そこを目指したものを、ぜひとも総合

政策部あたりから、国に対してもいろいろ意見

を具申しながら、あるいは交換しながらやって

いっていただきたいと。当面と長い意味と、２

つから申し上げました。

○日高委員 ある町の職員の25％は、そこじゃ

なくて、例えば日向市から通ってる。そこの町

長が、職員に対しては、そういうのは自分から

は言えないと。行政が進めていくには、市町村

の職員も意識を持ってもらわないかんわけです。

自分たちのところが過疎地域だからって、自分

たちは家を出て、都市部に住んでそこから通うっ

て。これは、行政としても、口だけはいいこと

言って、自分たちはどうかって。25％も日向か

ら通ってるんですから。私は、それを聞いたと

きに唖然として。そういったことも総合政策部
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がそこまで関与するかわからないですけれど、

その辺の課題も正直あるんですよね。足元です。

もうちょっと何か、市町村と協力して─市町

村ですから、人的なそういったところも、どこ

まで関与できるかわからないですけれど、やっ

てもらいたい分ってあるんです。言ってること

とやってることが違うわけですから、

○永山総合政策部長 人がどこに住むかという

ことについては、なかなか難しい話もあります

し、県庁職員も大半が宮崎に住んで、なかなか

住所地を移さないという課題もありますので、

軽々に言えないところではありますけれども。

今回の一般質問の中で、高知県の例を挙げら

れました。中山間地域対策として、本当に抜本

的なところに踏み込んで、県職員が市町村に入っ

て、県の仕事として中山間地域対策をやってる。

そして、センターをつくって、そこで拠点化し

てやってると。

そのまま宮崎に当てはまるかどうかは別問題

として、先ほど坂口委員が言われたように、覚

悟を決めてやるべき時期なんじゃないかと。そ

ういうことも含めてかなとお聞きをしたところ

であります。

人がどこに住むかというのは、強制はできま

せんけれども、この地域に住むことがいいな、

楽しいなって、自分が住むことに意義があるな

という仕事なり生き方を、我々がつくっていく

ことも、一つのやり方なんだろうなと思いなが

らお聞きしたところでございます。

○日高委員 基本的に、10年先じゃあもう遅い

ですね。結局、支えてるのは団塊の世代より上

ですよ。70代が多分支えてるって言ってもいい

ぐらいのことだと思うんです。その人たちが抜

けていって、そしたらもう下がいないわけです。

そうなる前に、10年、もう今からやらんと遅い

ということで、総合的に戦略をやっていただき

たいなと思いますので、お願いします。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。よ

ろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 では、次に、その他報告事項に

関する説明を求めます。

○松浦総合政策課長 私からは、４件御報告を

させていただきます。

委員会資料の13ページをお開きください。

平成27年度の取組に係る政策評価の結果につ

いてであります。

県の総合計画の中のアクションプランに、重

点施策として掲げております新しいゆたかさ展

開プログラムにつきまして、昨年度の取り組み

についての評価を行ったところでございます。

１の評価方法でありますが、次の14ページ、15

ページをごらんいただけますでしょうか。

表で、結果一覧と掲げておりますが、８つの

プログラムがございまして、それぞれのプログ

ラムについて外部評価を行ったわけですけれど

も、例えばプログラムの１、人口問題対策につ

きましては、その中に、表にありますように、

子育ての希望をかなえる環境の整備など、３つ

の重点項目を掲げております。

それぞれの重点項目につきまして、表の右か

ら２番目のところに内部評価とありますけれど

も、県のほうで事務的に内部評価を行ったとこ

ろでございます。

それを参考にしていただきながら、プログラ

ムの全体にわたりまして外部評価を行っていた

だいたということでございます。

外部評価の区分でございますけれども、その

上にございますが、枠囲みでありますように、

Ａが成果が出ている、Ｂが一定の成果が出てい
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る、Ｃが策定時より改善しているが、一部に成

果が上がっていない項目がある、Ｄは成果が余

り上がっていないという区分で評価をいただい

たものでございます。

なお、この重点項目については、内部評価を

行いましたものについては、28ございます。

13ページにお戻りいただけますでしょうか。

３の評価結果でありますが、プログラムとい

たしましては、人口問題対策、それから人財育

成、産業成長、それから地域経済循環構築、そ

して、観光再生おもてなし、それから、文化ス

ポーツ振興、いきいき共生社会づくり、そして、

危機管理強化、この８つでございまして、右端

の欄のところが外部評価の結果となっておりま

す。

全体としては、おおむねＢというようなこと

になっておりますけれども、３番目の産業成長

につきましてはＡと、それから、６番目の文化

スポーツ振興につきましてはＣということに

なっております。

少し内容について御確認をいただきたいと思

います。

別にお配りをしております別冊の資料の１と

右肩にございます新しいゆたかさ展開プログラ

ムに関する評価報告書の９ページごらんいただ

きたいと思います。

プログラムの３、産業成長につきまして、外

部評価としてはＡとなっております。このプロ

グラムにつきましては、この表にありますよう

に、本県産業や雇用を牽引する成長産業の育成、

それから、農林水産業の成長産業化など４つの

重点項目で構成をしております。

これの11、12ページをごらんください。

ここに指標がずらっとありますけれども、こ

れが、３番目のプログラムに掲げました指標の

全てでございます。

網かけをしておりますのが、計画の中で、27

年度の目標としておりました目安値を達成した

ものでございます。

この中で、例えば、最初のところの５番目に

ありますけれども、新規企業立地件数とござい

ますが、平成27年度の目安値、目標ですが、こ

れを37件としておりました。その右隣ですが、

実績といたしましては47件あったということで、

目標は達成をしたということでございます。

それから、その右隣が、最終的な30年度まで

の目標値で、累計で150件としておりまして、そ

の右隣が達成度で、27年度の達成度としては127

％であったというような見方になります。

網かけのところが非常に多い状況がございま

して、ここのプログラムについては、外部評価

としてはＡとなったところでございます。

９ページにお戻りいただけますでしょうか。

（１）の総括評価というのが真ん中あたりに

ありますが、新規企業立地が順調に進むととも

に、売上高が新たに５億円以上成長した製造業

企業数の増加や、輸出額、農業産出額などの目

安を達成した。今後、こうした動きをさらに拡

大させることが重要であり、フードビジネスや

医療機器産業などの成長産業を育成するととも

に、ジェトロ宮崎貿易情報センター等と連携し

た輸出への取り組み、また、高速道路のミッシ

ングリンクの解消を初めとする交通物流対策を

進めていく必要があると、こういった総括的な

評価をいただいたところでございます。

報告書の17、18ページでございます。プログ

ラムの６、文化スポーツ振興でございますが、

ここについては、外部評価としてはＣとされた

ところでございます。

18ページの表をごらんいただきますと、この
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プログラムに掲げております指標でございます

が、日ごろから文化に親しむ県民の割合、これ

が基準値、これは計画を策定したときの現況値

とお考えいただきたいと思いますが、これに対

して27年度の実績値は下がっているという状況

がございます。

それから、太枠で囲っておりますけれども、

太枠の２番目、国民体育大会の総合成績、１つ

飛びまして、全国高校総体の入賞者数、それぞ

れ基準値を下回ったという状況がございます。

こういったもろもろの状況がございまして、

この文化スポーツ振興プログラムについてはＣ

とされたところでございます。

委員会資料にお戻りいただけますでしょう

か。13ページでございます。

２の評価の総括というところですが、全体的

な総括といたしまして、外部評価の中では、人

財育成や文化スポーツの分野において課題があ

るものの、プログラム全体としては一定の成果

が出ている。今回の評価は、現行のアクション

プランに関する初めての評価であり、成果や課

題を踏まえ、平成30年度目標値の達成に向けて

施策の改善を行っていく必要があるとされたと

ころでございます。

評価結果については、以上でございます。

委員会資料の16ページをお開きいただきたい

と思います。

ゆたかさ指標についてでございます。

これは、これから内容について詰めていく作

業をしていきたいと思っておりまして、現段階

での検討状況を御報告するものでございます。

御意見をさまざまいただきながら、内容につい

てしっかりしたものをつくり上げていきたいと

いうことでございます。

１の趣旨であります。

ゆたかさをはかる指標といたしましては、県

内総生産とか県民所得といったものがございま

すけれども、暮らしの豊かさ全般的に見ていき

ますと、経済的な面だけではなくて、健康、時

間、便利さ、そういったような多様な要素がご

ざいます。

このため、本県のゆたかさを多面的に捉えた

指標をつくりたいと。そして、全国から見た本

県の状況を明らかにする、あるいは、本県のい

い点をアピールしてまいりたいと考えておりま

す。

２の指標化の方法であります。下の枠囲みで

書いております図のところで少し御説明をいた

します。

先ほど申し上げましたが、豊かさとしまして

もいろんな分野があると思います。この分野を

どう設定するかということでありますが、ここ

では、経済、健康、自然、安全・安心というよ

うなものを掲げておりますが、それぞれの分野

につきまして５項目程度、その分野の中で重要

な要素を上げていきたいと思っております。

例えば経済で申し上げますと、経済活動がど

うであるかとか、就業機会がどうであるとか、

そういったものがかかわってくるのかなと思っ

ております。

それぞれの要素につきまして、その右隣であ

りますが、経済活動につきましては、就業者１

人当たりの県内総生産でありますとか、そういっ

た活動を示すような統計データを選定してまい

りたいと思います。

この中で直近データを出しまして、これは、

全国で比較できるようなデータがあるんですけ

れども、それで本県の偏差値を出そうと。その

偏差値が、１人当たりの総生産であります

と、38.9というのが本県の数値になります。
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それぞれの偏差値、その分野の中での５つの

数字が出ますが、その平均点をその分野での点

数としたいと思っております。

それを単純に足し合わせた指標ということも

あるんですけれども、実際にはどういったもの

を重要と思うのかというところで、重みづけが

違うということがありますので、その重みづけ

につきましては、県民アンケートを行いまして、

経済のほうが多くなるような気はするんですけ

れども、そういったウエートづけをしたいと思っ

ております。そのウエートと各分野の点数を掛

け合わせたものを足し合わせて、ゆたかさ指標

という形で表現をしたいと思っております。

17ページをごらんください。

３の分野の設定であります。

どういう分野を設定をするのかということで

ありますが、昨年度、県内８地域で県民会議を

行いまして、その中で「ゆたかさ」をイメージ

できる19のキーワードが出されたところでござ

います。表に掲げておりますような19の単語が

出ておりますが、類似するものは一まとまりに

して掲げております。

その右隣のほうにありますのは、県の総合計

画の中で、分野別の施策として体系づけで並べ

たんですけれども、それぞれどの分野に中心的

にかかわってくるキーワードなんだろうかとい

うことを、この中で整理をしたところでござい

ます。

基本的には、全体的な分野はカバーをしてい

ると確認をしたところでありまして、その中の

◎が重なっているところは、一つの分野にまと

めたところでございます。

その結果として、右端にありますが、「ゆたか

さ」の分野として、人を育む力、時間、健康、

自然、暮らしの便、安心な暮らし、経済という

７つの分野を今のところ考えております。

次の18、19ページをごらんいただきたいと思

います。

先ほど御説明しましたような作業を、とりあ

えず行ってみた結果でございます。経済のとこ

ろで申し上げますと、真ん中あたりの要素のと

ころで、地域経済が活発である、就業機会があ

る、所得が高い、生活が困難な世帯が少ない、

起業しやすい環境であるといった５つの要素を

上げております。

それぞれの要素についての偏差値を出して、

平均を出しましたのが、分野別の点数というと

ころですが、44.6となっております。偏差値で

ありますので、全国平均が50ということであり

ますから、ここについては全国平均より低いと

いうことでございます。

ウエートづけを本当はしなきゃいけないんで

すが、ここはやっておりませんので、単純にこ

れを足し合わせて平均しますと、一番右端のゆ

たかさ指標としては51.0ということになります。

全体としては、一応全国平均よりかはわずかで

はありますが、上回っているという状況でござ

います。

17ページにお戻りいただけますでしょうか。

４の今後の作業でありますが、（１）にありま

すように、各分野のウエートづけをするために、

県民アンケートを実施したいと考えております。

並行しまして、それぞれの要素の内容の選び

出し、それから、統計データの選び出しという

ものをやりたいと思っております。

その上で、ゆたかさ指標の算定公表というこ

とになりますが、公表に際しましては、宮崎県

のゆたかさ指標、先ほど見ていただきました表

と、それから、全国における本県の順位のみを

公表したいと考えております。
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５のゆたかさ指標の活用でありますが、本県

のすぐれたところについてはＰＲしていきたい

なと思っておりますし、「ゆたかさ」について県

民の皆様が考えていただく機会になっていけば

いいのかなと思っております。

それから、（３）にありますが、当然、県の施

策の参考としたいと考えております。

ゆたかさ指標については以上でございます。

委員会資料の20ページをごらんいただきたい

と思います。

宮崎県開発事業特別資金についてであります。

１の資金設置の経緯についてでありますが、

昭和初期に小丸川水系に２つの県営の発電所を

県が設置をいたしました。これが、戦時中に国

策会社に強制譲渡されまして、戦後、九州電力

がこれを引き継ぐことになりましたので、返還

運動を行ったところでありますけれども、それ

が結果的には返還されない、その代償として、

九州電力の株式を取得したということでござい

ます。これをもとにいたしまして、条例でこの

資金を設置をしたという流れで、今に至ってお

ります。

２の株式及び資金の譲渡でありますが、（１）

の株式につきましては、当初112万余株がありま

したけれども、途中で総合文化施設の建設事業

等がありまして、一部売却をしております。現

在は、70万余株となっております。

（２）の株式配当の状況でありますが、東日

本大震災が起きる前までは、毎年度3,500万か

ら4,200万円程度の配当があったところでありま

すが、その後、無配当となり、今年度前半で350

万の配当はあったという状況でございます。

（３）ですが、配当金の積立金がございまし

て、これが２億円余ある状況でございます。

３の資金の使途でありますが、条例の７条に

ありますように、小丸川総合開発事業の効果の

実現に必要な事業等、そのほか工場誘致、ある

いは治山治水、その他知事が必要と認める事業

ということで、４項目が掲げられておりますが、

※にありますように、第１号につきましては、

昭和41年度までには終了したということになっ

ております。

21ページをごらんください。

４の課題でありますが、当面、配当が余り多

額なものが見込めないという状況がありますの

で、使途について、やはり限定をしていく必要

があるんだろうと思っております。

そういうようなことで、例えばなんですが、

現在、新エネルギーを中心に使っておりますが、

当面は新エネルギー関係に限定するとかいう考

え方をとったらどうかということがありますの

で、この開発事業特別資金審議会の中で、こう

いった御検討をいただいて、方向性を出してい

ければと考えております。

資料の22ページをごらんください。

続きまして、２順目国体に向けた県有スポー

ツ施設の整備についての検討状況であります。

１の施設規模の検討状況でありますが、改築

が必要ではないかと思われるのが（１）の陸上

競技場、（２）の体育館、（３）のプールであろ

うと考えております。

陸上競技場につきましては、①にありますよ

うに、適合すべき施設基準というものがありま

して、国体の施設基準、それから、第１種公認

の陸上競技場の基本仕様、それから、サッカー

のスタジアム標準といったものがありますので、

こういったものを参考にしながら、どういった

整備をしていくのかというのを検討していくこ

とになると思っております。

表の中で、現時点での施設規模として、こう
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いうものが参考になるのではないかということ

を整理しております。

陸上競技場のトラックにつきましては、現在、

８レーンですけれども、これが９レーン必要だ

ということでございます。それから、フィール

ド、観客席等についても容量が足りないという

状況がございます。

（２）の体育館につきましては、メーンアリ

ーナ、現在、バスケットボールコートが２面で

すけれども、これが４面必要ではないかとされ

ております。

それから、（３）のプールでありますけれども、

競技用のプールで申し上げますと、長さ、レー

ン数とも足りないという状況がございますので、

こういったものをクリアしていく必要があるだ

ろうと考えております。

それから、23ページをごらんいただきたいと

思います。

２の整備場所の調査・選定についての今後の

手続であります。

最初のステップといたしましては、やはり広

く整備の候補地を抽出してまいりたいと、その

作業をしているところでございます。現在の運

動公園、そのほかの県有地、あるいは市町村等

の意向も確認をしながら、候補地を選定いたし

まして、あわせまして、競技団体とのヒアリン

グといったことも進めていこうということでご

ざいます。

その次の段階といたしまして、それぞれの法

規制がどうなっているかとか、交通アクセス、

利用圏の人口、建設コスト、そういったものを

勘案しまして、絞り込みを行っていく予定でご

ざいます。

最終的には、総合的な評価を行いまして、で

きれば今年度中には全体的な方向性を出して、

このような手続で検討作業を進めてまいりたい

と思っております。

私からは以上でございます。

○中原秘書広報課長 秘書広報課でございます。

常任委員会資料の24ページをお開きください。

さきのリオデジャネイロオリンピックで顕著

な功績のありました本県関係者の顕彰について

御報告をいたします。

今回、計６名の方を顕彰いたします。

まず、大きな２番でございます。県民栄誉特

別賞及び県民栄誉賞でございます。この賞は、

本県出身者を対象といたしまして、今回、３名

の方に授与いたします。

（１）の県民栄誉特別賞でございますが、柔

道の井上康生監督及び水泳の松田丈志選手に対

しまして、それぞれ２回目、３回目となります

けれども、県民栄誉特別賞を授与いたします。

なお、※にありますように、松田選手を長年

指導してこられました久世由美子コーチにつき

ましては、栄誉賞とは別に特別功労賞というこ

とで授与いたしたいと考えております。

次に、（２）の県民栄誉賞でございます。柔道

でメダルを獲得されました羽賀龍之介選手に授

与いたします。同選手におかれましては、初の

受賞ということになります。

授賞式でございますが、この４名の方につき

ましては、10月13日木曜日の午前、県庁講堂で

行うことといたしております。

次に、３のスポーツランドみやざき特別表彰

であります。

これは、今回新たに設けた表彰でございます。

県出身ではないものの、本県にゆかりの深い選

手の皆さんを顕彰するというものでございまし

て、柔道でメダルを獲得されました旭化成所属

の大野将平選手と永瀬貴規選手のお二方を表彰
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いたします。

表彰式につきましては、書いておりますよう

に、10月４日の火曜日の午前、県庁講堂で行う

予定でございます。

以上が今回の表彰の内容でありますが、それ

ぞれの式の詳細につきまして、現在調整中でご

ざいますので、決定次第、改めて委員の皆様に

は御案内をさせていただきたいと考えておりま

す。

秘書広報課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

○奥中山間・地域政策課長 資料の25ページを

ごらんください。

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークのユネス

コへの推薦決定等についてであります。

まず、１の審査結果等についてでありますが、

祖母・傾山系周辺地域のユネスコエコパーク登

録を目指す取り組みでありますが、本年２月に

文部科学省に申請書案を提出いたしまして、国

内の審査機関である日本ユネスコ国内委員会Ｍ

ＡＢ計画分科会─このＭＡＢ計画につきまし

ては、資料のページの一番下に掲げております

が、エコパークに係るユネスコの事業計画のこ

とであります。

ここから、４月と７月にユネスコエコパーク

としての取り組み区域の設定ですとか、あるい

は祖母・傾ユネスコエコパークとしておりまし

た名称に、大崩山を入れるか否かを検討するよ

うにと、そういった所見をいただいたところで

あります。

このため、関係機関、民間団体等で構成いた

します協議会におきまして、所見等への対応に

ついて検討を行いまして、名称に大崩を入れま

して、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークとす

るなどの修正を加えた申請書を８月５日に再提

出いたしました。

また、８月12日のＭＡＢ計画分科会におきま

して最終的な審査が行われ、この地域のユネス

コへの推薦が決定され、９月９日に申請書を文

部科学省に提出いたしました。

次に、２の今後の予定についてでありますが、

９月末までには申請書（英文・署名つき）等が

外務省を通じてユネスコへ提出され、ユネスコ

の諮問機関による審査を経て、早ければ来年夏

ごろまでにはユネスコエコパークへの登録の可

否が決定する予定となっております。

３のこれからの取り組み等でありますが、登

録後に自然環境保全や観光、教育といった各種

の取り組みが迅速に始められるよう、２県６市

町の連携を一層強化して準備を進めていくこと

としております。

なお、資料の26ページ以降に、参考としまし

てユネスコエコパークの概要やゾーニング図を

つけておりますので、後ほどごらんいただきた

いと思います。

説明は以上でございます。

○重黒木フードビジネス推進課長 次に、ひな

たＭＢＡの開講について御説明いたします。

資料の28ページをお開きください。

まず、１の取り組みの背景でございますけれ

ども、本県では、現在、地方創生の実現にむけ

まして、県内企業の成長の促進と良質な雇用の

場の確保に向けた取り組みを進めているところ

でございますけれども、そのためには、まずそ

の企業を支える人財の育成が急務であるという

認識のもと、このひなたＭＢＡ、みやざきビジ

ネスアカデミーでございますけれども、この取

り組みをスタートさせたところでございます。

次に、２のひなたＭＢＡの概要でございます

けれども、ひなたＭＢＡにつきましては、本県
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経済を牽引する産業人財を育成することを目的

に、県と経済団体、金融機関等が連携して、体

系的に実施する人材育成プログラムの総称であ

りまして、（２）の目指す産業人財像にあります

ように、戦略的な企業展開を行う経営者、事業

拡大にチャレンジする中核人材、さらには円滑

な事業承継ができる人材やベンチャー企業を立

ち上げる人材を育成することを狙いとしており

ます。

次に、（３）のプログラムの内容等でございま

すけれども、①にありますように、業種にかか

わらず仕事を行う上で必要となるスキルの修得

を図るものであり、資料にございますように、

大きく３つの分野の内容を提供することとして

おります。

このプログラムの数でございますけれども、

②にありますように、以前から実施しておりま

すプログラムに新たなものも加えまして、全体

で35となっておりまして、このうち県が実施す

るものは24となっております。

一旦資料をめくっていただいて、30ページを

ごらんください。

ただいま御説明いたしましたプログラムにつ

きまして、体系的に整理したものでございます。

横軸に企業に勤める者としまして、若手・中

堅経営者層、それから起業を志す者と対象者を

列記しております。縦軸に習得を図ります３つ

のスキルを置きまして、県と経済団体、金融機

関等が実施する人財育成プログラムをそれぞれ

落とし込んでおります。

下の凡例にありますとおり、太い線で囲った

ものが県が実施するものでございまして、網か

けしておりまして白抜きの字になっております

のが、民間等が実施するものとなっております。

県においては、主体性を高める！セルフエンパ

ワーメントですとか、対話力とリーダーシップ、

こういった講座を用意しているところでござい

ます。

資料の29ページにお戻りください。

③の修了証の交付等でございますけれども、

こういったプログラムを修了した方に対しまし

ては、県から修了証を交付することとしており

まして、また、今後、一定程度複数のプログラ

ムを受講した方に対しましては、資格認定制度

の創設等も検討していきたいと考えております。

また、（４）の受講対象者ですけれども、第１

次産業を含めまして、業種にかかわりなく広く

対象とすることとしております。

次に、ひなたＭＢＡの特色でございますけれ

ども、県や経済団体、金融機関等が連携して実

施する人材育成プログラムであること、業種に

かかわりなく参加でき、多様なネットワークの

構築が図られるものであること、それから、各

プログラムの日程や講師情報等について一覧化

しまして、見える化を図るものであること、こ

ういった３つが本県ならではの特色ではないか

と考えております。

最後に、資料の31ページをごらんください。

ひなたＭＢＡの効果ということでまとめてお

ります。

左上の四角でございますけれども、まず、受

講者ですけれども、学びの場がふえまして、ス

キルの習得が図られますことはもちろんのこと

なんですけれども、プログラムを通じまして、

年齢や業種にかかわりなく、さまざまなネット

ワークづくりができるようなものになるんじゃ

ないかと考えております。

それから、その右の社員を派遣する企業等に

つきましては、もちろん社員等がスキルを習得

することによる業績向上等につながるといった
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効果があるんじゃないかと考えております。

左下の主催団体につきましても、優良講師の

情報等を共有化することによって、プログラム

内容の充実等が図られるようなものになるん

じゃないかと考えておりまして、その右の県全

域ですけれど、こういった効果を県全域に広げ

まして、人材育成に取り組む機運の醸成や産業

界全体のレベルアップにつなげていきたいと考

えております。

ひなたＭＢＡにつきましては、スタートした

ばかりでございますので、今後、各方面に積極

的な参加を呼びかけるとともに、今年度設立い

たしました産業人財育成プラットフォームでの

意見も踏まえながら、カリキュラムの充実を図

るなど、さまざまな工夫をしながら産業人財の

育成につなげていきたいと考えております。

説明は以上でございます。

○弓削生活・協働・男女参画課長 資料の32ペ

ージをお開きください。

第３次みやざき男女共同参画プランの策定（体

系案）について御説明いたします。

まず、１の新たなプランの概要につきまして、

計画期間は平成29年度から33年度までの５年間

とし、計画の性格と役割としては、男女共同参

画社会基本法に基づく本県の男女共同参画計画

として、推進の基本的方向や具体的施策を示す

こととしております。

また、新たなプランには、女性活躍推進法に

基づく推進計画を盛り込み、一体として策定す

ることとしております。

策定に当たって考慮すべき事項としては、男

女共同参画社会づくりのための県民意識調査の

結果等の本県における推進の実情を踏まえた内

容とすることや、国の第４次基本計画を勘案し

た内容とすることとしております。

次に、２の策定スケジュールですが、審議会

での意見聴取や検討を行いまして、11月の定例

県議会で計画案を御報告し、２月の定例県議会

に議案として提出させていただき、議決後に公

表することとしております。

続きまして、３の新たなプランの体系案につ

きましては、次のページ、33ページをごらんく

ださい。

プランの体系としましては、３つの基本目標

を掲げまして、その下に10の重点分野、その下

に実際に推進していく25の施策の基本的方向と

いう形で整理しております。

主なものを御説明いたします。

表の左上の基本目標１の、あらゆる分野にお

ける女性の活躍の推進については、下の※にあ

りますように、女性活躍推進法の推進計画とし

て位置づけるものです。

また、表の右側に、重点分野として４つ掲げ

ております。

重点分野（１）の社会における政策・方針決

定過程への女性の参画拡大については、施策の

基本的方向として、①の政策・方針決定過程へ

の女性の参画拡大や、②の経済分野における女

性の活躍などの支援をしていくこととしており

ます。

また、重点分野（３）の男性中心型の働き方

の見直しと仕事の生活の調和については、⑦の

仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しや、⑨

の多様なライフスタイルに対応した子育て・介

護支援策の充実などに取り組むこととしており

ます。

次に、表の中ほど、基本目標２の男女共同参

画社会の実現に向けた基盤の整備については、

重点分野として２つ掲げております。

そのうち、重点分野の（５）の男女共同参画
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の推進に向けた意識改革については、⑫の男女

共同参画の視点に立った慣習・慣行の見直しな

どに取り組むこととしております。

続いて、表の左下の基本目標３の、男女の人

権が尊重される安全・安心な暮らしの実現につ

いては、重点分野として４つ掲げております。

重点分野の（７）の女性に対するあらゆる暴

力の根絶の取り組みを強化していくとともに、

表の一番下に記載しております重点分野の（10）

の防災分野における男女共同参画の推進につい

ては、㉕の女性の視点を反映した地域の防災力

向上を進めていくこととしております。

現在、これらの施策の基本的な方向ごとに、

現状や課題、考え方や具体的な施策の指標等に

ついて、庁内関係課と連携して作成をしている

ところです。

今後、内容の検討を進めまして、11月議会に

おいて具体的な計画案を御報告したいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

説明は以上でございます。

○壹岐交通・地域安全対策監 資料の35ページ

をお開きください。

防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラ

インの策定について御説明いたします。

まず、１の策定の趣旨でございますが、現在、

県内では防犯対策の一環として、金融機関、商

業施設等に防犯カメラが自主的に設置され、犯

罪の防止に効果を上げており、宮崎県犯罪のな

い安全で安心なまちづくり条例に基づく指針で

も、防犯カメラの設置を促しているところでご

ざいます。

一方、防犯カメラは、知らないうちに人々を

撮影・記録するものであるため、プライバシー

の保護と適正な管理・運用が求められます。

このため、防犯カメラの有用性とプライバシ

ー保護との調和を図り、設置者が防犯カメラを

適切かつ効果的に活用できるようガイドライン

の策定を行うものでございます。

次に、２の防犯カメラに関するアンケート調

査結果でございますが、１の実施期間につきま

しては、本年７月上旬から中旬までの２週間で、

（２）の実施場所として、宮崎、都城、延岡免

許センターにおいて、1,200人に対してアンケー

トを実施いたしました。

その結果、1,164人、回答率97％の方から回答

が得られ、防犯カメラの設置については、アに

ございますとおり、「必要」、「どちらかといえ

ば必要」と回答しております。

また、イの防犯カメラの効果的な設置場所に

ついては、通勤・通学路、商店街・繁華街、駐

車場などへの設置が効果的であるとの回答を得

ております。

ウの「防犯カメラの設置について不安を感じ

るか」の問いに対しましては、「どちらかといえ

ば不安を感じる」、「不安を感じる」と回答した

方は、全体の約１割でした。

その他のアンケートの結果につきましては、

お配りしております別添資料２と記載しており

ます資料をごらんになっていただければという

ことでございます。

次に、３の今後の策定スケジュールでござい

ますが、アンケートを７月に終了し、本総務政

策常任委員会への策定報告をいたしまして、10

月中にガイドラインの素案を作成し、11月から12

月にかけて意見照会等を行い、来年１月に県民

会議部会と協議いたしまして、２月中の策定予

定でございます。

説明は以上でございます。

○蕪情報政策課長 委員会資料をめくっていた

だいて、36ページをお開きください。
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それでは、ｅみやざき推進指針について説明

いたします。

まず、１の改定の趣旨であります。

この指針は、本県の行政情報化に係る基本的

な方向と取組内容とを示すものであります。

平成14年度に宮崎情報ハイウエイというのを

つくって、それを契機に、庁内のネットワーク

とかパソコン職員１人１台といったハード基盤

が整ったこと、それを踏まえまして、それ以降

はその基盤の利活用に軸足を移して、宮崎版電

子県庁、電子自治体の実現を目指して順次取り

組んでまいりましたが、今回の改定は、平成24

年３月に策定した宮崎県電子行政推進指針によ

る取り組みの成果や、国の電子行政に係る動向

等を踏まえまして、必要な取り組みを継続・強

化するために見直しを行ったものであります。

次に、改定後の内容でありますが、（１）の名

称は、今回の改定を機に、一般的な使い古され

た電子行政という用語から、国のｅＪａｐａｎ

戦略になぞって改めまして、ｅみやざき推進指

針としました。

（２）のとおり、取組期間はＩＣＴ分野の目

まぐるしい動向変化、そういうのを見据えまし

て、おおむね４年間としております。

次に、（３）から（５）までの改定後の具体的

な内容についてですが、これについては、次の

ページの概要図のほうで後ほど説明いたします。

３の改定までの経緯でありますが、ここに記

載のように、５月には庁内、市町村のほうに意

見照会を行いまして、７月に県庁内に置くＩＴ

推進本部会議の承認を得て改定したものであり

ます。

それでは、改定後の具体の内容についてです

が、右のページの概要をごらんください。

左右に２つの大きな枠を設けておりますが、

左側の枠内に、改定前の宮崎県電子行政推進指

針を、右側の枠内に、改定後のｅみやざきの推

進指針をお示しして、新旧の対比ができるよう

に方向性や取り組みをイメージ図で整理してお

ります。

この２つの枠の間に太い矢印がございますが、

その上段のほうに今回の改定の契機となった指

針を取り巻く最近の情勢の変化を吹き出しにし

ております。

上から、サイバー攻撃の複雑・巧妙化、２番

目にマイナンバー制度の導入、そして、データ

利活用と地方創生に係る国のもろもろの施策、

平成31年度の防災拠点庁舎整備に係る情報通信

基盤の強化といった４つを挙げております。

このような社会情勢の変化等を踏まえて見直

した指針の内容を、資料の右側の枠内に掲げて

おります。

まず、上段が３つの基本方針となりますが、

目指すところの大きな項目は、左側の改定前を

おおむね引き継ぎながら、さらに先を見据えた

取り組みの追加等を行ったところであります。

１つ目の基本方針、行政サービスの向上では、

これまでの取り組みに加え、マイナンバー制度

等を活用した電子行政サービスについて。

２つ目の基本方針、効率的・効果的な行政運

営の推進では、効率的という観点に加えて、今

後は政策展開におけるデータ利活用や、新たな

ＩＣＴサービス等の利活用により、より効果的

な業務が行われるようにということで、効率的

・効果的な業務につながるＩＣＴ利活用推進。

そして、３つ目の安全・安心の確保では、日

本年金機構の情報漏えい事件やマイナンバー制

度制度導入を踏まえて、抜本的な情報セキュリ

ティーの対策強化に取り組むほか、東日本大震

とか熊本地震の教訓、防災拠点庁舎の整備といっ
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たもろもろの事情を踏まえて、災害対策の強化

に取り組むこととしております。

次に、重点的な取り組みであります。

これは、基本方針の中から重点的に取り組む

こととしたものであり、基本方針の下に４つほ

ど掲げております。

その１つ目が、情報システムの強靭性確保で

あります。急速に複雑・巧妙化するサーバー攻

撃等のリスクが増大する中、マイナンバー制度

の本格的な運用の開始を控え、情報セキュリティ

ー対策の抜本的な強化に取り組むこととしてお

ります。

２つ目は、情報システムの全体最適化の推進

であります。各システムのほうで個別に導入し

ていたサーバーという機器を仮想化技術により

統合するサーバー資源の統合化とか、類似シス

テムの共同利用推進にこれまでどおり引き続き

取り組むこととしまして、さらなる業務の効率

化と効果を高めるシステム化やサービスの検討

に取り組むこととしております。

３つ目は、マイナンバー制度の適切な運用と

利便性の向上ですが、この図のほうでは「導入」

となっておりますが、前のページの２の（４）

ウにありますように、「運用」の誤植であります。

訂正をお願いいたします。申しわけございませ

ん。

来年７月の本格運用を開始することを踏まえ

まして、市町村等と連携して制度の適切な運用

を図りながら、県民の利便性向上に取り組むこ

ととしております。

４つ目は、オープンデータ、ビッグデータへ

の取り組みであります。データの利活用は、地

域の課題解決の鍵と期待されていることから、

県と市町村との一体的な取り組みによる公共デ

ータの公開の推進とか、オープンデータ及び各

種データ利活用の推進にこれまで以上に積極的

に取り組むこととしております。

最後に、一番下の欄ですが、これらの取り組

みを進めるための推進体制をこれまでどおり維

持するとともに、一層の活用を図ることとして

おりまして、庁内における体制を充実・強化す

るとともに、市町村や民間等との連携について

も深めてまいりたいと考えております。

当課からの説明は以上であります。

○二見委員長 以上で執行部の説明が終了しま

したが、10分ほど休憩したいと思います。

暫時休憩します。

午後２時29分休憩

午後２時40分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

その他報告事項についての執行部の説明が終

了しました。質疑はございませんか。

○中野委員 順番に。まず、政策評価の結果に

ついてしましょうか。

いろいろずっと、14、15ページでありました

が、プログラム８、危機管理強化プログラム、

ここの外部評価がＢになった経緯を教えてくだ

さい。

○松浦総合政策課長 この政策評価の対象とし

ておりますのが、それぞれの毎年度の取り組み

の工程表をつくっておりまして、その工程表の

取り組みの内部評価の結果に対してどうかとい

うふうなことでの御判断をいただいたというこ

となんですけれど。資料１で、別冊でお配りし

ております評価報告書のほうを少しごらんをい

ただきたいと思います。これの23ページ、24ペ

ージでございます。

24ページの指標の状況から少し御説明いたし

ますと、網かけをしておりますところが27年度
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の目安としていた目標を一応クリアをしたとこ

ろでございますけれども、全体的に見ますと、

Ａとつけるほどの状況までは達成ができていな

いんじゃないかというようなところがございま

す。こういった指標の全体的な状況が、まず背

景にあるということでございます。

それから、23ページのところで、（１）の総括

評価とございますけれども、この中で、少し委

員の中からも意見がありましたけれども、自主

防災組織のカバー率でありますとか、そういっ

たものの状況が若干下がっているということも

ありまして、熊本地震とかそういったものの対

応というふうなことを考えた場合に、やはりもっ

とそういった取り組みを加速していく必要があ

るんじゃないかという意見もございまして、そ

ういう中で、現状でＡというところまではつけ

るのはどうかというお話がございまして、最終

的にはＢとされたところでございます。

外部評価については、そういった全般的に客

観的な立場からの判断ということも入っており

ますので、指標の状況に加えてそういった判断

が入って、Ｂということになったという経緯で

ございます。

○中野委員 この外部評価は、今言ったここだ

けがちょうどＡとＢが２対２でしたよね。ほか

は、例えばＣが多いところはＣの評価、Ｂの多

いところはＢ。ということは、全部、それで多

いほうに外部評価がしてあるんですよね。

皆さん方がこまめにつくって、先ほども説明

がありましたとおり、達成度とか点数やらいろ

いろ書いてありますよね。だから、果たしてこ

の外部評価が論理づけて評価されたものだろう

かなと思ったんです。

外部評価をされた人たちのメンバーを見たら、

みんなほとんど各それぞれの業界のトップの人

たちですから、どのくらいが出席されて、どの

くらいの時間でされたものかわかりませんが、

失礼ながら、あんまり真剣に評価されたんじゃ

ないように思いました。本当に細かくどのくら

いされたのかということですが、そんなふうに

されたもんだろうか。

○松浦総合政策課長 この評価に当たりまして、

まず、県の各部各課のほうで内部評価をいたし

ておりますので、その作業をまずやっていると

いうことでございます。

その段階で、内部評価の書類は一旦お送りを

しまして、その内容の御説明を１回目の審議会

の中で、約２時間ぐらいにわたって御説明をし

たところでございます。その中では、個々の取

り組みについての御質問があったりとかいうよ

うなことで、一応全体的な御確認をいただいた

ものと考えております。

その中で、内部評価のところまでは１回目で

御説明をしまして、それぞれのプログラムにつ

いて、Ａにするのか、Ｂにするのか、Ｃにする

のかということについては、それぞれの委員さ

んに持ち帰っていただきまして、御検討いただ

くという作業に入っておりまして、２回目に入

る前に、そこについての皆様の御意見を文書で

照会をいたしまして、集約を図ったところでご

ざいます。

その上で、２回目の審議会、２時間か３時間

くらいありましたけれども、その中で、内容に

ついての御意見を伺いますとともに、それぞれ

のプログラムについて、Ｂとするのか、Ｃとす

るのか、Ａとするのかという議論をいただいた

上で、なおかつそれぞれの取り組みについて、

もう少しこのあたりを考えてほしいとかいう御

意見もいただいたところでございますので、私

どもとしては、しっかり御検討いただいたので
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はないかなと思っているところでございます。

確かに議論する時間が、やはりもうちょっと

欲しいというような御意見も、一部の委員さん

のほうからはあったところでありますので、そ

ういったところも少し考えていく必要があるの

かなとは思っております。

○中野委員 こんなにたくさんのトップの人た

ちが集まって評価するというのは並大抵のこと

ではないし、ついつい、いいかげんになること

も考えられるから。人を絞って、本当に真剣に

評価する形のほうがいいような気がするんです。

そのほうがかえって、なぜこういう評価をした

のかというのを─お墨つきが欲しいのかどう

かわからんけれども、えてして県のこういう何

とか審議会とか何とか云々というのは、そうい

う嫌いがありますから、本当に真剣に協議する。

そして、その結果としてＢとか、Ａとか評価し

てもらうほうがいいと思うんですが。

皆さん方が内部評価されたものに追随したよ

うな結果ですから、そこは、もうあなたたちが

論理づけてちゃんとつくっているから、それを

超えていろいろ言えないぐらいの内容だったか

らとは思うけれども、その分だけ少数精鋭で

チェックするほうがいいんじゃないかなと思い

ます。

○松浦総合政策課長 御意見としてそういう考

え方も、当然あると思っております。やり方と

して、どういうふうにやっていったらいいのか

というのが、今のところでちょっと、こうした

いというところが、なかなかお答えできにくい

ものでありますけれども。やはりしっかり内容

を踏まえた上で、それぞれの委員さんに御判断

をいただくということは、当然必要だと思って

おりますし、その中で、県と違う御意見がある

という─今回もあったんですけれども、そう

いうような中での判断をしていただけるような

形を、できるだけつくっていきたいと思ってお

ります。具体的なお話がちょっとできませんけ

れども、そういう点は、頭に置いて考えてまい

りたいと思っております。

○中野委員 このメンバーで欠席者がおられた

んですか。

○松浦総合政策課長 １回目がお二人御欠席で

した。２回目が、３人欠席でした。それぞれ重

複はしておりません。

○二見委員長 ほかに関連質問はございません

か。

○日高委員 Ｂ評価が結構多いと思うんです。

Ｂ評価で一定の成果が出てるということですが、

どっちかというと、Ａもちょっと評価し過ぎか

なと、Ｃも何かを取り組んでる割にはっていう

ことで。Ｂっていうのは、ちょうどグレーゾー

ンみたいなところで、もう何とも言えないよう

な感じと見えるんです。まずぱっと見て、そう

いった感想を持ちました。

そのほかに、先ほどの中野委員の話で、もっ

と時間が欲しかったとかいう話も委員から出た

ということでありますが、これだけ資料として、

外部評価委員というのを選定してやるわけです

から、ここでやってるから、時間がなかったと

いうのは言いわけにはならないと思ってます。

そんなのを見てみると、陸・海・空の関係も

ポートセールスが積極的だって、いろいろ書い

てますが、本当にこれはＡなのかなと。競争相

手を考えてみると、これはどうかなという評価

もあるし、中山間地域の維持・活性化もＡです。

これは課題もあるのにＡとか。そのほかいろい

ろ首をかしげるところがあるんですが、井手次

長、これをどう評価されてますか。

○井手総合政策部次長（政策推進担当） まず
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１点は、この評価委員ですが、これは、この計

画をつくったときの計画の審議会の委員、つま

り、計画をつくる段階から中身をわかった上で

評価をしていただこうということで、こういう

メンバーになっているのが１点でございます。

実際の評価に当たりましては、その計画段階

からいろんな課題を認識した上で計画を立てて

ますので、その難しさもある程度わかった上で

の評価となっております。

ただ、実際の審議会の中での御意見としまし

ては、やはり、この指標で見てますので、目標

値もしくは目安値を見ながら、この指標が達成

できたかどうかというアウトカム的な見方で、

ある意味数字的にというか、機械的に評価をし

てる部分があって、Ａなり、Ｂなり、Ｃなりと

いう点数になると。ただ、この指標が正しかっ

たのかという御意見も、実際の審議会の中では

ありまして、そういう意味では、さまざまな御

意見をいただいているところです。

現時点では、この計画上で捉まえた指標で見

ている段階では、こういう評価になってますが、

今後、どういう評価をしていくのか、どういう

進捗管理をしていくかについては、御意見を承

りながら考えていくと答えたところでございま

す。

○日高委員 例えば、緊急輸送道路の防災対策

進捗率の達成なんです。これは、言ってみれば、

基準値が本当に妥当だったのかって。結局、こ

の間の熊本地震で、のり面道路の脆弱な場所が41

カ所あった。まだまだ全然、やらないかんとこ

ろがいっぱいあるんです。でも、これで出ます

と、もう道路は大丈夫なんだと県民から思われ

がちになれば、またこれも、インフラ整備には

ちょっと厳しい評価が出ると思うんです。これ

から国土強靭化基本計画をつくっていく中で、

道路については本当に高評価みたいな感じに

なってるものですから、そこら辺も偏りが。

その要因としては、この審議会の委員の方が

都市部周辺に固まってるというのもあるのか

なっていう気も、正直しているんです。これは、

地域的に分けるのも一つの考えではないかなと

─その辺はどうでしょうか、どう考えてます

か。

○井手総合政策部次長（政策推進担当） 現在

の委員の考え方は、先ほど申し上げたとおりで

ありますが、その先と申しますか、どんな議論

をしていただくのか。委員に上げる前の内部評

価をどう評価するのかという意味では、委員の

捉まえ方というのは、まだいろいろな考え方が

あろうかと思います。

それについては、先ほど総合政策課長のほう

で答弁を差し上げたように、どのような評価体

制をとっていくのか、委員の考え方をどうする

のかというのは、今後議論をさせていただけれ

ばと思います。

緊急輸送道路の防災対策進捗率をおっしゃい

ましたけれども、同じように産業成長にいたし

ましてもＡという評価をいただいてますが、実

際に県民所得はどうかというような御議論も

あって、その取り組みに対しての進捗という意

味ではＡなんですけれども、実際に評価に値す

る成果が出ているのか、県民に対してそのよう

な評価なのかという話になると、これはまた別

問題だと我々も認識をしております。足りない

ところをきちんと補っていくように進めてまい

りたいと思います。

○日高委員 成果じゃなくて評価ですね。やは

りあれかなと思う。そういうところがちょっと

あるもんですから、もうちょっとこのやり方を

また新たに、急にはこの委員さんに失礼ですか
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ら、その辺も徐々に変えて。実際にこれが表に

出たときに、なるほどっていうようなものにし

ていただければいいかなと思いますので、よろ

しくお願いします。

○坂口委員 なかなか難しいと思うんです。み

んながなるほどって納得できるようなものを、

今度はこういう意味での指標にしようと─暮

らしやすいっていう抽象的なものだから、難し

いと思うんですけれど。大まかな方向とか状況

判断のために随分細かく検討されて─評価の

あり方、点数のあり方も、金をつければ100点満

点がもらえる項目があれば、金をつけたくない

んだけれども、100点をとらざるを得ないがなと

いう。

例えば、インフルエンザの薬の備蓄なんてい

うのは、これは、法定備蓄数が決まってる。そ

んなものをここに並べるかなっていう─こう

いった法定備蓄量とか、法的に義務づけられて

るっていうのは、これはもう外してもいいんじゃ

ないかなっていうことが一つあるのと。

それから、バスの利用頻度、回数とかいうよ

うな、県民１人当たりとか出てたけれど、これ

は、バスを利用することの利便性の条件、基盤

整備がどれぐらい整ってるかで。これは誰に対

しての評価なのって、行政なのか、それとも利

用する県民になのかとかいうのがあったりとか。

それから、今回の一般質問だったですか、自

民党からも出た長寿社会づくりに向けた健康長

寿なんていうのも、８位、４位っていうものが

目標を上回っての、男性８位、女性４位になっ

たっていうことでＡ評価につながってるけれど、

これは、出生率と同じで、よそがずっこければ

うちが上がるよっていう他力本願なところが多

いと思うんです。

だから、内部を評価するための県の行政評価

とはちょっと違う。そこをやはり明らかに、何

歳を目指させるんだと。男も75歳を目指すんだ、

女性は78歳を目指すんだっていうような、本当

に客観的にその努力とか成果とか効果が見られ

るようなものにしないと、物すごくシビアなも

のとか。出生率もそうですけれど、全国１位を

狙ってて、よそがずっこけてくれればよかった

けれど、よそに抜かれてしまったり、他力本願

の部分とかで。ここは、本当に客観的なもの、

やはり一つ工夫が要るかなって思うんです。

それから、文化文教関係で、僕らなんて、文

化面には全くもう全然とんちんかんな人が県民

の１人としてカウントされて、そこを分母なり

分子なりに入れられた日には、担当する側は大

変だと思うんです。どんな立派なものをこさえ

ていただいても、どうもクラシックはわからんっ

ていう人がおれば。だから、これは一つの手法

であって、完璧なものじゃないって思うんです。

でも、やはり宮崎県の住み心地のよさなりす

ぐれてる点なりっていうものをよそ様に説明し

ていくためには、どういう人から、どういう方

向から誰が評価しても同じ点数が出ますよって

しないといかんから、そこらがもう一工夫要る

かなっていう気はします。

○松浦総合政策課長 私が言っていいのかどう

かわかりませんけれども、努力の必要はまだま

だあると思っております。それは、実際にでき

るかどうかはわかりませんけれども、政策・施

策がどういう効果を上げていくのかっていう問

題を指標としてどうあらわしていくのか、どう

はかっていくのかっていうことだろうと思いま

す。ある意味運がよくて数値が上がってるもの

も、中にはあると思いますし、運が悪くて、一

生懸命やってて、それなりに効果が出るところ

までは来てるんだけれども、それが数値に結び
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ついていないものもあるだろうと思いますし。

数値の選び方として全然関係ないものが、中に

はあるのかもわかりません。そういったものは、

経験を重ねていく中で、常にどういった形が必

要なのか、大事なのかっていうことを追い求め

ていかないとできないと思いますので、そうい

う姿勢はしっかり持っておきたいと思っており

ます。

こういった手法で評価をしていくやり方は、

前回のアクションプランから今回に変わったと

きにも、それなりに工夫をして変えてきたとこ

ろもございます。それでもまだまだ足りない分

はあると思うんですけれども、議員の御指摘の

あったような点は、非常に重要なことだと思っ

ておりますので、そこは常に考えていきたいと

思っております。

○日高委員 ゆたかさ指標の活用の(1)、パンフ

レット作成等を通じ、本県のすぐれた価値を県

内外にアピールするということですが、もちろ

んすぐれたものをアピールしていくのは当然だ

と思うんです。だけれど、県民としてはもう

ちょっと頑張らないかんものも、ある程度県民

も一体的に努力してもらわないといかんことを

考えれば、この辺はちょっと弱いんだというと

ころも、すぐれたものだけ、いいものだけ、す

ごいですよじゃなくて、その辺をうまく表現し

て。県民側の活力を、よし、頑張らないかんと

いうようなパンフレットになれば、私は効果が

あるような気がするんですけれど、その辺はど

う考えますか。

○松浦総合政策課長 本県のすぐれたところを

しっかり県民の皆さんにも認識していただきた

いというのもありますし、県外にもアピールし

ていきたいと考えているところでございます。

あわせまして、委員の御指摘がありましたよ

うに、こういったところをやはりもっと頑張る

べきだよねというところがあると思います。県

民の皆様に求めるものだけではなくて、多分、

行政の我々、あるいは経済界それぞれの立場で

頑張っていかなきゃいけないところがあるんだ

ろうと思っておりますので。

先ほど委員会資料の中で御説明しましたこの

表は、公表をしたいなと思っております。それ

が、どういう状況にあるのか。50点を境に、全

国よりいいのか悪いのかというのはすぐわかり

ますので。ただ、それをどういう形、どういう

場面で使っていくのかというようなことは、目

的によって使い分けをして、いいところを見せ

ていく場面ではそこを強調するし、しっかり現

実を踏まえた上で一緒に豊かさを高めていきま

しょうっていうものに使うべきところでは、全

体的なものをしっかり説明していく。そんな使

い方をしていきたいなと思っております。

○日高委員 公共サービスっていうことで、や

はり住民の福祉向上っていう形でやらないかん。

やるのは、当然公務員の役目だと思うんですけ

れど、ただ、公務員がもうこれ以上、税金がこ

れだけ減ってて、まだ県民の要求を全部のんで

いくんだよっていうスタンスでいいのかなって

いうのが、根本的なところだと思うんです。そ

の辺は県民にわかってもらって、厳しい状況で

あると。先ほど、中山間盛り上げ隊とかいろん

なものがあったんですが、そういった県庁の仲

間みたいな人をつくっていくことが、人的な部

分について、本当に県勢の浮揚になるんじゃな

いかなと。

だから、いつでもサービス、どんどんいいで

すよ、いままでどおり行政サービスはいけます

よっていうスタンスは改めて、もうこれは一体

にやっていかないと厳しいと、宮崎はそういっ
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た自治体だっていうことを県民に伝えていくこ

とも一つだと思いますので。パンフレットのつ

くり方によってはうまく響く部分もあると思い

ますので、ぜひ、せっかくつくるんだったら工

夫してやっていただければと思っております。

○松浦総合政策課長 そのように考えてまいり

たいと思います。

○中野委員 ゆたかさの指標ですが、これは、

宮崎県独自のもの、オリジナルな見方で、本当

にこれはいいことだと思ってるんです。ただ、

従来の経済的な側面で、総生産が、県民所得が

云々ということでしたが、これもないがしろに

できませんから。個々の説がいろいろあるんだ

けれども、給料が低いから高校生の─分母の

問題がいろいろあったようですが、全国で一番

県内就職率が低いわけですから、そういう現実

もある。１人当たりの県民所得も、沖縄県の次

ぐらいですか。ずっとそこに甘んじている。もっ

ともこれは、企業を含めてだ云々という答弁が、

いつも知事の答弁だけれども、しかし、全国共

通の指標としてはあるわけですから、そこがな

いがしろにならないように。

できたら７つの項目のこれも、似たようなも

のが他県にもあるかもしれませんから、そこと

の比較もできるように。いいことはどんどん宣

伝せないかんと思うけれども、時間的云々とい

う、ゆとり、余裕が田舎だからあるかというと、

本当にそうなのかという気もします。もっとほ

かには、交通機関が発達しているところのほう

がいいという数字も出るかもしれません。そう

いう比較もできるようなものも探して、そこで

こういう指標も出してもらえればいいがなと

思っています。

○松浦総合政策課長 きょう御報告しましたの

は、これから内容を検討していく中で、いろい

ろ御意見を伺いながら、そういった重要な視点

も含めて考えていきたいということでございま

すので、全部を取り入れられるかどうかはわか

りませんけれども、検討の中で、しっかりそこ

あたりは踏まえていきたいと思っております。

それぞれの指標につきましては、全国比較が

できるような統計データを選びたいと思ってお

りますので、その中で、それぞれ個別にどうい

う順位にあるのかというところぐらいは出して

いけるのかなと思いますので、そういう中で、

経済の高さがどれぐらいの順位なのかとかいう

ところ、そういったことは工夫できるんじゃな

いかなとは思っております。

それから、中野委員がおっしゃいましたよう

に、経済の豊かさというのは、やはり大事な問

題でありますし、県民意識の中でも重要な割合

を占める可能性は高いと思いますので、そういっ

たところのウエートづけは、アンケート調査等

をやりながら、例えば、経済が全体の２割なの

か３割なのかわかりませんが、そういった結果

になるかもわかりません。そういったところを

まず調査をした上で、全体的な指標ということ

に持っていきたいと思っております。

○中野委員 沖縄県の状態を見て、いつも思う

んですが、１人あたりの県民所得は全国最下位、

有効求人倍率もいつも悪い数字、失業率も一番

高いですよね。なのに、人口はふえる。もっと

も先島のあたり等は、えらい過疎で悩んでいる

ようですが、沖縄本島とかその周辺は、全体と

して非常に高いですよね。

なぜなんだろうかなと、いつも思ってるんで

すけれども、そういう面から見れば、お金ばっ

かりじゃないよという気もしますけれども。本

土から遠い離島というと失礼ですが、遠いとこ

ろなのにそういう現象ですから、なぜなのかと
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いうことも、その辺も調べてもらって、比較も

して、後日、示してもらえればいいがなと思い

ます。

○松浦総合政策課長 調べてみたいと思います。

いろんな説、仮説なりはいろいろ言われており

ますけれども、どこがどういった仮説なり説が

正しい、実態に近いのかというところとかは、

もう一回考えてみる必要があると思いますし、

そういったところで少し検討させていただけま

すでしょうか。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 では、このほかの項目について

の質疑はありませんか。

○満行委員 開発事業特別資金について質問さ

せていただきます。

21ページの28年度事業、この２つのもっと詳

しい中身と、あと、これは単年度なのか、継続

事業なのか教えてください。

○松浦総合政策課長 今年度は、２つの事業を

この資金を使って行うこととしておりまして、

小水力発電の農村地域導入支援といいますのは、

基本的には農政水産部で行っている事業でござ

いまして、小水力の発電を導入したいと思って

いる団体が、その可能性を調査するであります

とか、適地を調査するでありますとか、そういっ

た調査事業、あるいは実際に導入をするという

ときの補助ということで設定をしておりまして、

たしか今年度は２件について、予算上は支援を

したという事業だったと記憶しております。こ

れについては、これまで継続事業としてやって

きておりましたけれども、もともとの農政水産

部の事業組として、今年度までの事業だったと

理解をしております。

それから、新エネルギーの地産地消推進事業

につきましては、※１単年度で組ませていただい

ているところでございます。※２これから水素に

ついて、新エネルギーとしての展開ができるん

じゃないかと考え、当課のほうで行っているも

ので、そういったものの可能性について、民間

あるいは大学と一緒になって検討・研究を進め

るという事業になっております。

○満行委員 果実がどんどん減るだろうという、

株式配当金が減るという見込みなので、なかな

か長期的展望に立った事業展開が難しいのかも

しれないんですけれど、これはもう基本的に

は1,760万、来年以降もこういったエネルギーに

関する部分の事業を、このぐらいの予算枠で続

けていこうと。それは、単年度か継続かはわか

らない、そういう認識でよろしいんでしょうか。

○松浦総合政策課長 その都度の考え方になる

と思うんですけれども、それぞれこういった事

業をやりたいという相談が各部なりからある。

僕らは僕らで検討するんですけれども、その中

で、どういうような時間軸でやっていくのかと

いうところは話し合いながら原案をつくって、

当然、審議会のほうに御了解いただく必要があ

りますので、そういうふうなことになっていく

と思います。

それから、済みません、ちょっと訂正をさせ

ていただきたいと思うんですが、新エネルギー

の地産地消事業は、26年度から27年、28年、３

年でやってきているものです。

○中野委員 関連。この小水力は本年度までと

言われたけれど、新たにまた本年度からスター

トしたんじゃなかったんですか。

○松浦総合政策課長 この事業として、農政水

産部のほうから相談が来ていて、その計画になっ

※１ このページ右段に訂正発言あり

※２ 次ページに訂正発言あり
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ていたのは、平成24年度から28年度ということ

で整理をされております。

○中野委員 ぜひ、29年度から、また５カ年事

業の継続を検討してください。

○松浦総合政策課長 農政水産部とまた協議さ

せていただきます。

○中野委員 お願いしておきます。

○坂口委員 いや、この金の性格上、それは

ちょっと違うと思うんです。これは、事業のた

めの財源じゃなくって、もともと小丸川迷惑料

です。だから、この前の一般質問でも─あれ

は一ツ瀬川だったけれど、河川の水産資源とか

汚濁とか、いろんなことが出た。だから、そこ

らに常に目を向けながら、まず、小丸川を健全

に保つことに必要はないのかというのを考えな

がら、そして、知事が特別に認めるものを毎年

度やっていく。これは、継続事業に使う性格の

金じゃないですよ。今の答弁は訂正してもらわ

ないと。

○松浦総合政策課長 この資金の基本的な考え

方に基づいて、どうやっていくのかという立場

で検討をさせていただきたいと思います。

そういう中で、農政のほうの意向は一応聞い

た上で、その中での判断というようなことになっ

てまいりますので、そういう検討をしてまいり

たいと思います。

○坂口委員 だから、農政に最初にニーズを聞

くんじゃなくて、この金をどうすべきかってい

うものが最初にあって、その中で、じゃあ農政

にもっていう、こういうことになったけれども、

どうですかっていうのが、これがあるべき査定

の仕方です。小水力発電をどうするのっていう

ところで、そこに何ぼ出せるかっていうのは、

それは違うんですよ。この金の性格は。原点に

返らないと。

○松浦総合政策課長 御指摘のような立場で考

えてまいりたいと思います。

○二見委員長 これの関連で、私もいいですか。

６年前にこれの審議委員をさせていただいて、

あのころは太陽エネルギーに関するところへの

資金導入というか、そういう話があったりとか

したわけなんですけれど、今、坂口委員から言

われたように、これは、もともと小丸川のダム

のためにできた基金であるし、その趣旨、ここ

に使途も書いてあるように、やはりこれは上か

ら順番というのが基本原則なのかなと思うんで

す。

ましてやどんどん切り崩しでやっていってる

わけなので、もう一遍そこ辺をしっかりと考え

た上で、運用をしっかり考えていただきたいな

と思いますので、一言添えさせていただきまし

た。

○松浦総合政策課長 御指摘の点は、しっかり

踏まえてまいりたいと思います。

それから、ちょっと訂正をさせていただきた

いんですけれど、先ほど、新エネルギーの地産

地消のところで、水素と申し上げましたけれど

も、申しわけありませんが、新エネルギーを使っ

て、公共施設等に太陽光とかを使えないかとい

うような、そういう検討事業をこれでやってお

りまして、先ほど申し上げました水素について

は別の事業でございました。この資金は使って

おりませんでした。

○二見委員長 関連質問はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 ほかの項目について。

○日高委員 ２巡目国体について。これは、コ

ンサルが主要３施設の仕様・規模とかについて

出してきたものだと思うんです。スタジアム標

準って、サッカー協会とか、体育館はジャパン
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・バスケットボールリーグと書いてます。結局

もう、そういうのをつくったら、今後、次に生

かすために、Ｊリーグを呼びましょうとか、バ

スケットでいえばＢリーグを呼びましょうとか、

その観点でここを基準にコンサルがされたのか、

その辺を伺いたいと思います。

○松浦総合政策課長 現時点では、実際にどう

いうところまでの整備をするのかというところ

までの視点ではなくて、まずは国体の開催をす

るために、よその県の事例等も踏まえて、どう

いった機能が必要なんだろうかという視点で、

この施設機能が出てきているところでございま

す。

その上で、どういった施設整備をするのかと

いうことについては、これからの検討になって

くると考えております。

○日高委員 コンサルが基準にしようとしてる

基準はあるんですよね。

飛込用プールなんですけれど、水深4.5メート

ルで、総面積のところに、屋内延床面積と書い

てるんですけれど。これは、プールをつくるん

であれば、飛び込みという競技ですね。なおか

つそのプールは、屋内型でという方針と理解し

てよろしいですか。

○松浦総合政策課長 ここに書いてありますの

は、よその事例、あるいは場合によっては、か

なり広域的な中で、そんなに施設数が多くない

ようなものもあると思いますけれども、そうい

うものを参考にしながら、それぞれのところで、

適合すべき施設基準とありますけれども、こう

いったものを見て、よその事例等を見たときに、

こんな整備をしていますよという整理になって

おりまして、実際にどういう形でやっていくの

かっていうのは、当然、全体的な建設コストの

お話も出てくると思いますし、あるいは競技団

体等の御意見がどうなのかということもありま

すので、そういった中で、もろもろ議論をしな

がら決定をしていくことになると思います。こ

こに書いてあるものが、全て今そのままやって

いこうというところではなくて、参照とすると

いうか、参考としてはこういうような形として

考えられますよというものとして考えていただ

ければと思います。

○日高委員 わかりました。

また、ＰＦＩも一つの考えなのかなと。その

企業がおるのかっていうのも、またこれからの

課題だと思うんですが。

幾ら税金であれ、言ってみれば、こういった

巨額のお金を要する施設ですので、目安の建設

コストはあると思う。例えば、300億ぐらいかな

とか、400億かなとか、ぱっと見たときにその辺

の数字があるんですけれど、財政についてはな

かなかまだこれからですわって言うんですが、

総合政策としては、コスト意識を持つのが、こ

ういったことを要請してるのは当然のことだと

思うんですけれど。大体どのくらいのコストを

予測されてますか。

○永山総合政策部長 一応の目安として出てお

ります。選ぶ際には、23ページにあるように、

競技団体が求めるような機能性をどうするかと

か、あるいは、もっと大きく見て将来の活用

─先ほどＪリーグと言われましたけれど、そ

こまで目指してやるのかやらないのかとか。そ

して、もう一つ④で経済性、③で安全性という

ところを見ながら考えていくことになりますの

で、今現在で幾らぐらいになるだろうというと

ころを出しているわけではございません。

しっかりとこういうものを詰めながら、最終

的にはしっかり財政当局と話をして、折り合い

をつけていくと。その工夫の一つとして、例え



- 58 -

平成28年９月14日(水)

ばＰＦＩ等の導入もあるかもしれませんけれど

も、我々としてはできるだけ機能性が高く、な

おかつ将来有益な活用ができるようにというの

はありますが、限界として宮崎県の財政状況と

いうのもありますから、そこはしっかり折り合

いをつけていく必要があると思います。今現在

では数字は持っておりません。

○日高委員 また聞こうと思ったんですけれど、

もう部長が言って、これ以上言ってもだめだっ

ていうことみたいなんで。

基本的にものをつくって何かするときは、こ

れぐらいで抑えたいなという目安があってやっ

ていかんと。税金の使い道が、巨額になったら

いいのか、縮小したらいいのかというのもある。

部長が言われたとおり、将来を見据えたら物す

ごく高くもなるだろうし、現状ぎりぎりでやれ

ば、またそれが、今後、基本構想で５案ぐらい

示されて、それをまた３月に集約していくとい

う形だと、私は理解してます。

今の状況は、教育委員会が中心でやるという

ことなんで、準備委員会が来年立ち上がると思

うんですけれど、それまでは教育委員会が主体

でやりながら、またそれを総合政策が支えてい

くような形で、この整備計画、基本構想策定に

向けて取り組んでいただきたいなと思いますの

で、よろしくお願いします。

○満行委員 確認ですけれど、この陸上競技場、

体育館、プール、既存の施設では新たな国体は

開催できないって認識してよろしいんですか。

新しくつくらないと、既存の施設ではだめだと

いうことかどうか確認したいんですけれど。

○松浦総合政策課長 ここに掲げております３

つの施設について言いますと、それぞれの競技

をするための施設が持っておくべき機能。例え

ば、陸上競技でありますと、レーン数でありま

すとか、観客席数というのもかなりかかわって

くるようでございまして、そういったことと、

今の建てられてからの経年等を考えたときに、

現状の修繕で国体に対応するのはなかなか難し

いんじゃないかという状況でございます。

特に陸上競技場あるいは体育館については、

開・閉会式の会場となる可能性がありますので、

そういったことも含めて考えますと、やはり改

築が必要だという検討状況になっているという

ことでございます。

○中野委員 書いてるからそうだと思うけれど、

こういう国体の設置基準等に観客席まで入って

るわけですか。

○松浦総合政策課長 そこは、教育委員会のほ

うで整理していただいているところなんですけ

れども、座席数も入っていると伺っておりまし

て。

ただし、対応として、例えば陸上競技場の観

客席数でいいますと、固定で必ず３万要るかっ

ていうと、そうではなくて、仮設も含めて、全

体でこの数は確保した上で開催をしてください

という基準はあるようでございます。そういっ

たことでは、一応基準はあるということでござ

います。

○日高委員 陸上競技場は、３万席は仮設でも

いいということですか。

○松浦総合政策課長 国体の施設基準で書いて

あるのは、仮設対応があってもいいとはなって

おるようですけれど。

○日高委員 多分、今度のこの基本構想が出て

きて、これを新しくつくるとして、そこに新し

くつくったのに、仮設を置くことってもう考え

られないと思うんです。すり鉢状ですよね。だ

から、３万席の固定というのは、適合せんとま

ずいような気がするんですけどね。
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○松浦総合政策課長 そういった点については、

これから実際に検討していく作業に入りますの

で、一般的に言うときには、委員がおっしゃる

ような考え方が出てくるのかなとは思いますけ

れども、そこについて、今必ずこうできますと

いうところまで、ちょっと申し上げられないも

のですから。これからそういった点も含めて検

討していくことになると思います。

○中野委員 陸上競技、体育館、プールの例で

すよね。ほかの競技も、こんなふうに厳しくなっ

てるわけですか。

○松浦総合政策課長 それぞれの競技を行って

いく上での基準は、例えば、国体であればこう

いうふうなことですよというのは決められては

おりますので、それをできるかどうかというこ

とについては、教育委員会で、県内の市町村の

施設も含めて全体の調査をされたところでござ

いまして。ある程度のところで修繕をすればで

きるんじゃないかというところで、全体的には

整理をされておりますけれども、一部の競技に

ついて、例えば、登山でありますとか、クレー

射撃でありますとか、そういったところについ

ては、ちょっと現状では難しいんではないかな

と。一部、そういう競技もあるようでございま

す。

○中野委員 今度のリオのオリンピックでも、

いろいろ見とけば、仮設があったり、後で壊し

て再利用したりというのを、この前一生懸命テ

レビで放映しよったけれども、オリンピックで

さえもそうありますから、その辺のことは先輩

県があるわけですから、早く調査してもらわん

と間に合いませんからね。

○星原委員 今のいろんな席数のことなんかな

んですけれど、これから人口減少社会に入って

いって、宮崎県がやる最高のスポーツイベント

としてはこれだと思うんです。その先は、また40

何年後かにしか回ってこないとなると、固定席

と仮設席というのは、臨時である程度補えるん

なら経費を抑えていく上で、そういうことも想

定しておかないと、そんなに、仮に３万席を使っ

てというのはもうないだろうという感じがしま

すので。

問題は、こういう施設をつくっていく上で、

県と26の市町村とで、早く話し合いを持って、

いろんな施設をつくらないといけなければ、今、

計画のある市町村のいろんな体育施設なんかが、

どこがどういう形でやろうとしてるか。そうい

う把握をしていただいて、それに少し継ぎ足せ

ば、国体の会場として十分使えるのであれば、

そういう形でやって、なるだけ経費の面を縮小

したり、あるいは県北、県央、県南という地域

で、どういう形で持っていくか。そういうもの

もどこかで話しておかないと、先に打ち合わせ

しとかないと、いろんな問題が起きてくる可能

性があるような気がするので、その辺も逆に基

本的な部分をどうしていくのかという。

そしてまた、宮崎県内だけでやれるものと、

隣県では、今回、鹿児島なんかがやって、施設

を借りれれば、物によってはそういう形で行う

方法だってあるだろうし。その辺やらを早く決

めないと、予算的にも、単年度でぱっとできる

わけじゃないでしょうから。その辺の、基本的

に何をどういうふうに、どういう形でどこにつ

くるのかという、あるいは予算をどうするのか

ということあたりを決めていかないと、前に進

まないような気もしますので、なるだけその辺

は教育委員会と連携をとって、あるいは市町村

とも連携をとってやっていただければと思いま

す。

○永山総合政策部長 市町村の体育施設等につ
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いて、教育委員会のほうで実態調査もやってい

ただいて、先ほど松浦課長が言いましたけれど、

おおむね国体等に使える状態だろうと、補修等

は当然必要がある。具体的に、どこでどういう

競技をやるのかということもあわせて検討して

いかなければ、実際に当てはまっていきません

ので、そういうことも同時でやらなければなら

ないと思ってます。

それから、例えばプールについて、ある県で

は国体用に整備しましたが、全てを仮設として

やって、国体が終わったら取り壊すという県も

ございました。これを宮崎県がやろうとしてる

という意味では全然ありませんけれども、ただ、

アイデアとしてはいろんなことがあるんだろう

なとは思ってます。

先ほどの競技場の、固定席なのか仮設なのか

ということも含めて、人口をどう見るか、イベ

ントをどう見るか。例えば、Ｊリーグが宮崎に

将来あるのかないのかということも含めて、い

ろんなことを考えながらやらなければならない

と思ってます。時間がありませんから、今年度

中の基本構想の策定に向けて、しっかり全体像

が見えて描ける形で、総合政策部はしっかり教

育委員会と協力をして、サポートをしてやって

いきたいと思っております。

○日高委員 部長からいいアイデアが、プール

は全部仮設でやった県があるってこと、すばら

しい発言だったと受けとめます。

あとちょっと聞きたいのは、利用圏人口は半

径何キロを見てますか。例えば50キロとか、１

時間とか。

○松浦総合政策課長 ここに書いてありますの

は、考える項目として置いておりますので。例

えば、九州全体での大会をここに誘致していき

たいとか、全国大会を誘致していきたいとかと

いう考え方で変わってきますので。どういった

ものを想定するのかということにかかわってく

ると思います。そういったことを総合的に勘案

しながら検討していくという、検討項目として

ここに掲げてあるということで御理解いただけ

ればと思います。

○日高委員 ということは、これはコンサルが、

絞り込みの視点を上げてきたわけじゃなくて、

総合政策部の一つの目安としてこういうのを上

げてきたということ。

○松浦総合政策課長 私どもと教育委員会のほ

うと話をしながら、こういうような観点が必要

ですよねということで、今、考えているという

ことでございます。

○日高委員 また教育委員会をサポートして頑

張ってください。

○坂口委員 くどくなるけれど、さっきの開発

事業資金。これは審議会があって、毎年それを

審議して、可とする、否とすると。本当は使途

先なんかは、そこが検討して─しかしながら、

もう予算案がぽっとそこに出てきて、いいです

か、悪いですかって、形骸化されてるっていう

ところを、一つ原点に返るべきだっていうのと。

この28年度事業は３カ年事業だったって言わ

れるけれど、将来まで担保する予算のつけ方っ

ていうのは、これはもう絶対タブーです。その

都度何をやるべきかっていう、だから、それも

間違ってるということと。

それから、市町村をもっと大事にしないと。

その河川を抱えている木城町、高鍋町。言われ

ましたように、横田さんの質問にもあった水産

資源、アユ一つとっても、例えば小丸川がどう

いう状況になるかっていうと、海岸部で、海面

域、アユはふ化したのが一旦海に出てから遡上

するわけですけれど、遡上時期には、あそこは
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水が流れてないんです。だから、水路がないわ

けですから、遡上できないんです。だから、水

産資源、アユ資源がないと。そこに、放流のた

めに使って、アユ資源をふやさないかっていう、

そういう金を県は持ってるよっていうことを、

まずはそこに意向を伺うのが、これが筋です。

だから、今はもうその原点を忘れてしまってる

ということです。

この金は、ふんだんに配当がよかった時代に、

例えば都城でも、あれは地下水の硝酸の汚染調

査もやったことがあるんです。しかし、それも、

何も役立ててない。児湯郡でも、企業立地のた

めの地下水の量とか質とか場所とかの調査はか

なりやったんです。しかし、それを企業誘致に

つなげてない。これは市町村との連携、地域と

の連携って、誰の金だったのかという原点が、

全然ここの中にないんです。

だから、あえてまた求めておきますけれど、

原点に返って、そしてこの金の使途のあり方を

基本に戻ってから、しっかり正しく予算づけは

毎年やっていただく。年によっては、ゼロ予算

でもいいんです。何カ年分かは集中して突っ込

んでもいいんです。これは、物すごく小回りが

きく、しかし、原点は小丸川発電所の株の譲渡、

そのために河川を利用すべき人たちが、かなり

その恩恵を逸失してる。そこを補塡していくっ

ていうのが基本だっていうことです。あえても

とに戻ってほしいって思うんです。これは、も

う答弁はいいです。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

○日高委員 秘書広報課長にお伺いします。表

彰式、授与式、これは当然、本県議会の代表の

議長も、出席の案内は来るんでしょうか。

○中原秘書広報課長 その予定でおります。ま

た改めて御案内をさせていただきたいと思いま

す。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

○中野委員 今、パラリンピックがありますよ

ね。宮崎県出身者にこういう人がいるのか、関

係者がいるのかどうかわかりませんが、パラリ

ンピックでいろいろメダル等をとられた方がい

た場合には、同じ扱いになるんですか。

○中原秘書広報課長 現在やっておりますパラ

リンピックにつきましては、私どもが今確認し

ておりますところでは、本県出身の選手の方は

把握しておりません。いらっしゃらないという

ような認識でおります。（「中西さん、陸上の方

がいらっしゃいますよ」と呼ぶ者あり）私ども

が確認しておりますところでは、中西さんは宮

崎の御出身ではないというふうな認識でおりま

す。出身をどう捉えるかというのはございます

けれども、宮崎のお生まれではないということ

で承知しております。

○中野委員 ４年後は東京ですから、そのとき

はおられるかもしれない。ただ、そういう人も

該当するかと言いたいんです。

○中原秘書広報課長 県民栄誉賞の一つには、

オリンピックなどの国際大会でのメダリストと

いうふうなところでやっておりますので、当然、

パラリンピックも対象にしておりますし、オリ

ンピックに限らず、それなりのレベルの国際大

会であれば、幅広く対象に考えていきたいと思っ

ております。

○中野委員 ユネスコエコパークについて。祖

母・傾・大崩が該当ですけれども、ちょっと確

認ですけれども、祖母・傾は国定公園だったと

思うんですが、大崩も国定になってるんですか。

○奥中山間・地域政策課長 国定公園の地域に

入っております。

○二見委員長 ほかに質疑はございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、請願の審査に移りま

す。

請願第６号について、執行部からの説明はご

ざいませんか。

○神菊文化文教課長 特にございません。

○二見委員長 それでは、委員から質疑はござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、最後に、その他で何

かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 ないようですね。それでは、以

上をもって総合政策部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時44分休憩

午後３時45分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

ここで皆様にお伺いします。本日の審査内容

を踏まえ、御意見等があればお願いいたします。

暫時休憩します。

午後３時45分休憩

午後３時47分再開

○二見委員長 委員会を再開します。

きょうの審査内容を踏まえて、御意見があれ

ば挙げていただけますか。

○星原委員 今の課題でいけば、中山間地域と

国体の問題をどうするかというのは、もうちょっ

と委員会としてはちゃんと押さえとかんといか

んところがあるね。

○坂口委員 どちらも待ったなしだもんね。

○日高委員 国際定期航路の緊急対策事業は、

一日でも早く、台湾航路運休を再開できるよう

にというのも。

○二見委員長 ほかにはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、あしたは総務部の審

査、午前10時の開会といたします。

その他、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 では、ないようですので、以上

をもちまして本日の委員会を終わります。

午後３時50分散会
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午前９時59分再開

出席委員（８人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 坂 口 博 美

委 員 星 原 透

委 員 中 野 一 則

委 員 日 高 博 之

委 員 満 行 潤 一

委 員 来 住 一 人

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危機管理統括監 畑 山 栄 介

総 務 部 次 長
郡 司 宗 則

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
田 中 保 通

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
平 原 利 明

兼危機管理課長

部参事兼総務課長 上 山 伸 二

防災拠点庁舎整備室長 志 賀 孝 守

人 事 課 長 吉 村 久 人

行 政 経 営 課 長 小 田 光 男

財 政 課 長 川 畑 充 代

税 務 課 長 髙 林 宏 一

部参事兼市町村課長 藪 田 亨

総務事務センター課長 大田原 節 郎

消 防 保 安 課 長 福 栄 芳 政

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

総務課主任主事 日 髙 真 吾

○二見委員長 委員会を再開いたします。

ここで、委員会の傍聴につきましてお諮りし

ます。

宮崎市の廣瀬さんから、執行部に対する質疑

を傍聴したい旨の申し出がありました。議会運

営委員会確認・決定事項に基づき、許可するこ

とに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

〔傍聴人入室〕

○二見委員長 傍聴される方にお願いします。

傍聴人は、受付の際にお渡ししました「傍聴

人の守るべき事項」にありますとおり、声を出

したり、拍手をしたりすることはできません。

当委員会の審査を円滑に進めるため、静かに傍

聴してください。また、傍聴に関する指示には、

速やかに従っていただくようお願いいたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

○桑山総務部長 おはようございます。総務部

でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、お手元に配付の総務政策常任委員

会資料に基づきまして、御説明を申し上げます。

資料の１ページをごらんいただきたいと思い

ます。

まず、平成28年度９月補正予算の概要、議案

第１号についてであります。

今議会に提出しております補正予算案は、国

庫補助決定に伴うもの、その他必要とする経費

について措置するものでございます。

平成28年９月15日(木)
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補正額は、一般会計で75億6,942万1,000円の

増額であります。この結果、一般会計の予算の

規模は、９月補正後で5,937億8,444万円となり

ます。

また、この補正による一般会計の歳入財源は、

記載のとおり、国庫支出金が１億6,362万5,000

円、繰越金が72億6,751万5,000円などとなって

おります。

２ページをごらんいただきたいと思います。

一般会計歳出の款ごとの内訳でありますけれ

ども、主なものについて御説明申し上げますと、

一番上の総務費は、平成27年度一般会計決算に

伴う繰越金の一部について、地方財政法の規定

によりまして、県債管理基金への積み立てを行

いますほか、熊本地震以降、搭乗率が低迷する

国際３路線の早期安定化を図るための航空会社

等と連携した利用促進対策事業、あるいは、防

災拠点庁舎の耐震性をより高めるための柱やは

りのサイズや免震装置など、設計の一部見直し

を行うために必要な経費を計上しております。

また、２つ飛びまして、農林水産業費であり

ますけれども、熊本地震や梅雨の大雨により発

生しました荒廃山地の復旧整備といたしまして、

補助公共事業を増額補正するものでございます。

また、次の土木費は、熊本地震を背景に住宅

の耐震化に対する県民の意識が高まる中、木造

住宅の耐震改修に取り組みやすくなるよう、段

階的耐震改修工事を補助対象に加えることなど、

事業の拡充を行うものでございます。

予算議案については以上でございます。

続きまして、特別議案について御説明を申し

上げます。

資料の12ページをごらんいただきたいと思い

ます。

まず、議案第４号「退職年金及び退職一時金

に関する条例の一部を改正する条例」でありま

す。

これは、刑法等の一部改正に伴いまして、退

職年金等の受給者が、刑の一部執行猶予を受け

た場合における支給に関する取り扱いを定める

ための改正を行うものであります。

次に、13ページでございます。

議案第９号「宮崎県公共施設等総合管理計画

の策定について」であります。

宮崎県公共施設等総合管理計画は、公共施設

等の保有・運営・維持の最適化を図るために策

定するものでありまして、宮崎県行政に係る基

本的な計画の議決等に関する条例第３条の規定

によりまして、議会の議決に付するものであり

ます。

続きまして、報告事項であります。

14ページ、15ページをごらんいただきたいと

思います。

損害賠償額を定めたことについてであります。

これは、県有車両による事故並びに落石によ

る車両損傷事故の損害賠償額について、地方自

治法第180条第２項の規定─専決処分でありま

すが、これに基づきまして御報告するものでご

ざいます。

最後に、16ページをごらんいただきたいと思

います。

その他報告事項でありますけれども、本日御

報告いたしますのは、ここに記載のあります「宮

崎県における事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例について」など３件でござい

ます。

それぞれの詳細につきましては、担当課長等

から説明を申し上げますので、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

私からは、以上でございます。
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○二見委員長 次に、議案等についての説明を

求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いします。

○川畑財政課長 議案第１号の歳入予算につき

まして御説明いたします。

常任委員会資料の３ページをお開きください。

今回お願いしております補正予算の一般会計

歳入一覧でございます。

それでは、内容について御説明いたします。

今回補正額の欄をごらんください。

まず、自主財源につきましては、下から３段

目の繰入金が6,082万3,000円、次の繰越金が72

億6,751万5,000円、次の諸収入が525万8,000円、

依存財源につきましては、下から２段目になり

ますが、国庫支出金が１億6,362万5,000円、次

の県債が7,220万円で、いずれも増額となってお

ります。

今回の補正による歳入合計は、一番下の欄に

ありますとおり、75億6,942万1,000円となって

おりまして、補正後の一般会計の予算規模は、

右の欄にありますとおり、5,937億8,444万円と

なります。

次に、資料の４ページをお開きください。

ただいま御説明いたしました歳入の科目別概

要でございます。

まず、繰入金についてですが、各種事業を実

施するため、基金を取り崩すものであります。

次に、繰越金ですが、27年度決算の歳入歳出

差引額から、28年度への繰越明許費の財源とな

る額を除いた額、いわゆる実質収支額を28年度

へ繰り越すものでございます。

次に、諸収入ですが、熊本地震の被災者に応

急仮設住宅として提供する民間賃貸住宅の借り

上げ料について、災害救助法に基づき、被災県

である熊本県に求償し、それを受け入れるもの

でございます。

次に、国庫支出金について主なものを御説明

いたしますが、まず、上から２段目の１億3,000

万円余を計上しております農林水産業費国庫負

担金は、補助公共事業である治山事業の国庫負

担金でございます。

次に、４段目の1,700万円余を計上しておりま

す総務費国庫補助金は、社会保障・税番号制度

（マイナンバー制度）に関するシステム整備に

係る補助金でございます。

最後に、県債は、治山事業の財源として起債

を行うものであります。

歳入予算については、以上でございます。

続きまして、財政課関係の補正予算につきま

して御説明いたします。

資料がかわりますが、別冊になっております

平成28年度９月補正歳出予算説明資料の21ペー

ジをお開きください。

財政課の９月補正予算は、一般会計におきま

して、72億365万4,000円の増額をお願いしてお

ります。この結果、補正後の予算額は、一般会

計で993億416万9,000円となります。

23ページをお開きください。

補正予算の内容について御説明いたします。

（事項）県債管理基金積立金でありますが、

これは、平成27年度の一般会計の決算剰余金の

一部72億365万4,000円を、地方財政法第７条の

規定に基づき積み立てるものであります。

財政課からは、以上でございます。

○上山総務課長 お手元の常任委員会資料の６

ページをお開きください。

今回の補正予算でお願いしております防災拠

点庁舎整備事業について御説明いたします。

まず、１、事業の目的・背景ですが、熊本地
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震では、観測史上初めて、震度７の地震が短期

間に２度観測され、特に本震は、地震の揺れに

よる戦後最大の建築物被害をもたらした兵庫県

南部地震を上回るとの東京大学地震研究所等に

よる分析結果もございます。

防災拠点庁舎は、熊本地震前の時点では、兵

庫県南部地震や南海トラフ地震などの大地震に

対しまして、十分な耐震性を有するよう設計し

ておりました。しかしながら、熊本地震の発生

を受けまして、熊本地震の地震波を用いたシミュ

レーションを行いました結果、耐震性の余裕が

少ないという結果が得られたところでございま

す。

このため、熊本地震の本震級の地震に対しま

しても十分な余裕を持つよう、設計の一部見直

しを行うものでございます。

次に、２の事業の概要でございます。

（１）の予算額ですが、今回の補正額とし

て2,020万6,000円をお願いしております。

（４）の事業内容ですが、柱、はりのサイズ

や免震装置の変更など実施設計の一部の見直し

等を行うこととしております。

次に、３、事業の効果ですが、防災拠点庁舎

の耐震性を向上させることにより、大規模地震

時の災害本部機能をより高めることができ、県

の災害対応力の強化が図られるものと考えてお

ります。

最後に、４、今後のスケジュールですが、設

計の一部見直しに伴いまして、設計作業量がふ

えることから、実施設計の工期延長が必要とな

りますので、実施設計の完了時期は来年３月を

予定しております。

防災拠点庁舎につきましての説明は以上でご

ざいます。

続きまして、同じ常任委員会資料の13ページ

をお開きください。

議案第９号「宮崎県公共施設等総合管理計画

の策定について」の御説明をいたします。

まず、１の計画策定の目的でありますが、本

県におきましても、今後、建物系施設、インフ

ラ施設のいずれも急速に老朽化が進行する中、

一方では、人口減少・少子高齢化により人口構

造が変化し、厳しい財政運営も見込まれており

ます。

このため、この計画は、そのような状況に対

応するため、公共施設等の保有・運営・維持に

係る財政負担の最小化と施設保有効果の最大化

を図るための基本的な方針として策定するもの

であります。

次に、２の対象となる公共施設等は、県が保

有します全ての建物系施設とインフラ施設でご

ざいます。

次に、３の計画期間は、平成28年度から47年

度までの20年間でありまして、おおむね５年ご

とに見直しを行うこととしております。

次に、この計画のポイントであります４の公

共施設等の管理に関する基本方針でありますが、

これにつきましては、別途お配りしております

別冊の１、概要版、この資料で御説明をさせて

いただきます。

それでは、概要版の３枚目をごらんください。

第３章、公共施設等の総合的・計画的な管理

に関する基本方針でございます。このページの

右の上のほうをごらんください。

まず、１つ目の基本方針といたしまして、建

物系施設につきましては、施設配置・総量の適

正化を進めてまいります。具体的には、枠囲み

の中の（１）にありますように、施設類型ごと

に評価システムを構築しまして、個別の施設ご

とに評価・分析を行います。
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右端に四角くイメージとしてあらわしており

ますが、職員宿舎を例としてイメージを示して

おりますけれども、縦軸の入居率や、横軸の建

物性能など、こういった形で評価・分析を行い

まして、その結果をもとに、地域の特性や行政

ニーズ等を十分に踏まえた上で、建てかえや他

用途への転換を図ることで、全体の施設保有の

最適化に努めてまいります。

次に、２つ目の基本方針として、その下の枠

囲いでございますが、施設の老朽化対策を全て

の公共施設に対して行います。

まず、（１）、（２）にありますように、施設

利用者の安全を確保しまして、耐震性能等の機

能を確保した上で、定期的な点検や的確な修繕

等の予防保全を実施しまして、これも右側のイ

メージ図がございますけれども、これをサイク

ル化することで、いわゆるメンテナンスサイク

ルを構築しまして、施設の長寿命化や将来経費

の抑制を図ってまいります。

以上の方針を着実に進めていくために、ペー

ジの下のほうに横長の枠囲いで示しております

けれども、総合的かつ計画的な管理のための推

進体制を構築してまいります。

まず、左側の（１）の全庁的な推進体制とし

ましては、図の中で着色しております組織図が

ございますけれども、現状の公有財産調整委員

会に、新たに企業局と病院局を加え、これを新

しく推進体制としまして、当計画の調整や進捗

状況の管理、維持管理等に要する経費の調査把

握等を行います。

さらに、この下に下部組織といたしまして、

建物系施設部会などを設置しまして、当面は戸

別施設の計画内容を審査し、調整等を行うこと

としております。

以上が、県の推進体制でございます。しかし

ながら、公共施設を取り巻く問題は、国や市町

村等も同様であります。

このため、右側の（２）エリアマネジメント

の推進体制を構築しまして、国や県、市町村の

施設情報を共有し、施設を相互に利用するなど、

地域においても施設の最適利用の調整・管理を

行い、有効活用を推進することとしております。

このエリアマネジメントは、財政負担を軽減

し、県民の利便性を確保する上でも有効な取り

組みでありますので、国や市町村と連携しなが

ら積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、概要版の４ページをごらんください。

これは、施設類型ごとの管理に関する基本方

針、取り組みのスケジュールでございます。

今回の基本計画の策定後は、ここに記載して

おります施設類型をベースにしまして、必要な

戸別施設計画を、遅くとも平成32年度までには

策定し、その進捗状況を適切に管理するなど、

将来の財政負担の低減化・平準化に努めてまい

りたいと考えております。

説明は以上でございます。

○大田原総務事務センター課長 議案第４号に

ついて御説明いたします。

常任委員会資料の12ページをごらんください。

退職年金及び退職一時金に関する条例の一部

を改正する条例であります。

この条例は、共済制度が開始される昭和37年11

月以前に退職した県職員に対して支給する年金

等に関する条例でございます。

１の改正の理由でございますが、刑法の一部

改正により、刑の一部執行猶予制度が平成28年

６月１日から施行され、それに伴い、恩給法の、

刑の一部執行猶予を受けた恩給受給者に対する

支給に関する規定が施行されたことから、恩給
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に準じて支給される退職年金等の支給に関する

規定の改正を行うものでございます。

２の改正の内容でございますが、（１）は退職

年金等受給者が３年以下の懲役または禁錮刑に

処せられ、刑の一部執行猶予の言い渡しを受け

た場合における支給に関する規定を定めるため

の改正でございます。

下の表をごらんください。左の欄が改正前で、

右の欄が改正後になります。

刑法の改正により、改正前の欄の②執行猶予

が、改正後は②－１の全部の執行猶予と②－２

の一部の執行猶予に分かれました。

年金受給者が、改正後の②－１、全部の執行

猶予を受けた場合は、改正前の②執行猶予のと

きと退職年金等の取り扱いに変更はありません

が、太線で囲んであります改正後の②－２、一

部の執行猶予を受けた際の退職年金等の支給に

関しまして、アの刑の執行中は、右の欄にあり

ますとおり、執行開始月の翌月から執行終了月

まで支給を停止し、その後開始されます。イの

執行猶予の期間におきましては、執行終了月の

翌月から支給することとしております。

また、表の下、（２）は、刑法改正に伴い、引

用する文言の整理を合わせて行うことしており

ます。

３の施行期日でございますが、この条例は公

布の日から施行し、平成28年６月１日から適用

することとしております。

総務事務センターの説明は以上でございます。

○平原危機管理局長 危機管理課の補正予算に

ついて御説明をいたします。

まず、歳出予算説明資料の25ページをごらん

ください。

危機管理課の補正額は1,721万円の増額補正で

ございまして、補正後の額は、右から３列目で

ございますが、７億951万3,000円となります。

主なものについて御説明をいたします。27ペ

ージをお開きください。

上のほうの（事項）防災対策費、それから、

中ほどの（事項）火山対策費、一番下の（事項）

災害救助事業費の増額補正をお願いしていると

ころでございますが、それぞれの事業内容につ

きましては、常任委員会資料のほうで御説明を

いたしますので、７ページをごらんください。

まず、災害対策本部運用体制等強化事業でご

ざいます。

まず、１の目的でありますが、災害発生時に、

市町村からの被害情報ですとか避難所の開設状

況等を県の災害対策本部で集約をいたしまして、

情報共有をするために導入をしております災害

対策支援情報システムにつきまして、今回の熊

本地震などを踏まえた改修を行うことによって、

県と市町村の災害対策本部間の円滑な情報共有

等を図るものでございます。

２の事業概要等でありますが、まず①の熊本

地震を踏まえまして、市町村の庁舎等が機能不

全に陥ったような場合に、県の災害対策本部の

地方支部、これは各農林振興局と西臼杵支庁で

ございますが、ここで被害情報等を代理入力す

るようにしたり、②の国の物資調達・輸送調整

システムの整備に伴って改修を行う、また、③

の災害対策基本法の改正に伴う改修などを行う

ものでございます。

３の事業費は874万8,000円をお願いしており

ます。

次に、８ページをお願いいたします。

霧島山警戒避難体制整備事業でございます。

まず、１の目的ですが、えびの高原の硫黄山

周辺では、硫化水素等の人体に有害な火山ガス

が観測されておりますことから、危険が想定さ
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れる硫黄山周辺の区域を立入禁止として、昨年

度末から立入禁止区域内とその周辺において、

火山ガスの濃度を測定しておりますが、専門家

の意見等も踏まえまして、今後も火山ガス濃度

の測定・公表を行う必要があるということで、

今回補正予算をお願いするものであります。

次に、２の事業概要等でございますが、火山

ガスの濃度測定は、硫黄山の河口周辺及び県道

１号線周辺の10ポイントで、週３回を基本に、

硫化水素と二酸化硫黄の濃度を測定をいたしま

して、県のホームページ等で公表いたしますと

ともに、測定ポイントや測定頻度につきまして

は、専門家の意見も伺いながら、必要に応じた

見直しをしていきたいと考えております。

３の事業費は320万4,000円をお願いしており

ます。

次に、９ページをお願いいたします。災害救

助法に伴う救助費でございます。

まず、１の目的ですが、熊本地震に伴いまし

て、熊本県のほうから災害救助法による救助の

要請がなされましたので、熊本地震の被災者に

対しまして、民間賃貸住宅の借り上げによる応

急仮設住宅の供与を行うものでございます。

２の事業概要等にございますように、対象世

帯は10世帯を見込んでおりまして、11月以降の

民間住宅の借り上げに要する家賃ですとか、仲

介手数料等を計上いたしております。

３の事業費は525万8,000円をお願いしており

ます。

危機管理課は、以上でございます。

○福栄消防保安課長 消防保安課の補正予算に

ついて御説明いたします。

お手元の平成28年度９月補正歳出説明資料

の29ページをお開きください。

消防保安課の補正額は249万5,000円の増額補

正で、補正後の額は、右から３列目にあります

ように、５億6,455万2,000円となります。

主な補正の内容について御説明いたします。

31ページをお開きください。

（事項）消防指導費の新規事業「地域から消

ＴＵＢＥで伝える消防団の魅力事業」につきま

して、委員会資料で御説明いたします。

委員会資料の10ページをお開きください。

１の事業の目的ですが、消防団員の加入促進

であります。特に、消防関係者以外の県民に、

広く消防団の活動や魅力を伝えたいと考えてい

るところでございます。

２の事業概要ですが、若者向け、女性向けと

ターゲットを設定し、テレビコマーシャル用の

映像、インターネット投稿用の映像を制作する

ものであります。

３の事業費ですが、249万5,000円であります。

財源は、全額を国庫委託金としております。

消防保安課からの説明は以上であります。

○二見委員長 執行部の説明が終了しました。

まず、議案について質疑はありませんか。

○満行委員 議案第９号「宮崎県公共施設等総

合管理計画の策定について」の説明をいただき

ましたが、公有財産調整委員会ができて、その

事務局を総務課が担うということでよろしいん

でしょうか。

○上山総務課長 総務課が事務局を担っており

ます。

○満行委員 ほかの自治体とか見ますと、新た

なセクションをつくってやっておられるようで

すけれども、総務課では、そういう班とかチー

ムとかいうのでやっていらっしゃるんでしょう

か。

○上山総務課長 総務課では、ファシリティマ

ネジメント推進担当という担当で、今回４月に
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技術職を１名増員いたしまして、そこが中心に

なって取りまとめ等を行っております。

○満行委員 その専門の部署というか、かけ持

ちじゃなくて専従体制で、しっかりとした事務

局体制が必要かなと思いますけれども、いかが

でしょうか。

○上山総務課長 実は、この計画を策定するに

当たりましては、それぞれインフラと建物につ

きまして、担当課全て集まりまして、ワーキン

ググループというのを構成しまして、十数回検

討を重ねて、この計画をつくり上げてまいりま

した。

当然、そのワーキンググループには、県土整

備部、農政水産部、関係課全て入れてやってき

ております。私どもの総務課のほうで事務局を

担っていくわけでございますけれども、具体的

な細かい作業等については、このワーキンググ

ループで今後も詰めていくということで考えて

おります。

○来住委員 防災拠点庁舎との関係で教えてほ

しいと思っているんですけれど、つまり、今説

明がありましたように、兵庫県南部地震だとか、

それから南海トラフの地震を想定して今回のも

のはつくったんだけれど、現実には、熊本地震

はもっと強かったということに─したがって、

また設計をやり直すというのか、そこを補正さ

れるんですけれど、僕が気になるのは、何万年

もとか何千年もとかというんでなくてもいいと

思っているんですけれど、現実に、そうやって

熊本で地震があって変更しなきゃならんかった

ということが、現に起こったわけです。

そうすると、例えばここ数百年の間に、最も

大きいものだとか、今後もっと大きいものが予

想されるのかというのは、その辺の理解はどう

すればいいのかなと感じるんです。たまたま熊

本が起こったものですから、今度、それにも十

分耐えられるものにできるんですけれど、もっ

と大きいのが来たらどうするのかなと。

また、ある意味じゃ逆に、熊本の地震が来る

前に、もう現に設計されて、もう実際に供用し

ていたということになると、とても変更できな

いわけですけれど。つまり、実際に、どの辺を

我々人間として知見できるのかというのが─

もちろん、とてつもないものに耐えられると、

そんなことを言ってるんじゃないんですけれど、

その辺はどうやって理解すればいいのかなとい

うのが一つあったもんですから、お聞きしたい

と思っているんですけれど。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 今回の防災拠点

庁舎の耐震設計に当たりましては、熊本地震前

の段階では、委託先に示しました仕様書の中で、

国土交通省が指名しております官庁施設の耐震

性能の基準がございます。

その基準は３段階ございまして、その３段階

の中で一番グレードの高いものをということで、

これは、具体的な名称で申しますと、中央官庁

の建物ですとか、あるいは放射性物質を扱うよ

うな建物、あるいは病原菌を扱うような建物、

これら非常に高い耐震性を求められるような建

物に対して適用される基準をそのまま防災拠点

庁舎にも適用させまして、設計を委託したとこ

ろでございます。

具体的な性能で申しますと、大地震がありま

したときに、その構造体の補修をすることなく

建物を使用できるといった状態を保有させると

いったようなことを目指して設計させるという

ことでスタートいたしました。

その中で、この性能を実現するために、防災

拠点庁舎というのは、一般的な庁舎よりも、よ

り以上の耐震性が要求されますので、そういっ
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た高い耐震性能を実現するために、基準になり

ますのは、日本建築学会が出しております免震

構造設計指針というのがございまして、これが

免震構造建物の設計の基準になりますけれども、

これに対しまして、さらに余裕度を持たせた設

計が設計事務所から提案されましてスタートさ

れました。

それに対しまして、過去に日本国内で建ち上

がりましたさまざまな超高層ビルですとか、あ

るいは免震構造建物の耐震性能の検証に用いら

れていました地震波がございまして、これらの

地震波を６種類、それから、本県で最も懸念さ

れます南海トラフ地震の想定波、あわせまして

８種類の地震波を用いて検証いたしました結

果、35％程度の余裕度があるといった結論が出

てまいりました。ちなみに、この時点で、南海

トラフ地震に対しましては85％、それから兵庫

県南部地震に対しましては88％の余裕度を持っ

ておりました。

ところが、熊本地震がございまして、熊本地

震本震の地震波を入力して検証しましたところ、

その余裕度が13％まで落ちまして、これは、委

員御指摘のように、今後さらに大きな地震が来

たときに耐えられないと困りますので、この際、

もう思い切って設計変更しまして、さらに余裕

を持たせようということで、今回予算をお願い

するところでございます。

その設計後の耐震性能の考え方につきまして

は、今回新たに熊本地震というこれまでにない、

兵庫県南部地震を大きく上回るような地震波が

観測されましたので、それを新たな基準としま

して、それから、さらに十分な余裕を持たせる

ような設計にしたいと考えているところでござ

います。

○来住委員 わかりました。いや、全く素人な

ものですから、この前の熊本地震も意外と、何

ていうのかな、予期していないということはな

いんだけれど、余り警戒されてなかったですよ

ね。しかも、非常に大きいものが。

気になるのは、例えば、南海トラフについて

は何十年後までには何割の確率で来ますとかと

いうのがあるんですけれど、しかし、その大き

さも間違いないのかなと、今の人間が知見して

いるその揺れ、南海トラフの大きさは、間違い

なくそれ以下で来るのか。もっと大きいやつが

来ることはないのかなという心配があったもの

ですから、聞いたところです。

○坂口委員 ちょっと整理しながら聞いていき

たいんですけれども、今、余裕度とか、実際起

こった地震動とか、それから想定波とか幾つか

出てきたんですけれど、まずは、そういったも

のは、当然織り込んだ中での発注になると思う

んです。発注されたときの仕様書の中の与条件

です。これに対して、今言われたようなものと

いうのは、どんな形で発注されているんですか。

概要でいいですけれど、建物に、強度なり機能

を求めようとする与条件について。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 設計委託に当た

りまして、県が設定しました与条件でございま

すけれども、先ほどとちょっと繰り返しになり

ますけれども、国土交通省が、正式名称で申し

ますと、官庁施設の総合耐震対津波計画基準と

いうのを定めております。その中で、耐震安全

性分類が３段階ございまして、その中で一番高

いグレードのものを要求をしております。

それは、具体的なもの、性能としましては、

言葉で申しますと、地震後に構造体の補修をす

ることなく建築物を使用できることを目標とす

るというところまでを要求して、設計委託を開

始しております。
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○坂口委員 それはそうなんです。だから、言

われるのが、公共施設のⅠ類に分類されている

もののことを今言っているんだと思うんですけ

れども。そうなると、今のは、その中の地震に

対しての強度の問題です。

そこで、発注者側としては、具体的な数字を、

例えば、今、余裕度を言われたですけれど、余

裕度は幾らという命題を与えなきゃ、それは際

限ないものになるし、漠然としたものができ上

がりましたって、ああ、そうかって、それで、

どんなものやって言ったら、こういうものです、

ありがとうって言わなならんです。与条件をもっ

とシビアに与えてあるべきです。だから、まず

余裕度についてはどういうことを与えたのかと

いうことです。

まず、これは地震に対しての余裕度。そのと

き細心の注意を払うべきとか、何を基準に余裕

度を出すべきとか、例えば、設計した建物自体

の固有周期に対して、どの地震波のどの部分に

対してのどんだけの余裕度を持たせるとか、そ

れは仕様書に出さなきゃおかしい思うんです。

まず、そこらをどんな具合に発注されたのか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 発注段階では、

委員御指摘にありましたような具体的な余裕度

というのは、特に指定をしておりませんで、そ

の余裕度につきましては、受注者から提案を受

けまして、最初の段階で、受注者のほうから、

建築学会の基準に対して25％の余裕を持たせた

いという提案がありまして、私どものほうで、

近年建築されました他県の類似施設の耐震性の

余裕度を調査しました結果、おおむね妥当であ

ろうと考えまして、その25％という数値を承認

したところでございます。

○坂口委員 途中省きますけれど、それで35％

なり出たとかいう話だけれど、最終的に、今回

の設計変更後の余裕度については、業者はどん

な説明しているんですか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 設計変更後の余

裕度につきましては、正式にはこれから設計を

させていただきますので、現在、まだ確定値で

はございませんが、概略の見通しとしまして

は、50％程度の余裕度が確保できると聞いてお

ります。

○坂口委員 じゃ、50％の余裕度をよしとする

考えなんですか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 最終的には予算

を議決していただいた後に、正式に設計の指示

をいたしまして、それから最終的な確定値が出

てくるかと思いますが、その時点で業者と県と

の間で、十分その結果を見て協議をしまして、

判断を下したいと考えております。

○坂口委員 それは、おかしいと思うんです。

最初は25％の余裕度でいいという─熊本地震

のスペクトル図も見せていただいたけれど、一

番危険な部分の揺れに対しては参考として出さ

れるわけですよね。

前のは、そこのところももっと低いもので、

余り建物自体の固有周期とか共振とかを念頭に

置かなかった。その中で、25％でよかろうとい

うことで設計に入っておられるわけですよ。で

き上がったものが35％、これはオーバーだから

いいだろうと。今度は、かなりハードルの高い

ものに対しての余裕度をしっかり確保してくれ

と。国交省の基準は、確かに50％は各層ごとの50

％、こう言っていますよ。しかし、全体のもの

はそうじゃないと思うんです。恐らく25％ぐら

いでクリアできるもんです。

ところが、そういったものに対してのかなり

対象とすべき力が大きいものに50％持たせるの

と、かなり低かったものに25％。この25％の差
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は─今回2,000万ぐらいの設計変更をやられる

けれど、建物自体の建築費に対して莫大なコス

トがかかるんです。

25％でいいよと言ったものを何で50％求める

ことになるのかと。最初50％求めていればわか

るんです。だけど、その50％の根拠です、これ

はかなりの金がかかることで。だから、合理性

のある説明が必要だということを今言っている

んです。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 今のところ、ま

だ正式な指示は下していない段階ではございま

すが、業者のほうでは検討を進めていると聞い

ておりまして、その中で、今ある程度、設計が

進んでおりますので、見直しの内容としまして

は、柱なり、はりなり、あるいは免震装置なり

のサイズを少しずつ変えてみて、まず、一回一

回シミュレーションを行ってみて、その結果が

どう出るのか、それはコストにはどういうふう

に影響するのかということを一例一例検討をし

まして、最終的に、今、この案で行きたいといっ

たものが出てくるのかと考えております。

委員御指摘のように、コストダウンというの

も非常に大切な視点だと考えております。一方

で、その耐震性能を確保することという、相反

する非常に大切な面がございまして、その両に

らみになろうかと思いますけれども、適切な地

震波、建物の仕様の決定に向けて、予算の議決

をいただいた後に、協議をしてまいりたいと考

えております。

○坂口委員 それは、おかしいと思うんです。

出てきたものが50％なり、あるいは80％なり、

一番注意すべき、ビルが一番揺れるであろう周

期に対してのもので余裕度を求めて、50、60あ

るいは80出たと。そんな莫大な金かけないし、

そこまでは求めてないよということで、じゃ、

最初の25％以上を確保してくれって、ぎりぎり

で物を組み立てていった結果、30が出たという

のは、費用の面も見て、これはよしとすべきだ

と思うんです。

しかしながら、いや、これはもうちょっと抑

えてといったら、また設計変更です。目安を与

えておかないと、おおよそこれに合わせてくれ

と言えば、業者はたくさんの組み合わせのパタ

ーンを持っていますよ。柱からはりから、それ

から建材、構造、間仕切りの仕方と、そういっ

たものを持ってますよ。おおよそ、ここで、

じゃ30％を確保しようとしたときは、最初から

１回でするようにしておかないと、上がってき

ましたって、やってみたら80です、強いものが

できた、ありがとうでは、言ったように、建築

工事に入ったときに莫大な金がかかるし、その

根拠は、当初の25％と合理性をなくしているん

です。

物すごくシビアにやっていかないと建築費が

莫大に膨らみます。例えば、今の大まかな概算

でいいです。一の宮でも、あるいは益城の一番

危険な─何に対してでもいいです。今、おお

よそ見通しって、25％でやる場合と、60％、70

％でやった場合の概算でいくら違いますか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 大ざっぱな見積

もりになりますけれども、３億円ぐらいの増額

になると聞いております。

○坂口委員 余裕度がそれだけ違って３億円の

建築費で上がりますか。それだけで上がるんだっ

たら、むしろ最初の25％を80％ぐらいにやった

らいいじゃないですか。そしたら、今回のも十

分クリアできて、設計変更も要らなかったじゃ

ないんですか。

そんなこと考えられないでしょ。例えば、鉄

骨なら鉄骨の厚みと規格を一つ変えて、通し柱
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を上までやるのか、だんだん各層ごとの余裕度

を確保していきながら、最終的に全体の余裕度

を25％におさめるための先細りでやるのかとか。

免震装置にしても莫大なものが要るでしょう。

基礎工事だって変わってくるでしょう。そんな

になったときに、25％を60％、80％というその

差というのが、本当に３億ぐらいで変わります

か。そんなに僕は小さくないと思うんですけれ

ど。素人だからわからないけれども、イメージ

的にそんな─また、それぐらいのものだった

ら100％、200％の余裕度を最初から持たせてや

れば、来住委員が心配したように、本当にこれ

がマックスの地震かなと。

これだって、地震計から見て、ここで揺れた

ものの中で、この建物には、これが一番共振す

るなと、だけれども、そこに対して強いものを

つくろうとすると、このタイプの地震では、こ

れ以上にダメージを与えるものはないんだと。

ところが、その地震波を測定したのは、場所

が決まっているんです。地震計を備えつけたと

ころなんです。だから、熊本地震でも、あの広

い中で、もっと危険な波があった可能性はある

んです。そんな曖昧なやつなんです。

でも、どこかに基準を求めなきゃならない、

説明も要るというところで、地震計の中のどこ

かわからないけれど、それを拾って、これが前

の兵庫県ですか、そこのところよりももっと強

いよって、だから、これでやり直そうよと、し

かも余裕度50％になったよと。それをよしとさ

れるという流れがあったからです。

余裕度というのは、最初から決めておいて、

少しでもコストを安くして、そして期待してた

ものをしっかり確保するということが、入り口

で必要だと思うんです。じゃないと、もうちょっ

とコストを下げてくれって言ってたら、また設

計変更が要りますよ。そんないい加減な発注の

仕方と契約の仕方ってないですよ。

最初に業者に、これだけのものに耐えるもの

をつくってきてくれって言って、出してきたと。

次のものに耐えるものを出してくれと言って、

出してきた。いや、こんな余裕度要らないから、

もっと下げてくれ、上げてくれと。また設計変

更料をくださいなんてばかなことをやらせずに、

おおむね、いくらぐらいの余裕度で、これに耐

えるものをつくってくれと。注目すべき揺れは

この周期だとか、この波だとかいうこと、今度

のは、そんな作業なんです。

それで二千何百万もかかるって言われるけれ

ども、もうちょっと強い揺れのこの部分に対し

て、こういう建物をつくってくれっていうとき

─具体的に、さっき言ったように、柱の厚み

を変えたり、サイズを変えたり、あるいは本数

を変えたり、はりをちょっと強化したり、何か

筋交いみたいなのを入れたりとか、それから免

震装置を大型のものに変えたりとか、そんな作

業なんです。

その作業をするのに、二千何百万円の設計変

更料は、何でそんなにかかるのかなって。危険

を当て込んで、大型コンピューターでパッとや

れば、スポンとそういうものは出てくるんです

よ。そこもおかしいです。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 委員の御指摘は

ごもっともだと思います。

今回の設計変更は、特殊性と申しますか、耐

震性能がある程度固まった状態から設計変更を

行う関係で、例えば天井高ですとか、建具のサ

イズですとか全部決まっておりますので、そう

いったものまで変えてもいいよと言い始めると

大設計変更になってしまいますので、そういっ

たところは基本的に変えないで、とにかく柱、
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はりと免震装置だけの操作で耐震性能を高めて

くださいといった指示をしております。

設計事務所との協議の中で、当初、県からは、

益城の地震波はどうかということで協議を始め

たんですが、設計事務所側からは、阿蘇市の一

の宮というところで観測された地震波が免震構

造の建物に対しまして、大変クリティカルとい

いますか、影響を与えやすい長周期地震動とい

うものがございます。この長周期地震動が、こ

の一の宮におきまして、気象庁が25年度から試

行で出しております長周期地震動の階級のレベ

ル４といいますか、最高レベルを今回初めて観

測をしておりまして、この一の宮の地震波も考

慮しておかないと、東日本大震災でもそうでし

たけれど、非常に大きな長周期地震動が来たと

きに耐えられない可能性も考えられますので、

その長周期地震動もあわせて検討材料に加えた

いといった提案がございまして、一の宮の波を

取り寄せて比較しますと、益城町の波の最高点

と同程度の速度が一の宮の長周期波で観測され

ていたといった状況がございました。

ですから、この２つそれぞれ、揺れの種類は

全く違いますけれども、それぞれの地震に十分

耐え得るような地震を、既存の建物の形態とか

天井高等をいじらずに確保してくれということ

で指示をいたしまして、その結果、どのくらい

の余裕度を持たせれば、そこまでの要求水準に

到達できるのかというのが、ちょっと最初の段

階でわかりませんでしたので、とりあえず探っ

てみてくださいと言っている状況でございます。

最終的に、議決をいただいた後、正式に指示

をしますと、また数字が変わってくるかもしれ

ませんが、とにかく要求する水準としましては、

熊本地震に対しまして十分な余裕を持ちつつ、

かつ、コストを極力上げないといったことで設

計をするように指示をしたいと考えているとこ

ろでございます。

○坂口委員 言われる意味はわかるんです。わ

かるけれども、やはり予算と求めるべきものと

をシビアにやっていかなきゃだめだと言ってい

るんです。

長周期地震動、免震には、やはりここのとこ

ろが一番怖いんだと、それはわかり切ったこと

です。短い周期を長くしてから、地震に耐えよ

うという、大まかに言えばそういうこと。その

ために免震装置を使って周期をゆっくりに変え

ていこうと。

だから、固有周期を４秒なら４秒にすれば、

４秒のところのエネルギーを一番強く持った地

震に対して気をつけなさいよと、そこに耐えれ

ば、ほかの地震に耐えられますよということだ

から、それは当たり前です。一の宮がどうもそ

ういうタイプの地震だったっていうので、これ

を過去最高の危険なやつだって、益城じゃなかっ

たよって、一の宮だったよっていうことを専門

家会議か何か地震学会か知らんけれど言ってき

たと、それに備えよというのが今の説明で、そ

れは正しいことだと思うんです。

だけれども、一の宮の測定器があったところ

以上に、そのエリアの中で強いところが現実に

あったかもわからない。もう少し違うタイプの

同じ震度７なりマグニチュード７なりの地震で

も、もうちょっと中を解析していったら、違う

スペクトルの波のタイプが出てくる地震がある

かもわからない。現実に、過去起こっているか

もわからないという中での余裕度を、やはり最

初は25％で、それより低い波にしても、本当に

そういった検証をしていて一番怖いやつだなと

いうものを、過去、神戸あたりからも拾ってな

い可能性はありますよ。
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恐らく一番建物が壊れたところ、あるいは大

型構造物も倒れたよというところで、ここが、

やはり揺れが一番強かったなっていう。免震構

造を対象にした危機感じゃなくて、壊れたとこ

ろの危機感、しかも横揺れだったかもわからな

いし、両方とも直下型なら縦だったかもわから

ない。今度の熊本だって、あれだけダメージを

受けているのは、恐らく揺れは、縦ですよ。

しかし、うちが気にすべき南海、東南海あた

りは横です。そこらからも、どう考えるかで、

根拠が、また違ってくる。だから、どこかで線

を引かないといけないけれど、ここのところ、

この波を参考にしようと、だから、これを与条

件として設計会社に与えて、これを参考にしろ

と。そして、国交省の基準の125％だと、それを

基準にして、各層150％だと、トータルは─最

初に逆算でぴしゃっとした設計はできないから、

おおむねそれに向かって組み立ててくれと。で

きたら、そのシミュレーションを持ってきてく

れって。130ならよしとしましょうと。170も180

もだったら、ちょっとコストがかかり過ぎじゃ

ないかって、コストを下げるためには、いかな

る組み合わせがあるかということとか。場合に

よっちゃ、ダンパーでも何でも入れていいじゃ

ないですか。はりをふやすなり、柱をふやすな

りしてもいいじゃないですか。そんなことをや

りながら詰めていくのが本来あるべきやつで。

しっかり条件は与えて、設計変更のときは、

あなた方の責任だぞと、言ったのとは違うもの

を持ってきたじゃないかと、2,000万円は努力し

て設計変更をやってとしとかないと、同じ成果

品を求めるのに、契約のときのやり方、与える

条件でうんと違ってくるし、言われるがままで、

この与条件ならうちはいいと思いますよ、これ

で宮崎県さんいかがですかって、ああ、そうで

すか、じゃ、その余裕度でくださいなんて、そ

んなばかなことで発注したらだめだと言ってる

んです。

これだけの余裕度のものをつくってこいと、

高さは何ぼだと、その中に何階入らにゃいかん

ということ、平面は何ぼだとか、そういったも

のをやっていかないと。じゃないと、今度もう

一回地震があったら、またやり直さないといけ

ないですよ。50％必要だって説明するんなら、

その次やり直したって、40しかなかったとした

ら、またやり直さんといかんです。その都度設

計変更料を払うんですか。そんなばかな発注の

仕方はないと思うんです。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 委員御指摘の点

は、大変ごもっともだと思います。

これから、議案を議決いただいた後、正式な

協議に入ってまいりますが、要求する基準を明

確にしつつ、必要な耐震性能を確保させて、な

おかつコストダウンは精一杯させるといったこ

とで、業者に指導をしてまいりたいと考えてお

ります。

○坂口委員 何で50％と言うのかわからんけれ

ど─静岡県条例が根拠かわからないけれど、

ああいったのは、日本で一番激しい糸魚川断層

とか静岡あたりが、昔から地震に対しては日本

で一番危ないところだと言われているものとか、

そういったもので、あれは独自に国の基準より

高いものをこさえてる。その中でも、やはり国

の基準どおりⅡ類については余裕度125％でいい

よとかやっているわけです。そこのところが一

つと。

えらいしきりに余裕度と言われるけれども、

国の示した設計基準の中にも、強度に対しても

地震動に対する強さというものに対しても基準

をしっかり示しているけれども、そういったⅠ
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類に類する建物、官公庁舎を建てる場所につい

ても、その基準ではしっかり求めているじゃな

いですか。

その中で、はっきり、例えば、３章あたりで

求めているのは、そういう建物の前のインフラ、

道路、これが使えなくなるようなことではだめ

ですよと。仮に、そこがちょっと問題が生じた

ら、即使えるようにしなさいと。ここは、津波

浸水が、あるいは洪水浸水で１メーターもつか

るような場所、その危険性がある場所って、一

方じゃそんないい加減なことをやっているんで

すよ。一方じゃ、国の基準がこうだからって、

それは５割増しでやっていきましょうなんて、

そんなのとても県民は理解しないです。

本当に、国の基準がこうだから、県民に責任

を持ったものをつくろうといったら、これは、

場所を変えなきゃだめですよ。もし、頭の中に

あるなら言ってください。国の設計基準のⅠ類

に加わる施設の設置場所についての第３章の１

項の２です。どう書いてありますか。インフラ

と道路はしっかり、いつでも問題がないように

しなさいということ。

だから、さっき言われた農林振興局とかを、

市町村の分を担う施設にするなら、国の基準は、

そこらまで今度はやっていかなきゃ、本当はい

けないんですよ。基準を全て満たすことはでき

ないんだから、でも１つでもそういったものを

宮崎市内だけじゃなくて、日向にも、あるいは

串間にもそういったものを少しでも整備してい

こうといったときは、ある程度、何億でも何十

億でもいいから、節約しながらやっていこうと

いう、そういう金の出し方しなきゃだめ。その

ためには、しっかり条件を与えて発注しないと、

設計会社の言われるがままになってしまうとい

うことなんです。これは答えにくいけれど、国

の基準は、Ⅰ類はそんなになっていますよ。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 御指摘の点につ

きましては、再度確認をして対処してまいりた

いと思います。

○坂口委員 余裕度については、本当に真剣に

検討していって、じゃないと最初の25％は余り

にも無責任な条件を与えてたということになり

ます。だから、それで大丈夫だと判断したんだっ

たら25％で通さなきゃ、おかしいと思う。

業者がそこのところに、頭の中では、これを

やってみて何％だったという、100％精度の高い

余裕度を出そうとすればそうだけれど、逆算で、

こういったものに近いものの余裕度で組み立て

ていこうと思ったら、それも業者が設計はでき

ます。そこで調整をしていけばいいわけです。

だから、ぜひ設計変更の契約をするに当たり

─どうせ随契でしょうから、そのときに、設

計金額の積算の仕方から全て、やはり基本に戻っ

て、こういう積み上げで設計変更額は幾らです

よとしなきゃ、うちのところでは、これだけの

作業をしていきますから、いくらくださいなん

ていう、そういうやり方は、それはだめだ思う

んです。そこのところを、やはり責任というか、

合理性のあるような設計変更の契約を。設計変

更はいたし方ないでしょうから、そういう前例

に耐えないという、13％の余裕度しかないとい

うことになれば、やらざるを得んけれど、あく

までも25％あれば大丈夫だという、県が責任持っ

て出した数字が最初の契約時にあるわけですか

ら。業者がこれだけのものが出ましたと言って、

それならクリアしているからいいでしょうと、

今回の県の考え方の中、これで大丈夫というの

は、あくまでも25％です。そこはぜひ、部長も

今後検討していただいて。

国体とか、今の総合管理でもそうです。これ
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から財政需要が物すごく待っています。だから

やはり、しっかりやっていただきたいと思うん

です。

○日高委員 ちょっと私も議員になってまだ２

年ぐらいなんですけれど、この公共施設と総合

管理計画というのは、今までなかったんですか。

○上山総務課長 全体を取りまとめた計画とい

うのは、今回が初めてでございますけれども、

先ほど説明いたしました別冊のほうに、例えば

４ページでございますけれども、県営住宅とい

う区分がございますけれども、こちらのほうに

ついては、既に県営住宅長寿命化計画という形

で、今回予定しております個別計画と同じ考え

方で策定はしております。

また、インフラにつきましても、道路とか河

川、港湾等については、例えば道路につきまし

ては橋梁長寿命化修繕計画、トンネル長寿命化

修繕計画といった個別のインフラについては、

長寿命化を目的とした形でつくってはおります

けれども、全体に統一的な見方で長寿命化をし

て平準化していくという考え方で進めていこう

というのは、今回初めてでございます。

○日高委員 もう10年ぐらい前から、市町村の、

思わず全体的見直しに取りかかっているところ

は当然ありました。というのは、なぜかという

と、改修と言うんですけれど、言ってみれば、

結局、途中のメンテナンスをすれば長寿命化に

つながるというのもあるんです。

県の場合は、特に今、国体があるから言いま

すけれども、スポーツ施設は基準が変わってま

す。昭和54年当時と、いろんな中で、やはり陸

上競技場の広さの基準とか、野球場でも変わっ

てくるんです。そういったのに対応していけば、

ここに来て、こんなに一気に国体の主要３施設

の予算が何百億とかかることはなかったと思う

んです。

野球はＳＢＯって、ストライク、ボール、ア

ウトというのが昔だったんです。５年ぐらい前

に、ボール、ストライク、アウトに変わったん

です。そしたら、サンマリンスタジアムでファ

ームの日本選手権やったら、まだ変わってない

ぐらいです。もう世の中反対になっているのに、

何考えてんだって。

細かいところで言えば、そういうことが出て

くるんですが、メンテナンスもやはり考えていっ

てもらいたいなとは思っているんです。

この計画にはメンテナンスは入ってくるんで

しょうか。

○上山総務課長 ３ページを見ていただきたい

と思うんですけれども、先ほど老朽化対策とい

うことで、右側の真ん中のほうの枠囲いがある

かと思います。

従来は、傷んでから補修するという考え方だっ

たんですけれども、今回は予防保全的な機能を

盛り込むという考え方で、このメンテナンスサ

イクルという考え方を取り入れております。

具体的には、点検、診断を実施いたしまして、

それに基づいて修繕、改善等を実施する、そう

いった情報をまた蓄積していきながら、次回の

点検に役立てていくという、そういったことで

やっていこうということで、今回メンテナンス

サイクルということを考えております。

ただ、実際どういった形でそのメンテナンス

を行っていくかについて、先ほど委員がおっ

しゃったように、いろんな施設なりインフラが

ございますので、個別の類型ごとに、こういっ

たメンテナンスサイクルを今度ピシャッとした

形でつくって、10年、20年のスパンの中で一番

平準化していくような形での補修とか修繕等を

やっていくという考え方で、今後、具体的な作
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業を進めていくことになっております。

○日高委員 そうですね。やはりメンテナンス

が長寿命化に確実につながっていくのは当然の

ことですので、その辺もちょっと。建物によっ

て当然違ってくるんです。そういうのをちょっ

と細かく詳細にやって管理をしとけば、この時

期には、次はこれだとなるわけです。例えば、

この施設は何年たってて、鉄骨階段だったらさ

びやすいから５年に１回は何か手入れを加えな

いかんとか、細かく、その建物の中にもあるん

です。そういった細かいデータというか、そう

いったものをしっかりできるようなシステムみ

たいなやつがあればいいかなと前から思ってい

るんですけれども、そこら辺も細かくやっても

らえばいいかなと思います。

それと、国のインフラ長寿命化基本計画があっ

て、その下に県の計画が来ているんです。

例えば、市町村には、国の出先機関、いわゆ

る国土交通省の出先機関とか、農政局とか港湾

と、また県の出先機関、これも農林振興局とか

北部港湾とか、出先機関がそれぞれあるんです。

あと市町村は支所があるんです。これが、例え

ば一つの同じビルの中に入ってるということは、

まずあり得ないです、ばらばらです。これ、国

と連動してやってるんだったら、例えば農政局

とか国交省とか、県の出先機関で─串間とか、

日向とか、港湾何とかって。そういったビルを

一体的に管理というか、そこに入ってやったほ

うが、維持費とか、コストはかなり下がると思

うんですけれど、そういったことは考えられな

いんですか。

○上山総務課長 日高委員がおっしゃった考え

方が、まさに今回、私どもが新たに書かせてい

ただきましたエリアマネジメントという考え方

になります。

このエリアマネジメントというのは、国・県

・市町村それぞれ施設、いろんな課題を持って

おりますので、お互いに情報を共有化して、先

ほど委員がおっしゃったように、今度国が新し

い庁舎をつくるというときに、例えば県も中に

部分的には入れるんじゃないか、市町村も入れ

るんじゃないか、そういったことまで含めた形

で、将来的には、国・県・市町村の施設を本当

に有効に効率的に使うということを目的として、

今回このエリアマネジメントという考え方を出

させていただきました。

現実的には、もう実はそういう動きが始まっ

ておりまして、日向なり都城なり宮崎なり、国

と県と市で、現在、情報、データ共有化を進め

ておりまして、将来的には、委員がおっしゃっ

たように、10年先、20年先に、例えば、市が庁

舎を建てかえるとかいうときに、どういった形

で国の施設、県の施設が有効的に使えるかまで

も含めた形で、このエリアマネジメントという

のを推進していきたいと考えております。

ですから、今後の公共施設等を総合的に管理

していく上では、先ほど委員がおっしゃったよ

うな考え方が一つの大事な部分じゃないかなと

考えておりますので、こちらについては、特に

力を入れて取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○日高委員 北部港湾、国と市と一体的に─

ばらばらなので、５つ、６つは一体的にして、

耐震化をきちっとして、防災タワーも一番上に

設けるという形が、多分、市町村のほうから提

案はあったと思うんです。

しかし、県のほうも、こんなこと無理だよと

いう感じではあったみたいですけれど。やはり、

そういうことは積極的にしていかないと、防災

タワーでしか国から出らんです。そういった公
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共施設系は─このメンテナンスが何だかんだ

言うんであれば、私は、国のほうから出てもい

いと思うんですけれど。

それはやはり、統括監も国から来てるから、

公共関係と防災タワーみたいなのを一体的にで

きるようなことをしていかないと、やはりエリ

アマネジメントといっても、なかなか厳しいか

なと思うんです。坂口委員の耐震の話と、ちょっ

と重なる部分はあるんですけれど。そこら辺も、

危機管理課で、どんどん国のほうに上げていっ

てほしいなと思うんですけれど。

○上山総務課長 確かに、委員がおっしゃるよ

うに、例えば日向につきましては、県のほうは

北部港湾事務所というのがございまして、国の

ほうもそういった施設があるんですけれども、

かなりどちらも老朽化しております。

これにつきましては、宮崎財務事務所あたり

も非常に危機感を持っておりまして、長期的な

視点で、日向市あたりと協議しながら、いい形

で進めていきたいということで、今、日向市に

おいても、このエリアマネジメントということ

で、国と県と日向市と入りながら、どういう形

でやっていこうかということで、国も交えて、

今、協議を進めているところでありまして。将

来的には、一番お金のかからない形でやれれば

ということで、取り組みを始めたばかりでござ

いますので、よろしくお願いいたします。

○坂口委員 まず総合管理となると、やはり県

民のニーズとか、それから適正な配置とか、そ

ういった面からやっていかれる配置上の管理と

いうのが、一つ総合管理的な感覚かなと思うん

ですけれど、個別管理、施設管理、これになる

と、一つには、ファシリティマネジメントとい

う考え方に基づけば、今のところ、そう修理し

なくてもまだ大丈夫だなというものとかある。

そして、財源とにらみ合わせながら、それを平

準化していこうという考え方も、もともとにあ

るんですけれど、本当のファシリティーとなる

と、大型施設なんかは、今のところ差しさわり

ないけれど、今ここのところをやってると。だ

から予防医学ですよね。大手術をやる前に、

ちょっと予防医学をやってカンフルしておこう

と。

このことによって、生涯の補修といった保全

のための維持管理はかなり安くなるし、寿命が

延びますよという考え方とか、もうお金の都合

上できませんよとか、そういったことをトータ

ル的に判断せんならんときに、個別の建物の診

断士というのが要ると思うんです。あなたは、

どんな病気の前兆がありますよとか。こうなる

と、かなりプロフェッショナルの診断士ですよ

ね。

こういう業者を、やはり県内で育てておかな

いと、全て県外にお任せということで。今言っ

ている地産地消とか業者の育成とかいう、ここ

らのところが一つ欠けていそうな気がする。ファ

シリティマネジメントになると、本当に、かな

りな高度な意見を交わさないと、うちのはもう

倒れそうなやつがあるのに、何でそこに、そん

なに突っ込むのとか、そこのところ、説明責任

というのは、なかなか納得するような説明は難

しいと思うんです。そのための人材とか業者さ

んを育成していくということが非常に必要かな

と思うのと。そうなると、個別に、やはり人間

ならかかりつけ医師にカルテがありますよ。こ

の間来たとき、あなた体温は何度で、そして、

かくかくしかじかだって食欲はこう言っておら

れますねとか、数値はこうでしたねというよう

なものをずっと、やはり大型施設ごとにカルテ

を持たせるべきだと思うんです。
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それから、将来を見据えながら適切な診断を

やってもらうというものがないと、これは本当

に、ただ考え方としての総合管理計画なり施設

管理計画であって、実際、それをやっていこう

となったときは、かなりの人材が伴う。

今度は、新規投資とか、そういったものの今

の公共予算は、ほとんどもうそこにつぎ込まざ

るを得なくなるんです。そうなったときに、県

内に専門業者がいませんから、県外に発注しま

したなんていう、情けない話じゃだめだから。

技術方と連携とりながら、将来、この予算は何

年後に何十億ニーズが出ますよとか、ずっと何

十年分が見えてくるわけですから、そのとき県

内にこれだけの専門業者が育成されてないとこ

ろは、みすみすよそに持っていかれますよとい

うようなことを、やはり同時に進めないと、こ

れだけじゃだめと思うんです。そこのところを、

ぜひやっていただきたいと思います。

○上山総務課長 坂口委員がおっしゃいました

ように、そういった施設ごとのカルテ化といい

ますか、そういったことについては、今後、個

別施設計画をつくる中で対応していきたいと考

えております。

今、委員のほうから御指摘もございました人

材育成なり業者も含めまして、私どもの推進組

織の中で、実際に部会なり幹事会等を設置して

おりますので、今、御指摘のあった点も踏まえ

て、将来的な課題という形で幹事会なり部会の

中で、具体的な対応まで今後検討していきたい

と考えておりますので、またよろしく御指導を

いただきたいと思います。

○坂口委員 ですね。だから、これは、やはり

そういったことに、今度、携わってくれる業界

と連携しながら将来のスケジュールを示して

やっていかないと、診断一つにしても、もうシュ

ミットハンマー一つでという物理的なやり方も

あるし、それと、科学的にレントゲン撮りましょ

うとＸ線でやっていく方法とかいろんな方法が

あって、それに対しての技術者を育てたり装備

をやったりする準備期間もやはり必要だと。

だから、そういった担い手の人たちに、将来

予測をしっかり示しながら、体力を整えておい

てくれということとセットでやっていかないと。

計画はつくったが、誰がそれをやってくれるか

となったら、県内にいないとか。ここの範疇を

超えますけれど、ぜひ事業方というんでしょう

か、技術方と連携をとってほしいなと思います。

○二見委員長 関連質問はございますか。

なければ、その他の項目で。

○来住委員 委員会説明資料の９ページ、災害

救助法。ちょっと補足説明してほしいんですけ

れど、現実にもう熊本のほうから、10世帯の方

が既にもう待っていらっしゃるのか。それから、

入る方もいろいろだと思うんです。御夫婦の場

合もいらっしゃるでしょうし、子供さんがいらっ

しゃるとか、また、ある意味では、ちょっと障

がいのある方がいらっしゃるとか、いろいろあ

ると思うんですが。それから、地域も違うんじゃ

ないかと思うんです。例えば、高千穂町が近い

から、高千穂のほうにしてほしいとか、いや、

宮崎でないと困るとか、具体的にどんな状況な

んでしょうか。ちょっと補足していただければ、

ありがたい。

○平原危機管理局長 この10世帯は、まだ、あ

くまで見込みでありまして。

公営住宅のあいているところに入っていただ

くということで、実際に避難されている方もい

らっしゃいますので、10世帯ぐらい見込んでお

けば大丈夫かなということで、この数字を出し

ております。
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それから、個別の状態につきましては、もと

もとの出どころの市町村で罹災証明をまずとっ

ていただきますので、その辺で話を伺って、こ

ちらと調整しながら、どういう場所がいいのか、

どういう住宅がいいのかということが決まって

くると思います。

これは、災害救助法で、家賃の上限が救助法

でできるのが６万円と決まっておりますので、

その範囲以内で住宅を探してあっせんしていく

ということになろうかと思います。

○来住委員 家を実際にお願いして借り上げる

のは、具体的に熊本のほうから、今後来るわけ

ですね。今後、じゃ、宮崎市のほうにひとつお

願いできないか、延岡のほうでひとつお願いで

きないかとか、そういう地域についても。大き

さは、６万円と決まっていますから、多分それ

に合わせることになると思うんですけれど、具

体的な執行としては、今後のそういう熊本との

関係で起こってくると理解すればいいんですか。

○平原危機管理局長 そのとおりでございます。

実際は、建築住宅課で予算執行いたしますの

で、そちらに分任をいたしまして、今も東日本

関係で避難されている方は建築住宅課でやって

おりますので、同じような対処をしていくとい

うことになります。

○二見委員長 関連質問はありますか。

なければ、ほかの項目についての。

○日高委員 補正予算についてです。

今回、国が今から出そうという大型補正予算

の時期としては、県議会が先に開かれて、国が

後から開かれるということで、３兆円を超える

規模の大型補正が出ると聞いておるんですが。

これについて、大型補正の見通し、各部からい

ろいろヒアリングしていると思うんですが、大

体宮崎県の規模として、どれぐらいを考えてい

るのか。

それと、いつごろ、この県議会臨時議会が開

かれる予定として考えておられるのか。という

のが、補正予算が決まったら、すぐ執行しない

と、困っているというか、それを当てにしてい

るというか、まだ経済浮揚にもつながるという

ことで、どんどん仕事も出してやらないかんと

いう分も、これは大きな命題なので、それにつ

いて、何か見通しをお聞きできればなと思いま

す。

○川畑財政課長 国の補正に伴う県の対応とい

うことでございますけれども、国の経済対策に

伴います補正につきましては、今回の予算には

上げていないところです。その理由としまして

は、各部について、国から要望額の調査等が来

ているところでございますが、まだ、国会が９

月の26日からということもございまして、具体

的な事業がどれぐらいという見込みが立てられ

ないということがございます。

なので、それを踏まえて、県としてもいつご

ろ対応が可能かということになりますが、まだ、

規模としては見込みが立っていない状況にござ

います。

○日高委員 先ほど、各部とのヒアリングとい

うことで、ちょっと言ったんですが、要求は相

当していると思うんです。それは、どこの県も

するわけですから。それで、やはり補正予算が

なぜ大事かというと、すぐ準備に入れるという

ことですよね。いわゆる業者さんとかがすぐ準

備に入れる段取りがかなり必要なので、国会が25

日から始まるということで、今の状況では、い

ろいろ国会スケジュールも大体流れていくと思

うんです。だから、なるべくそこら辺を準備を

しっかりしてもらって、適正に、早く、スピー

ド感を持ってやれるようにお願いをしたいなと
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思います。

○川畑財政課長 国の内示があってからの対応

ということにはなると思うんですけれども、で

きるだけ迅速に対応してまいりたいと思ってお

ります。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。な

いですか。

では、いいですか。

７ページの災害対策本部運用体制等強化事業

についてお伺いしたいんですけれども。この概

要の中で、②の物質調達・輸送調整等支援シス

テムの改修ということと、３番目は、避難所を

指定避難所、指定緊急避難場所と変えるという

改正をほかにもされていくんだと思うんですけ

れども、熊本震災のときに、私も何度か現地の

ほうに入ってみて感じたことは、要するに、行

政が把握している学校とか、そういった集会所

みたいなところの大きい避難場所に関しては、

道路の復旧といいますか、物流の回復は非常に

早かったので、新聞紙等も非常に早く言ってた

わけなんですけれども、行政とかが把握してい

ないところにも、やはり避難されている方とい

うのは結構いらっしゃったんだと思うんです。

そういった、いわゆる行政が把握し切れてい

ないところに対するサポートというか支援をし

ているのが、私たちが行ったのは、五ヶ瀬で活

動したＲＱ九州というＮＰＯ法人がやってたわ

けなんですけれども。要するに、行政がちゃん

と役割をする場所、ああいったボランティアセ

ンターとか運営する社協がやるテリトリー、民

間がやるテリトリーというのは、こういうある

程度の役割分担はあったのかなと思ったわけな

んです。やはり民間でやる部分、そして行政が

把握し切れないところへの対応というところに、

今回、県として、新しく対応していかなければ

ならないんじゃないかなと感じたわけなんです

が、そこ辺というのは、やはり今回のこの体制

強化事業の中に入っているんですか。

○平原危機管理局長 このシステム改変は、基

本的に市町村が把握した情報を伝えていただく

ということですので、今言われた話については、

市町村が把握をまずできるかどうかという話が

ありまして。車中泊でありますとか、いろんな

課題が出てきておりますので、その辺をいかに

やるのかというのが、まず課題としてあろうか

と思います。その上で、それをシステムに反映

できるかという話は、また次の段階になろうか

なと思っております。

○二見委員長 要するに、把握できていない部

分なんで、それをどう克服するか非常に難しい

ことなんだと思うんです。都市部のほうだった

ら、まだいいんだと思うんです。

やはり山間部といいますか、少ない集落であっ

たりとか、学校とかから離れていたりとかいっ

たところは、非常にそういう部分が出てきて、

断水してしまって水がとまったりとか、そういっ

た非常に困っているという話も聞いてたもんで

すから、できるだけの対応を検討していただく

ようにお願いします。

○平原危機管理局長 今回の熊本地震でも、そ

ういう情報の集約も一つ大きな課題でありまし

て。国のほうから情報通信にお願いをして、あ

るいはｉＰａｄ（アイパッド）を各避難所に配

置して、それで簡単に入力できるようにして、

データを送って、何が足りないとかいうのをやっ

て、ある程度うまくいったと聞いておりますが、

やはり個別に聞きますと、そのときに必要なも

のをお願いして、届いたときには、もう既にほ

かのところから入って余っていたとかいうのは、

非常にその辺は情報をいかに共有して迅速に対
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応するかというのは大きな課題だろうと思いま

す。

国からのプッシュ型支援についても、同じよ

うに途中までは来たんだけれど、そこから個別

の避難所に行くのに手間がかかってとか、いろ

んなそういう課題は本会議でも答弁差し上げま

したけれども、認識しておりますので、今後、

今、九州地方知事会あたりでその辺の検証を各

県とやっておりますので、今後、その辺の対応

を考えていきたいと思っております。

○日高委員 関連。いろんな市町村との情報の

共有とか、いろいろとこういうシステム化は、

もうかなり進んでいると思うんです。こういう

図上訓練も必要ですけれど、現実にやる、例え

ば避難所運営訓練とか、防災訓練は、毎年、各

ブロックごとにやっていますよね。なぜ、それ

が必要かと言うと、実質動いてみてると、やは

り課題が見つかるというのはあるんです。一番

怖いのは、職員さんにしても、地元の今の我々

は、大災害に遭った経験がないんです。だから、

システムもいいんですけれど、やはり常に訓練

もしっかりとしていく。そこで、局長が言われ

るように、市町村の役割はすごく大きいわけで

す。

ただ、一番なのは、やはり人的支援の中で、

県がどれだけ関与していくのかというところも

かなり出てくるわけですし、道路にしても、や

はり脆弱な道路というのも、かなり宮崎県の場

合はありますので、その辺も含めて、こういう

システム化の連携ももちろん必要ですけれど、

やはり人と人との連携ということも─これは

市町村との連携、もちろん国とも連携出てくる

と思うんですけれども、それがあわせて必要だ

と思うんですが、その辺どうでしょう。

○平原危機管理局長 おっしゃるとおりでござ

いまして、これは、市町村がしっかりやってて

入力してくれるというのを前提にこのシステム

は動かしているんですけれど、実際、熊本地震

ではなかなか市町村がそこまでうまく動いてな

いという実態もありましたし、ここにあります

ように、庁舎が壊れてテントで作業していると

いう状態もございました。

そのようなこともございますので、今回も我

が県からも、実際応援に参りましたけれども、

実際、県内で起こった場合も、各農林振興局あ

たりから、すぐに情報連絡員を各市町村に出し

て、直接県が情報をとるようなことをしようと

いうことで、今、訓練等も始めておりますし、

訓練につきましても、言われるように、その訓

練だけやってもしょうがないので、訓練をつく

り上げる過程で、各関係機関と一生懸命訓練の

積み重ねをすることで、この機関はどういう機

能があるとか能力があるということを、それぞ

れの機関が理解して、いざというときはあそこ

に頼めばいいと、顔の見える環境をつくりなが

らやっていくことが大事かなと思っております。

○日高委員 各地域、広域消防もあるんですけ

れど、消防本部がありますよね。消防本部とい

うのは、言ってみれば県の危機管理と一緒のよ

うな感じですよ。市町村の建物は大丈夫だとは

思っているんですけれど、そこの消防本部の職

員というのは、災害時は一番、多分地元ではか

なり力を発揮するだろうというか、してもらわ

ないといけないところなので、その辺とも、消

防本部との連携、消防であるんですけれど、そ

の辺って消防関係というのはどういうふうな、

県と消防ってどういうつながりでやっているん

でしょうか。

○福栄消防保安課長 今、消防本部の消防長さ

んと定期的に会合等を開きまして、どういう連
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携をするのかということで、今、受援計画とい

うことで、県内の被災があった場合に、各消防

本部で、どういうふうに協力していくかという

計画も策定しているところでございます。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

では、次に、報告事項に関する説明を求めま

す。

○上山総務課長 それでは、損害賠償額を定め

たことについて御説明をいたします。

お手元の常任委員会資料の14ページをお開き

ください。

12件報告させていただいておりますが、まず

上段のほうでございます。県有車両による交通

事故について御説明いたします。

これは、平成28年５月16日に、宮崎市霧島２

丁目の宮崎銀行霧島町支店、その前の路上にお

きまして、宮崎県税・総務事務所の職員が、同

支店の駐車場から左折して公道に進入した際、

直進してきた相手方車両と出合い頭に接触した

ものであります。

主な事故原因は、職員の安全確認不足による

ものでありまして、過失のほとんどは県側にご

ざいます。相手方への損害賠償額は、人身と物

件合わせまして25万6,336円で、全額、保険によ

り支払われているところでございます。

交通事故の防止につきましては、日ごろから

注意を喚起しているところでありますが、今後

さらに再発防止に向けて指導を徹底してまいり

たいと考えております。

次に、下の段、車両の損傷事故についてであ

ります。

これは、平成28年５月10日に、東臼杵郡諸塚

村の諸塚地区合同庁舎の駐車場におきまして、

県有地であります西側ののり面から落石があり、

駐車していた一般車両１台に損害を与えたもの

であります。

事故の原因は、隣接するのり面について、特

段の落石対策を行っていなかったために、石が

一般車両を直撃したものであり、過失は全て県

側にあります。損害賠償額は物件のみでありま

して、32万6,213円で、全額県費により支払いを

行います。

なお、当該駐車場につきましては、現在、落

石防止のためのコンクリートブロックを設置し

ております。

今回の件を踏まえまして、県庁舎等の安全管

理につきましては、管理者に対して、さらなる

安全管理について指導を徹底してまいりたいと

考えております。

総務課は以上でございます。

○福栄消防保安課長 損害賠償額を定めたこと

につきまして、消防保安課分を御報告いたしま

す。

委員会資料の15ページをごらんください。

本事案は、県有車両による交通事故の損害賠

償であり、昨年６月、当課職員の運転する県有

車両が、小林野尻町の国道交差点上におきまし

て、左折のため、停止中の車両に追突したもの

であります。

１段目が、相手方車両の物件損害、その下の

２段目が人身損害であり、記載にありますとお

り、本年８月２日、専決によりまして、物件損

害につきまして50万3,150円、人身損害につきま

して183万3,202円を損害賠償したものでありま

す。

なお、損害賠償額は、県が加入している保険

から全額支払われております。

交通事故防止につきましては、日ごろから注

意を喚起しておりますけれども、今後とも、さ

らにその徹底を図ることといたします。
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説明は以上です。

○二見委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項についての質疑はありませんか。

○来住委員 落石するところはいっぱいあると

思うんですが、道路はもちろんですけれど、こ

うやって車をとめてるところで落石があると物

すごく危険だと思うんです。もし、これが車だっ

たからまだいいけれど、人間の頭に当たる、子

供に当たるということになったら、本当にえら

いことが起こるので、そこはぜひ、県全体にそ

ういうところがあれば、やはり早急に、特に人

が集まるところについては注意をしていただき

たいというのが一つと。

それから、野尻町での事故ですけれど、人身

事故で180万円。何ていうのかな、この傷は、

ちょっとしたすり傷とは違いますよね。かなり

後ろから、多分追突でむち打ちみたいになった

んだと思うんですけれど。これは、ブレーキを

踏んだけれど間に合わなかったとか、どんな事

故だったんでしょうか。ちょっと気になります

よね。やはり人にけがをさせるというのは、も

う絶対だめだと思っているので。いわゆる対物

の損傷と違って、人をこうやっているもんです

から、もっとそこ辺は細かく、もう少し説明し

てもらえばいいと思いますけれど。

○上山総務課長 委員から御指摘のありました

庁舎等の安全管理につきましては、今回の事故

を受けまして、７月29日に、全ての総合庁舎、

宿舎の担当者も集めまして、安全管理の徹底に

ついて具体的に説明して指導を行ったところで

あります。今後も機会あるごとに徹底して指導

してまいりたいと考えております。

○福栄消防保安課長 この事故につきましては、

時速約40キロで走行中に、青信号だったんです

けれども、左側歩行中の歩行者、これを待つた

めに前方車両が停止しまして、それに直前で気

づいてブレーキをかけたんですが、間に合わず

に追突をしたという事故でありまして、けがの

状況につきましては、首のむち打ち症で通院を

されたと伺っております。

なお、車ですけれども、前方を追突された車

が軽の車で、追突したほうが普通乗用車という

ことでありました。

○二見委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

○藪田市町村課長 それでは、常任委員会資料

の16ページをごらんいただきたいと思います。

議案第５号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」について、

御報告をさせていただきます。

この第５号議案につきましては、厚生常任委

員会に付託されておりますので、ここでは、全

体の概要について、御報告をさせていただきま

す。

まず、資料の１にあります改正の理由でござ

いますけれども、（１）のとおり、知事の権限に

属する事務につきまして、その取り扱いを希望

する市町村に権限を移譲するために、地方自治

法に基づきまして、標記の条例を定めていると

ころでございます。

今回、（２）にございますとおり、医療法及び

医療施設調査規則の改正に伴いまして、引用す

る関係規定の改正を行うものでございます。

次に、２の改正の概要でございますけれども、

表にありますとおり、福祉保健部が所管してお

ります医療法等に関する事務のうち、条例で移

譲する事務を定めております部分につきまして、

各法令の改正に伴いまして条ずれが生じること
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から、所要の改正を行うこととしております。

施行期日は、公布の日からとなっております。

次に、資料の17ページをごらんいただきたい

と思います。

参考といたしまして、平成17年度からの市町

村への移譲事務数の推移と、その下のほうには

市町村別の移譲事務数を記載しているところで

ございます。

なお、今回の条例改正に伴います移譲事務数

の増減はございません。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○平原危機管理局長 危機管理課から２点御報

告いたします。

まず１点目は、宮崎県国土強靭化地域計画素

案についてであります。委員会資料の18ページ

をお願いいたします。

まず、１の計画策定の進め方ですが、国土強

靭化基本法に基づきまして、国の基本計画と調

和が保たれるものとするため、下の図のような

手順で策定を進めております。

まず、地域の強靭化を図る上での目標として、

基本目標と事前に備えるべき目標を設定いたし

ます。

次に、南海トラフ巨大地震等の大規模自然災

害を想定リスクに設定し、最悪の事態を想定し

て、そのような事態に陥らないよう強靭化を図

るための施策分野を設定いたします。

その上で、施策分野ごとに、どこが弱いのか、

どんな課題があるのかといった脆弱性の分析・

評価と課題の検討を行い、これを踏まえまして、

今後必要となるリスクへの対応方針を検討し、

推進方針として整理することといたしておりま

す。

次に、２の計画の策定状況及び今後のスケジュ

ールでございますが、地域計画の策定に当たり

ましては、庁内の大規模災害対策連絡会議で、

脆弱性の評価や施策の推進方針等の検討を行い、

今回新たに設置いたしました県防災会議の国土

強靭化部会において、有識者の皆様の御意見を

伺ってきております。

これまで、連絡会議と国土強靭化部会をそれ

ぞれ２回ずつ開催をいたしまして、今回の計画

の素案を策定いたしました。

今後は、10月までに最終案を策定し、11月に

パブリックコメントを実施した上で、本年中に

計画を決定したいと考えております。

次に、地域計画の素案の概要について御説明

をいたします。

素案の本文は、別冊２としてお配りしており

ますが、概要版で説明をさせていただきます。19

ページをごらんください。

計画は、序章から第５章までに分けて記載し

ております。

まず、序章として、計画策定の趣旨と計画の

位置づけについて記載をしております。

次に、第１章の基本的な考え方では、１の基

本目標で、人命の保護が最大限図られることな

どの４つの目標を、２の基本的な方針で、強靭

化の取り組み姿勢などの４つの方針を、３の基

本的な進め方で、強靭化の取り組みの推進方針

を定めております。

次に、第２章の本県における災害リスクでは、

本県の過去の災害や今後想定される災害につい

て整理をいたしております。

また、第３章の脆弱性の評価では、南海トラ

フ巨大地震を初めとする大規模自然災害を想定

いたしまして、９つの個別施策分野と４つの横

断的分野、41の起きてはならない最悪の事態を

設定しまして、それぞれの施策分野、最悪の事
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態ごとに、どこが弱いのか、どんな課題がある

のかといった脆弱性の評価を行いました。

２の評価結果のポイントとしましては、（１）

のハード整備とソフト対策の適切な組み合わせ

が必要、（２）の代替性、冗長性等の確保が必要、

（３）の国、市町村、民間等との連携が必要の

３点について記載をいたしております。

なお、この脆弱性の評価につきましては、別

冊の２の49ページ以降に、別紙１として、起き

てはならない最悪の事態ごとの評価結果を、135

ページ以降に、別紙２として、施策分野ごとの

評価結果をそれぞれ一覧表にしておりますので、

後ほどごらんいただきたいと思います。

委員会資料の20ページをお願いします。第４

章の地域強靭化の推進方針であります。

脆弱性評価の結果を踏まえまして、起きては

ならない最悪の事態を回避するために必要な施

策とその方向性について、施策分野ごとに、推

進方針として整理をいたしております。

まず、１の個別施策分野は、（１）の行政機能

の警察・消防等から（９）の環境まで、９つの

施策分野について記載をいたしております。

例えば、（２）の住宅・都市では、住宅、建築

物等の耐震化及び火災予防対策など、（６）の交

通・物流では、緊急輸送等のための交通インフ

ラ確保などのように、それぞれ分野ごとに記載

のような推進方針を定めております。

また、２の横断的分野は、（１）のリスクコミュ

ニケーションほか、４つの分野について記載を

いたしております。このうち（３）の産学官民

・広域連携と（４）の地域活性化については、

国の基本計画では設定をされていない分野と

なっております。

例えば、（３）の産学官民・広域連携では、九

州、県内自治体等との広域連携体制の構築など

について記載し、（４）の地域活性化では、人口

減少や高齢化等により、地域の活力が落ちます

と防災力も低下するという観点から、本県の特

性や強みを生かした産業の創出などを記載して

おります。

これらの施策の推進方針につきましては、別

冊２の素案の13ページから51ページにかけて記

載しておりますので、これも後ほどごらんいた

だきたいと思います。

次に、一番下の第５章、地域計画の推進と不

断の見直しでは、この計画の進捗管理や見直し、

市町村の地域強靭化計画の策定支援について記

載しております。

21ページをごらんください。

これまで説明いたしました事項のうち、４つ

の基本目標、８つの事前に備えるべき目標、そ

して、それぞれの事項ごとの起きてはならない

最悪の事態を一覧表にしておりますので、後ほ

どごらんいただきたいと思います。

地域計画素案については、以上でございます。

次に、２点目の霧島山火山防災協議会の設置

について御報告をいたします。

委員会資料の22ページをごらんください。

まず、１の協議会の設置の概要について御説

明をいたします。

（１）の設置の根拠でありますが、平成27年12

月に改正活動火山対策特別設置法が施行されま

して、火山単位での火山防災協議会の設置が義

務づけられたところでございます。

本県におきましては、霧島山が対象火山とな

りまして、火山災害警戒地域に、本県の都城市、

小林市、えびの市、高原町と鹿児島県の霧島市、

湧水町が指定されましたことから、本県、鹿児

島県と関係６市町で、霧島山火山防災協議会を

設置することとなったものでございます。
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次に、（２）の協議会の目的は、霧島山におい

て想定される火山現象の状況に応じて、警戒避

難体制の整備に関し、必要な協議を行うことと

されております。

また、（３）の協議会の構成員といたしまして

は、両県知事、６市町長など、23ページの別紙

１に掲げる方々を構成員として、本県知事が今

回会長を務めることとなりました。

次に、２の第１回協議会は、先月８月25日に、

本県の県庁講堂で開催をいたしまして、協議会

の規約や今後のスケジュールを定めますととも

に、未設定でありました硫黄山の噴火警戒レベ

ルについて協議をいたしました。

24ページの別紙２をごらんください。硫黄山

の噴火警戒レベルでございます。

この噴火警戒レベルは、ごらんのように、火

山活動の状況に応じて、予報・警報ごとの対象

範囲や警戒レベル、住民等の行動や防災機関の

対応を発表する指標でありまして、今回の協議

会で、気象庁から説明がございまして、承認を

いただいたものでございます。

例えば、一番下の噴火予報のレベル１をごら

んいただきますと、火山活動は静穏であり、状

況に応じて、火口内への立入規制等を行うこと

とされておりますが、火口周辺に影響を及ぼす

噴火が発生すると予想されたり、あるいは発生

して、噴火警報のレベル２が発表されますと、

火口からおおむね１キロ以内に大きな噴石が飛

散することが想定されますので、火口周辺への

立入規制等を行うこととなっております。

お手数ですが、資料の22ページにお戻りをい

ただきたいと思います。

一番下の３の今後の予定でございますが、た

だいま説明をいたしました噴火警戒レベルにつ

きましては、今後気象庁におきまして、関係機

関のシステム改修など運用開始のための手続を

進めて、年内には運用を開始する予定でござい

ます。

また、噴火警戒レベルを踏まえまして、避難

計画の作成など、警戒避難体制の検討を行うと

ともに、地域防災計画の火山災害対策編の修正

を行っていく予定といたしております。

説明は以上でございます。

○二見委員長 執行部の説明が終了しました。

１時10分再開ということで、よろしくお願い

します。

暫時休憩します。

午前11時54分休憩

午後１時９分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

その他報告事項に関する執行部の説明が終了

しました。

質疑等はございませんか。

○日高委員 国土強靭化計画の20ページなんで

すけれど、ほかの県にない宮崎独自の産学官民

・広域連携、また、地域活性化を追加したとい

うことですが、他県と比べて、この部分を取り

入れた理由と効果について、お伺いしたいと思

います。

○平原危機管理局長 20ページの下のほうの横

断的分野の（３）と（４）については、ほかの

県というか国の基本計画にないところを取り入

れたということでございまして、例えば、地域

活性化で言いますと、先ほど言いましたように、

やはり地域が人口減少ですとか高齢化で活力を

なくしていきますと、だんだんと防災力も落ち

ていくということで、ここに書いてあるような

産業の創出なども入れ込んでつくったところで

あります。
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今後これをつくる計画ですので、効果はまだ

あれなんですけれど、やはり今後は国の事業と

かを取り込む上でも、ここに記載しておくこと

で、そのような取り組みにある程度資すること

はできるのかなということも踏まえて、ここに

記載したところでございます。

○日高委員 例えば、国の計画に基づいてつく

るということなんですけれど、宮崎県としてこ

ういうのを入れ込むことについては、国として

も認めるということですか。

○平原危機管理局長 法律上は、国の基本計画

と調和を保ってくださいという規定しかござい

ませんので、各地域の状況に応じて、そこの地

域を強靭化していく上で必要なことを記載する

ことは、特段、国としてどうこうということは

ございません。

○日高委員 いろいろと、隅から隅まで、結構

網羅していると思います。

ただ、この実効性になると、これは危機管理

だけの問題じゃ全くないんですけれど、各部局、

市と連携をして、当事者意識をそれぞれが持ち

ながらつくると。特に県土整備部はリーダーシッ

プを発揮する部分も相当な量があると思います

ので、その辺の連携をしっかりとりながら。

策定の今後のスケジュールということですが、

この辺をしっかり、パブリックコメント等もあ

るんですが、やはり、これは県民の意見を１つ

や２つとかじゃなくて、あらかたとれるような

形をしてもらいたいんですけれど、このスケジュ

ールについては、そういうのを踏まえて、段階

的にやっていくということでよろしいですか。

○平原危機管理局長 スケジュールについては、

ここに記載のとおりで、今、大体進んできてお

りますので、年内に何とかつくり上げられると

思いますし、言われるように、状況は常に変動

いたしますので、常に見直しを行いながら、で

きるだけ実効性のあるものにしていきたいと

思っております。

それから、各部局との関係につきまして、個

々の課題とか対応については、各部局から出し

ていただいたのを整理しつつ、全体を取りまと

めたものでございまして、実際のこの素案の中

には、各項目の後ろのほうに、それぞれ関係部

局の名前を記載して、そこの部分は責任を持っ

てやっていただくということで記載していると

ころでございます。

○日高委員 最後に。これは財政なのかと思う

んですが、議会でも出たと思うんですが、この

国土強靭化地域計画が今後の29年度の当初予算

に反映されるのか。されるといっても、言って

みれば、ないよりあったほうがいいと、どうなっ

ているのかということであって、さきの議会で、

宮崎県が、九州各県でもおくれているというこ

とがわかりました。

最終的計画決定ということで、12月には策定

をされるということで、これで、例えば29年度

の予算の、やはり国の予算をこれからいろいろ

詰めていく中で、12月で間に合うものか、そこ

辺をお伺いしたいです。

○平原危機管理局長 この国土強靭化計画の関

連では、国のほうから、この法律で直接補助の

かさ上げがあるとかいうような措置がされてい

るわけではございませんで、事業の箇所を決め

たりする段階で、一定の配慮をするというよう

な整理がされておりますので、その辺は、計画

が策定されて、その後の対応としてできていく

んじゃないかと思っております。

○日高委員 計画が策定された後にということ

は、当初よりも補正のほうでということですか。

当初も、多分、もう10月、11月ぐらいから、財
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政はつくり始めますよね。

○平原危機管理局長 予算そのものというより

は、実際に、こちらから交付金なり補助金なり

を申請する段階であるなしというのは、県土整

備部に確認しましたら、それを国土強靭化計画、

地域計画を策定しているかどうかをチェックす

る欄が今回初めてできたと聞いておりますので、

その辺でチェックをしながら、あるところ、な

いところで考えていくということだろうと思い

ますので、予算そのもので、我が県に幾らとか

いうような形で来るわけではないんだろうと思

います。

○坂口委員 ちょっと理解がなかなかしづらい

というか、わからんのですけれど、まず一つは、

国の指針なりガイドラインにないものを県が独

自に策定することから、国は何も問題ないよと。

問題は、予算措置を国がしてくれるかどうかと。

県単であれば、それは何を書いても大丈夫だと

思うんです。

だから、そこのところの整理を一つしておく

必要がある。その中で、県がやったもの、制度

にのっかるものの、結果として同じものができ

る事業があれば、それに乗りかえるべきと思う

んです。これは、必要な分というのは、あるは

ずですから。絶対に、起こっちゃならんことに

対して、これだけの保全をしなさいというとこ

ろに、国はしっかり持ってくるわけだから。

それから、あと、それに乗っけるような附属

的なものじゃなくて、基本的な部分、絶対にあっ

てはならない部分にはめ込めるということをや

る必要があると思うんです。県独自って聞いた

感じは格好いいんですけれども、国からの交付

金の対象なりに入る事業にはめ込むということ

が、もう一つ工夫が要るって思うんです。

それともう一つ、地域計画、地方計画と予算

は連動しないよと言うけれど、支援するという

のを基本法の中にうたってある。それと28年、

ことしの初めの閣議決定でも、個別に28年度事

業でこれだけについては財政支援をやるよとい

うメニューをかなり国は上げたですよね。その

対象に、本県は、それからはもらえてない。交

付金は多いですよ、地方創生に係るものから学

校、それから福祉施設の整備、国交省において

も、防災安全、これに係る事業、これも交付金

です。

ほかにも農水省なんて、交付金と補助事業と

両方持っていますよね、これに手が出ないとい

うこと。何よりも、何で37の都道府県が大急ぎ

で、この計画を策定したかというと、必要があっ

たからです。そんな計画をつくったって何てこ

とないよ、予算とは関係ないよ、それに入って

ないものでも必要であれば補助金をくれるとい

うんだったら、そんな無駄な労力、どこも、う

ちもつくる必要ないと思うんです。

そこのところの認識をもう一回聞きたいのと、

国土交通省だけじゃなくて、総務省の無線の整

備から、ことごとく環境省から全ての省庁がメ

ニューを持っているということです。28年度事

業は、もう既に閣議決定をやって、予算措置を

もうしますということを公表しているというこ

とです。29年度から、いよいよそれにのっかっ

ての予算要望が、早速ヒアリングから始まって

いく。省庁は枠をとって、それから持っていく

から、残ったら宮崎県来なさいということにな

る心配はないのかを、今、尋ねたんじゃないか

なと思うんです。

○平原危機管理局長 おっしゃるとおり、つくっ

ていないことは、そのようなマイナス面に働く

ことがあるんだろうと思いますので、今年度に

入りまして、このような形で加速して、準備を
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進めて、年内ということで今、頑張っていると

ころでございます。

○坂口委員 来年度予算で、２月議会に間に合

えば、年内で、理屈の上では間に合うんです。

ところが、その作業に向けては、既にもう９月

には始まっていくということです。省庁の分捕

り合戦が始まる。とったものの中から、今度は

優先順位をつけて、じゃ、どこに何ぼというこ

とが決まっていくということ。このメニューに

入っている交付金事業というのがある。通常の

予算の措置の中に入っている交付金事業も補助

事業もあるということで、この中に入っている

ものが優先されるということじゃないかなと心

配をしているんです。

県土にも、いろいろ今まで申し上げたけれど

も、県土は、やはり自分らの事業のことだけし

か頭にないから。通常の交付金事業はあるわけ

です。計画が策定されていなくても、補助事業

もあるんです。

ただし、この計画の中にうたわれている交付

金事業と補助事業というのがあるんです。それ

を分捕りに行くために急ぐ必要があるんじゃな

いかなということを、しきりに今まで言ってき

たわけです。

事業方は、そこら辺に少し、やはり情報的に

不足する部分があると思うんです。どうしても

総務方がそこらはしっかり県土整備なり、ある

いは公共三部で大きい予算を確保する必要があ

るところには、こちらから、やはり急がせない

と。間に合うと言ってたら、のんきになると思

うんです。認識が間違いかもしれないけれど、

そこはすごく心配しているということです。

○平原危機管理局長 まさに、今、言われたよ

うなことで、県土整備部とも去年から協議して

お話は伺ってたんですが、やはり今年度になっ

てから、国土交通省あたりからのお話が結構あっ

て、作成を急いでくれということもございまし

て、先ほど言いましたように、そんな感じで進

めてきているところでございます。

○坂口委員 今回の閣議決定の中には、計画の

中の措置した予算の支援策の見える化とかフォ

ローアップとか、周知の徹底をやっていくとい

うことだから、つくったところも、つくってな

い宮崎も一緒でしたということになれば、それ

はつくったところが怒ると思うんです。

だから、情報開示をしっかりやりながら、約

束したとおりにやっていきますよということに

なると、やはり乗りおくれている心配があるか

ら、大急ぎで。時間的に、物理的にも12月しか

間に合わないんでしょうけれども、もうそれを

延ばすようなことは絶対だめだということと。

さっき言われましたように、格好よくじゃなく

て、実をとるために、県独自じゃなくて、やは

りメニューの中にはめ込む作業をやらないと、

ちょっと心もとないなということです。

○平原危機管理局長 まさに今言われたとおり

で、できるだけ入れ込む形と、独自にやるとい

うのは、やはり言われるような形のものでなく

ても、補助とか交付金をとりにいく場合に、強

靭化計画にも入れて、こういう形で取り組んで

ますという形で、国にも話がしやすかろうとい

うことで、産業の振興とか、結構幅広に書かせ

ていただいたところでございます。

○坂口委員 地方創生という大きい枠があるか

ら、そういうのも戦略的には必要かもわからん

ですけれど、あくまでも予算がとれることを、

やはり最優先でやってほしいということで。

○二見委員長 ほかに、質疑はありませんか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○二見委員長 では、次に、請願の審査に移り

ます。

請願第３号については、県執行部の所管では

ありませんので、執行部からの説明は省略いた

します。

関連して、委員から質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 では、最後に、その他で何かあ

りませんか。

○中野委員 その他じゃなくて、前にさかのぼっ

ていいかな。防災拠点庁舎整備事業についてお

尋ねしたいと思います。

きょうは、事前にいろいろと詳しく説明があっ

たから、何も発言することはないなと思ってお

りましたが、この拠点庁舎の委員とのやりとり

を聞いておって、これは大変大きな問題だなと

思いながら聞いておりました。それで、不明な

点がありますから、二、三お尋ねしていきたい

と思います。

まず、当初のこの設計の計画では、兵庫県南

部地震や南海トラフ地震に耐え得る設計だった

ということでしたが、その兵庫県地震と南海ト

ラフの地震は、震度幾らだったんですか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 兵庫県南部地震

は、最大震度が７です。南海トラフにつきまし

ては、予測の段階でございますけれども、宮崎

市においては、最大震度が７になり得る、７に

なる地域があると聞いております。

○中野委員 次は、益城と一の宮と比較で、一

の宮のほうが大きいという説明でしたよね。一

の宮というのは阿蘇のことですか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 熊本県阿蘇市の

一の宮でございます。

○中野委員 それで、この益城の状況を見て、

これではいかんということで設計をやり直され

たということでしたが、益城も一の宮も震度は

７だったんですか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 益城町で観測さ

れました震度は７で、一の宮は震度６弱でござ

いました。

○中野委員 何かさっきは一の宮のほうが大き

いように聞こえたけれど、そうじゃなかったわ

けですね。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 一の宮と益城町

の地震波を比較いたしますと、震度としては７

と６弱ということで異なっているんですが、実

際の観測データを見てみますと、益城町の場合

は、比較的短い0.9秒刻みの揺れのところに揺れ

のピークがあります。

一方で、一の宮の場合は、周期が３秒をちょっ

と超えるぐらいのところにピークがありまして、

そのピークの高さは同じ程度だったということ

でございます。

計測震度の決定につきましては、これは気象

庁が機械的に行うことになっておりますが、ど

ちらかといいますと、比較的短い揺れに対応し

て計測震度を決めることになっておりますので、

一の宮のほうの震度というのは、比較的、今、

小さ目に出ているのかと考えております。

○中野委員 それで、さっきはまた加速度の話

もされましたが、これはガルという単位ですよ

ね。それで、震度７は800ガル以上ですが、あと

は青天井だと思うんだけれど、今言った４カ所

ないし、益城のほかに７もあれば、このガルが

幾らだったかというのはわかっていないんです

か。

それと、このガルというのは、破壊力を示す

数字なのか、数字が大きいほうが、強さが大き

いということなんでしょう。それを前提に、お

尋ねしたいと思います。
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○志賀防災拠点庁舎整備室長 地震の揺れの大

きさを示す指標としては、主に、一般的に用い

られますのが、気象庁が発表します震度でござ

いますけれども、その震度の決定要素となって

おりますものに、先ほど委員がおっしゃいまし

たガル、それから速度というものがバックデー

タとしてございます。

ちょっと先ほど触れさせていただきましたけ

れども、気象庁が震度を決定するに当たりまし

て、どちらかといいますと、比較的短い周期の

揺れにターゲットを絞って、計測震度を決めて

おります関係で、例えば、極端に短いような揺

れが極めて大きい加速度を持っておったような

地震というのが過去にございまして。過去に我

が国で震度７を記録した地震というのは５回ご

ざいまして、古いほうから申しますと、兵庫県

南部地震、それから新潟中越地震、それから東

日本大震災と熊本地震が２回ということでござ

いますけれども、そのうち兵庫県南部地震につ

きましては、御存じのとおり、大変大きな被害

を出しましたが、東日本大震災につきましては、

津波の被害が極めて甚大でしたので、純粋に地

震で壊れたものというのは、なかなか明確に示

されてこなかったところでございますけれども、

国土交通省の資料によりますと、津波によって

損壊した建物が極めて多くを占めておりまして、

純粋に地震によって倒壊した建物は、それほど

多くはなかったと言われておりまして。東日本

大震災のときに、非常に多くある観測点のうち

のたった１カ所だけ７を観測したところがござ

いまして、そこは、７は観測したんですが、全

壊率が0.2％程度だったということで、必ずしも

震度が大きければ建物倒壊率が大きいかという

と、そうでもないというケースもございます。

それから、加速度についてもお話がございま

したけれども、加速度と計測震度につきまして

は、直接的な関係はございません。どちらかと

いうと、加速度が大きいほうが計測震度は大き

くなる傾向にはございますけれども、何ガル以

上が震度７とか、６強とか、そういうふうに決

められているわけではございません。

○中野委員 その加速度は、800ガル以上が震度

７になっているんじゃないの。今、決められて

いないって言われたけれど。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 加速度の大きさ

と計測震度の間には直接的な関係はございませ

ん。どちらかというと、その加速度が大きいも

のが震度は大きく出るという傾向はございます

けれども、800ガル以上が７とか、そういったふ

うに決められているわけではございません。

○中野委員 そうですか。単なるそれは、何か

の目安だったんですか。そういう資料をもらっ

ておったものだから質問しましたが。それはそ

れでいいんですが、このガルという単位での破

壊力とか、これではわからないわけですか。ガ

ル数が100だったから、200だったからって、倍

の破壊力があるとか、そういうことではないわ

けですね。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 地震の被害とい

うのはさまざまでございまして、その中でよく

建物の被害状況が一番クローズアップされるこ

とが多いと思いますが、建物の被害につきまし

ては、揺れの周期が１秒ないし２秒の周期を持っ

た揺れのときに、木造の戸建て住宅に関しまし

ては、被害が一番出やすいと言われておりまし

て、兵庫県南部地震あるいは今回の熊本地震に

つきましては、１秒から２秒の地震波の威力が

非常に大きかったと聞いておりまして、実際に

大きな被害が出ております。

加速度につきましては、例えば、短い周期の0.5
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秒未満というのは、非常に短い周期のカタカタ

と細かく揺れるような揺れの加速度が非常に大

きい場合は、必ずしも震度が大きくならないケ

ースもありまして、0.5秒未満の加速度が大きい

場合には、それほど地震の被害につながらない

といった傾向がございます。

実際、東日本大震災で唯一震度７を記録しま

した宮城県の築館というところがございますけ

れども、ここは、短周期で2,000ガルに至るよう

な非常に大きな加速度を記録はいたしましたけ

れども、結果的に住宅の全壊は0.2％程度であっ

たといった結果も出ておりまして、ガルと震度

の大きさに関しましては、どちらかというと、

ガルが大きいと震度も大きくなるという傾向に

はございますけれども、直接的な関係というの

はございません。

○坂口委員 なぜ免震なのかというところを、

それと危険な一、二秒の周期のやつのそこのと

ころを周期を長くしてガルを落としてやるんだ

という─なぜ免震構造にするのかというのは、

全く関係ない話ではないんです。

やはり一、二秒の周期の一番破壊力のあった

ものを４秒ぐらいの周期にしましょう、ところ

が、４秒ぐらいの周期にした途端に、今度は建

物の固有周期と、言われたような熊本での心配

事が出てきましたよというようなことだから、

何かこう、わかりやすい説明を。

それと今、神戸だか淡路だか言われた2,000ガ

ルぐらいを記録したっていう話をされましたよ

ね。2,000ガルぐらいを記録したエリアの中の免

震構造のところは600ガルぐらいに加速度は落ち

ているんですよ、だから、建物自体には問題な

かったんですと。今度は、600ガルに落としたこ

とで、緩い長い刺激になったから、物が倒れて、

中でけがした人はたくさんいたんですよという

ようなこと、そんなものをしていかないと、個

別個別の専門的なことを説明されても、ますま

す混乱すると思うんです。

だから、そこをしっかり、うまく説明してい

ただいて。何も文句を言っているんじゃないで

す。僕らは素人だということと、そこで専門的

にやられてもだめだと。

なぜ、加速度が早いと壊れてしまうのか、４

秒だと壊れないのかというと、力の移動が変わ

るときに折れたりするわけです。そんなのとか、

あとは、縦揺れと横揺れの違いとか、そんなの

をわかりやすくしないと、これは１日かけても、

僕らは理解できなくなると思うんです。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 ちょっと説明の

要領を得ていませんで、申しわけございません。

少し、その地震の揺れに関する御説明をさせ

ていただきますと、地震の揺れと申しますのは、

実際揺れるときには、一つの揺れのように揺れ

ますが、その中には、非常に短い揺れと、あと

は１秒から２秒ぐらいの典型的な揺れ、それを

超えるようなゆっくりとした揺れ、いろんな種

類の揺れが入り交ざって一つの地震波、地震に

なって、建物を襲ってまいります。

その中で、地震の性質が決まりますのは、短

い揺れがたくさんあるのか、それとも長い揺れ

がたくさんあるのかによって、その場所でどん

な被害が出るのか出ないのかといったことが決

まってまいります。

一般的に申しますと、１秒ないし２秒の周期

の揺れが多く含まれるような地震の場合は、と

りわけ木造の戸建て住宅に大きな被害が出ると

言われております。

それと、それを下回るような１秒未満の揺れ

が多いような地震の場合は、先ほどもちょっと

触れさせていただきました東日本大震災もそう
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でございますが、人体には強く感じられるんで

すが、建物の被害はそれほど、１秒から２秒の

ものほどは出ないと言われておりまして。と申

しますのが、人間の知覚がどうも0.5秒ぐらいの

周期の揺れが一番体に感じやすいという研究結

果もございまして。ただ、0.5秒ぐらいの素早い

揺れというのは、どちらかというと建物には被

害を及ぼしにくいという傾向があると言われて

おります。

一方で、坂口委員から免震構造のお話もござ

いましたけれども、免震構造というのは、一般

的に１秒から２秒のところで被害が出やすいと

いうところを逆手にとりまして、建物の固有周

期を機械的に変えてしまおうという先進的な手

法でございまして、建物の基礎のところにゴム

を差し挟むことによりまして、実際の地震の揺

れが１秒から２秒で来たとしましても、それを

ゴムのところで変換してしまって長い揺れに変

えてしまうといった装置でございまして、免震

構造の建物につきましては、一般的に周期が４

秒前後に設定されるケースが多うございます。

ちょっと話が戻りますけれども、冒頭、中野

委員からの一の宮の話がございましたけれども、

その一の宮というところにおきましては、周期

が３秒前後のところで、非常に大きな揺れのピ

ークがございまして─と申しますのは３秒と

免震構造の固有周期の４秒ということで、かな

り近うございますので、益城の揺れよりは一の

宮の揺れのほうが免震構造に与えるダメージは

大きい揺れであったと。震度としては小さかっ

たんですけれども、免震構造については、その

影響の大きい地震波だったと言われておりまし

て。ですから、もうこれは設計事務所の提案で

もございましたけれども、その地震波も新たに

検討材料に加えることによって、より長周期の

緩やかな揺れに対しましても強い建物を設計す

ることができるということで、今回新たに益城

と一の宮、両方の地震波を検討材料に加えたい

と考えたところでございます。

○中野委員 要は、当初は兵庫の地震、それと

南海トラフの想定する地震で設計を組んだけれ

ども、それを超えることは想定していなかった。

しかし、今回熊本地震があったところが同じ震

度７でも非常に建物が何秒か云々と言われまし

たけれど、揺れが大きいか破壊力が大きかった

ということでしょ。だから建物が倒れた。だか

ら、事前の想定を見直して、新しい想定の範囲

内が熊本地震だから、それに対応する、また、

そういう地震がここでも起きる可能性はあると

いうことから設計変更されるわけでしょうが。

ということは、地震が起きるたびに、また想

定が変わるということが想定されませんか。そ

れはもう、想定内ということになるわけですか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 冒頭、委員から

御指摘がありましたように、気象庁の震度階の

中で、震度１から震度６強までは上限と下限が

設定されておりますが、７については下限のみ

が設定されておりまして、７は上限がございま

せん。

ですから、全ての７に耐え得る建物というの

は、設計するのは困難だと考えておりますが、

現在の科学的な知見に基づきまして、これぐら

いの余裕度が必要であろうというところで─

熊本地震により、かなりの余裕度が小さくなっ

たような状況がございましたので、今後、熊本

地震よりもかなり大きな地震というのも起こら

ないとも限りませんので、そこら辺の余裕度も

見込みまして、もう少し余裕度を持たせた形で

新たに設計を見直したいと考えているところで

ございます。
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○中野委員 室長の説明、ちょっと、何が何か、

わけがわからんことなっているんです。要は、

今からつくる建物が、この揺れに耐えられるか

云々かということの判断だけでされたわけで

しょう。

当初の判断では、それをつくる想定が兵庫県

南部地震あるいは南海トラフも近くだから、そ

れも想定される。その場合の揺れは、これだけ

だから、その設計に合わせて、これ以上のこと

は想定できないということで、当初、設計され

たんでしょ。

新たなのは、今度は、実際、熊本地震が起こっ

てみたら、それよりももっと破壊力の大きかっ

た、実際、建物が想定したものより、大きく壊

れたわけでしょうが、兵庫の建物被害より熊本

のほうが上回ったと。そういう現実が４月にあっ

たのに、今つくろうとするものを、それを無視

してつくれば、つくった後に、実際、熊本と同

じような地震が発生した場合には、この防災庁

舎は被害を受けるわけでしょ。受けるというこ

とが想定されるから、見直しをされるわけよね。

そのときには、熊本で地震があったという現

実があったのを想定せずに設計をしたという責

任があるということだから─責任回避という

とまた語弊がありますが、そのためには、2,000

万円も予算をつけて設計やり直しをせんといか

んということで─午前中は何か建築費が３億

ぐらい上がるような話を想定されておりました

が、まだ、設計をしてないから想定されるのか

なという気がしましたが。要は、そういうこと

をしないと、近いところの熊本であった地震相

当のものが来た場合には、後で責任を云々言わ

れたらいかんということで、それには備えるの

が当然ですよね。現に、日本でそれだけの地震

が、破壊する地震が発生したのを無視して建物

をつくって─ないかもしれないけれど、あっ

た場合には大きな問題になりますからね。

こういう震度７というのは、ガルを言いまし

たが、800以上はずっと青天井でしょうが。もう

一つ、何か単位を言われましたけれども。もっ

と破壊力のあるものがあったり、いろいろする

ことはないのか、そこだけを聞きたかったんで

す。なければないでいいんです。想定されたら、

それに備えないといかんですから、発生した場

合には、想定されたのに、なぜ、そういう設計

をしなかったかということを、後日問われます

からね。

そういうことで、設計変更もしてきたという

ことだろうと思うんです。だから、非常にこれ

は大きな問題だなと思ったんです。今、ちょう

どつくる前に、そういう地震があって、わかっ

たからいいものを。そうした場合に、もっと話

を進めるとするならば、先ほどもちょっと午前

中に話がありましたが、建物がそれだけ壊れる

ような、壊れないと思ったものが壊れるぐらい

の地震が、地面が揺れたわけですから、それに

耐え得る建物を今度は新しくつくる、これしか

ないということでしょう。回りも皆全部壊れる

ということでしょう。

ただ、思ったのは、一つそれだけが、いろん

な災害に対するいろんな対応等について、その

防災庁舎が残っておけば対応はできると思うけ

れども、しかし、そのポツンとしたものだけで

対応できるのかなと思ったんです。周りのもの

は全部壊れて、それこそ、あっち倒れ、こっち

倒れで、そこにも行きつかない、前もそういう

議論があったんですが、その環境も全部、土地

まで壊れてしまうわけですから、その庁舎にも

行けないじゃないかとか。

だから、建物だけの見直しでよかったのかな
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と、ほかのことも含めて、つくる場所やら土地

へのことやら、周りの環境のことも含めて見直

しをすべきじゃないのかなと思ったんですが、

そういうことは考慮されないわけですか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 まず、地震の想

定につきましては、今回熊本地震がございまし

た。その結果、午前中には、余裕度が13％まで

落ちましたと御説明させていただきましたけれ

ども、その余裕度のもとが建築学会の指針になっ

ておりまして、学会の指針はクリアをしており

ますので、仮に原設計の状態で工事をして、熊

本地震の本震に見舞われたとしましても、当初

見込んでおりました大地震後に、その構造体の

大きな補修をすることなく業務を継続できると

いうことは、恐らく達成できたんであろうと思

います。

ただ、委員も御指摘のように、今後、熊本地

震よりも大きな地震が起こるかもしれません。

ですから、今後、さらにその大きな地震が起

こった場合にも対応できるように、一定の余裕

度を見込んでおきたいということでございます。

○中野委員 当初の設計では、余裕度を25％。

今度新しいのでは、余裕度を50％と、さっきも

午前中話されましたよね。だから、建物はその

ぐらいの余裕を持ってつくるわけだから、きち

んと建物は残ると思うんです。

ところが、電気、水道、全ての、周りが壊れ

るのに、１戸、建物がポツンと建った状態で本

当にそこが災害復旧の指揮をとれるんだろうか

なと、話のやりとりを聞いちょって、純粋な疑

問が午前中起こったんです。

だから、その辺のことも含めた見直しを、こ

の際すべきじゃないのかなと、そのことをされ

たんだろうかということを言いたくて。最初、

単位のことを聞いたから、結局わけがわからん

ことなったけれど、何かガルというのが数字が

大きくなれば破壊力がまだまだあるのかなと

思って。世界基準は知らないけど、日本は、９

段階のうちの最高は震度７ということですから。

それ以上も、壊れ方は兵庫県とも違う、それか

ら熊本県とも東北とも違う、そしてまた、震度

６弱であってもまた違うということですからね。

どのくらいの大きなものが来るかわからんけ

れども、今の想定する熊本の地震が来た場合、

前の設計ではだめだということだから、新しい

もので大丈夫になる、それはいいことだと思う

んです。

ところが、それだけをポツンと残していいの

かなと。それぞれ、本当に、要は防災拠点です

から、いろいろ地震があった後の復旧の指揮を

とらないかんわけでしょう。そういう全体を考

える必要はないのかということです。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 委員御指摘のよ

うに、建物だけが残りましても、いわゆるライ

フラインが断絶してしまっては、その機能を失

います。そのライフラインにつきましても検討

をしておりまして、電気、上下水道、都市ガス、

それから通信につきましても、巨大地震時に二

重化するなりしまして、仮に、例えば電力で申

しますと、変電所がダウンして九電がストップ

したような事態になりましたら、非常発電機を

稼働させまして、最大２週間は稼働ができると

いった状況にございますし。給水につきまして

は、普段から貯留しています雨水あるいは近傍

にあります井戸水を浄化して継続して使用がで

きるというような備えもしております。

このように、電気あるいは上下水道、都市ガ

ス、通信等のライフラインにつきましては、地

震時における断絶を想定しまして、それに対す

る対応を検討しているところでございます。
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○中野委員 そういう備えをしておれば、そう

答えないといかんですからね。そこも含めた見

直しをすべきじゃないかなとは思います。もう

それは意見として。いいです。

○坂口委員 113％の余裕度では壊れるから、や

はり必要があるわなという解釈だったですよね。

そうはならないんじゃないかなということで、

ならないって明言しなかったんです。余裕度100

％とは、何に対しての余裕度なのか。免震の場

合、転倒なのか、それとも鉛直方向なのかとか、

いろんな、それに対して何を言ってるのか、強

度を言ってるの、剛性を言ってるの、靱性を言っ

てるの、そんなのを、まず整理しないと、だん

だん深みに引っ張り込まれていって、設計基準

上、建築設計何とかですか、基準のどうのこう

のと、さっき言った各層ごとの水平耐力点です

か、それが125だ、150だって小さいものをやっ

ていったとか、事細かな部分で一体何をやって

いるのか。

100％の余裕度、かさ上げゼロでも大丈夫なん

ですよと。最大限の想定をしたときに、さらに13

％の余裕があるんですと。でも、それは何に対

してなのか。折れてしまうという心配しか、こ

こはしてないんですけれど、免震にしたら倒れ

る心配もあるんですよとか、それで、むしろ縦

に弱くなるんですよと。ところが、ここは縦の

地震は心配要らないところで、熊本は縦でやら

れたんです、淡路も縦でやられたんです、東南

海は横なんですって、そういうのをやらないと、

ますます混乱してしまう。

この前の説明のとき、今やろうとされてる、

先ほどの速度とスペクトルを僕らには資料とし

て提示されたけれど、何に対して、どういうこ

とを余裕度と言うんですよと、100％とはどうい

うことで、150％とはこういう途方もない数字な

んですよとか、そういうのをまず示してほしい。

説明の途中で、なぜ宮崎が150なのか、静岡の

条例は150なのって言うときに、南海、東南海プ

レートの両端に位置しているからと、いかにも

イメージ的なことを言われたけれど、そんなの

は物理的にあり得ないと思うんです。じゃ、糸

魚川周辺なり、そういった非常に大きい地震が

心配されているようなところが、余裕度をいく

ら持たせた、そういった庁舎を持ってるのとい

うこととかやらないと。金をかければいいもの

ができることはわかっています。だけど、ぎり

ぎりの必要最小限度は確保しなきゃいかんとい

うこともわかっている。しかしながら、過剰な

ものは、余力がないということもわかっている

と。

まず余裕度とは一体─免震構造に対しては、

最大限の配慮をする─余裕度100％のときは、

それでも想定した揺れには大丈夫なんですよと。

でも、さらに念のため、それも超すようなこと

があったときのために、国の基準では、25％の

余裕度とかをもたせていこうとか。それを言わ

ないと。そして、最初だから、25％ぐらいをオ

ーダーしたけれど、結果として30が出てきたけ

れども、良としたんですよとならないと─何

に対してのどういうことを余裕度と言うの

か、100％でクリアできないのかとか、113とい

うのは本当に危険な数字なのかとか、そこをも

う一回してもらわないと。これは、もう終わっ

たと思ってたけれど、また振り出しに戻ったで

すよ。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 申しわけござい

ません。ちょっと説明が要領を得ませんでした。

委員御指摘の余裕度というのは何かというこ

とでございますけれども、これは、日本建築学

会の免震構造設計指針というものがございます。
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この中で、上部構造と免震構造の部分に分けて

設計の目安を設定をしてございます。

免震構造につきましては、今回の建物、十分

余裕がございますので、上部構造について申し

ますと、層間変形角というものがございまして、

これは、各階の柱が地震力を受けますと、免震

構造によって、上部構造に伝わる地震力という

のは、地面の揺れよりも大分小さなものが上部

構造に伝わってまいりますが、それでも上部構

造はわずかに柱が傾きます。その傾きとしまし

て、レベル２の地震に対して200分の１以下にし

なさいという目安がございます。

これは、各階の柱の高さに対して、柱の頭の

部分がどのくらい触れるかということの比率で

ございますけれども、これを200分の１以下にし

なさいという基準がございます。この基準に対

しまして、設計事務所の提案で25％に設定する

というところからスタートしておりますが、そ

れに対しまして、益城の地震波を入れてシミュ

レーションをこなしましたところ、それが25％

を下回って13％になったということでございま

す。

先ほどから申し上げております余裕度といい

ますのは、日本建築学会が指針で示しておりま

す上部構造の層間変形角のことでございます。

○坂口委員 100％だったら確実にアウトなのか

ということです。転倒してしまったり、あるい

は折れてしまったりするのか。13％というのは、

そんなに心配な数字なのかということ。その判

断にならないんです。

だから、余裕度を100％ということはこういう

ことで、現実的にはこういうことが起こること

が想定されるんだと。建築学会か設計協会か知

らないけれど、そこが言ってる200分の１なり、25

％なりというものは、どういうことなんだと。

今、県が改めて強い地震、最後の熊本で経験

した地震の波を入れた。地震波を入れて、それ

を計算してみたら13％しか、その余裕度がない

んだと。13％はそういった基準をもう無視した

数字だから、これはもうやりかえざるを得ない

んだとか、そういう危険な数字なんだとかとい

うのが全くできない。

13％でも安全は確保されると思っているんで

す。だから、その考えが間違いだったら、こう

いうところが13％は危険なんだというのを教え

ていただきたい。50％を期待せざるを得ない、

それには、また何億円かの大きい投資額が膨れ

上がることは想定されるけれど、50％確保せざ

るを得ないというものがそこであるんだったら、

その説明をしてくださいとうことを午前中から

言っているんです。

50％もの余裕度って、必要ないんじゃないん

ですか。13％でもクリアできるけれど、念のた

めに最初に25％を期待しましょうとしたら、25

％のところに戻しても十分耐え得るんじゃない

ですかということを、しきりに朝から言ってい

るわけです。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 日本建築学会の

示しております、先ほど申しました200分の１と

いう数字は、いわゆる損傷限界というものでご

ざいまして、ぴったり200分の１の場合は、そこ

を下回ると損傷する可能性がかなり高いですと

いう意味合いの数字でございます。

13％というのは、恐らく損傷はしないだろう

と思いますが、そこにつきましては、詳細な構

造計算をやって、はり、柱一本一本について、

再度詳細な検証をする必要がございますが、恐

らく持ちこたえるだろうとは思いますけれども、

余裕度が小さいような状況になっておりますの

で、そこがちょっと、この際余裕度をさらに上
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げておいたほうがよかろうかと思っております。

それから、見直し後の50％という数字につき

ましては、まだ設計の指示を正式にはしており

ませんので、今現在の、かなり概略の計算での

見通しで、どのくらいの余裕度になりますでしょ

うかということを設計事務所と協議をした結果、

返ってきている数字でございまして。この見直

しの作業につきましては、天井高を変えない、

あるいは建具の寸法を変えないと、いろんな制

約がある中で、とにかくコストダウンを図りな

がらやってくださいという指示をお願いするつ

もりにしております。

その中で、柱なり、はりなりの寸法を少し動

かしてみて、シミュレーションをやって、コス

トがどのぐらい増減するのか。また動かしてみ

て、コストがどう動くのかといったことを繰り

返し繰り返しやっていただいて、その結果、最

適と思われる解を見出すといったような作業を

やっていただくことになるかと思うんですが、

そういった作業の過程において、今のところ出

てきている数字が50％ということですので、こ

れにつきましては、再度詳細な検証をする必要

があるかと考えております。

○坂口委員 その13％というのが、まだわから

んのです。今、一つ言われたのは、200分の１が

一つの目安だということと、13％ということに

なると250分の１ぐらいになるのかなとか思うん

ですけれど、だから、その安全圏に入っている

のか、入っていないのか、心もとないんだとい

う言い方をしきりにされるけれど、一つの専門

的に出したのが200分の１であれば、13％はそれ

の外側なのか内側なのか。50％なんかかなり内

側なんだとか、そこのところを単純に教えてい

ただきたい。

13％が危険な領域に入る、200分の１の外側に

いってしまうという数字であれば、早急に見直

さんといかんということになるけれども、それ

は微妙なのか、いや安全圏には入ってますよと、

でも、やはり万が一を考えると、今考えている

以上のことが起こったときに、もうちょっとそ

の余裕を持たせたいんだという考えなのかとい

う。それは、当然ながら、その余裕度を高める

ほど、常識的に建築費はかかっていきますよね。

だけど、際限なくやれば、もうこんないいこ

とはないけれど、それはもう不可能な話だし、

また現実的でもない。だから、合理的な線とし

て何パーセントぐらいもたせようかなというの

に、僕らが判断する材料としては、県が最初発

注されたときの仕様書に求められた25％、これ

は、想定されることに対して安全な余裕度なん

だと。

今度も想定するもともとのものは変わったけ

れども、25％というのは変わりっこないわけで

すから、それに対して25％の余裕度のものを持っ

てこいとやるのが、本当の委託のあり方じゃな

いかな。向こうが50％のものができ上がりまし

た、はい、ありがとう、幾ら要るのって、幾ら

かかりますって金払うなんて、そんなばかなこ

とをするんですかっていうことを、ただ単純に

それだけを言っているんです。

でなければ、25％の仕様を出したときの根拠

は何だったのと、そんないい加減なやり方を最

初からやってきたのということを言いたいんで

す。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 13％という余裕

度の意味合いでございますけれども、先ほど申

しました200分の１というのは目安でございます

ので、最終的には、200分の１をクリアした上で、

柱１本、はり１本について、構造計算の結果を

行って、その結果を見て、本当に損傷するのか
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どうかという最終確認が必要になってまいりま

す。

設計事務所の見解ですけれども、その13％の

余裕というのは、安全側に入ってはいるんです

が、その損傷が全くゼロ、軽微な損傷も全くし

ないのかと言われると、そこまではちょっと言

い切れないような数字だといった状況でござい

ます。

○坂口委員 壊れる、壊れないは、そこで入力

してシミュレーションやれば出ますよ。後は、

壊れるのは施工上の問題です。粗雑な工事をや

れば壊れます。しかしながら、コンピューター

にそれを入力して、シミュレーションをやった

ときは、これは壊れるとか、どこが破壊すると

か、何が弱いとか、計算上は、微妙なというこ

とはあり得ないです。この13％の余裕では、こ

の波に対して、もつかもたないかわかりません

なんて言い方を設計会社がするのは、おかしい

と思うんですよ。コンピューターはもっと利口

です。

シミュレーションをやるんでしょう。全部シ

ミュレーションをやって、先ほどの余裕度を出

してくるわけでしょう。すると、シミュレーショ

ンをやりながら余裕度が出てくるという過程が、

その途中にあるじゃないですか。安全と出るじゃ

ないですか。壊れるか壊れないかわからないと

いうのは、計算上はないですよ。あとは施工の

問題です。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 ちょっと繰り返

しになりますけれども、余裕度13％の状態での、

これはまだ仮の構造計算でございますけれども、

軽微な損傷は生じ得るといった答えが出ており

ます。

○坂口委員 13％で安全なほうに入ってないで

すか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 目安として13％

は安全側の数字ではあるんですが、構造計算を

行っていた場合には、局部的にこの軽微な損傷

は生じ得るといった結果でございます。

○坂口委員 それは、基準上、補修を必要とす

る損傷に入っていくわけですか。軽微っていう

のは曖昧です。基準が求めている構造計算です。

Ⅰ類に分類されるものについては、いかなるこ

とがあっても補修等を要しないで使用に耐え得

る施設をつくりなさいと。ペンキが剥がれたり、

瓦がずれたり、そんなことはあり得るですよ。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 シミュレーショ

ンがまだ仮で、構造計算も仮でございますので、

結果も仮ということになりますけれども、計算

上は、軽微な損傷が生じ得るような範囲内に入っ

ているといった状況だと聞いております。

○坂口委員 それは、ちょっとおかしいですね。

じゃ、100％というのは不完全な建物となるじゃ

ないですか。余裕度がプラスもマイナスもない、

ゼロというのは、こういう建物はだめですよと

いう分類になっちゃうじゃないですか。壊れま

すよっていう、そんな基準ってないと思うんで

す。

それはそれでいいですよ。そこで、そんだけ

突っ張って物をつくろうとされているに、先ほ

ど言いますように、例えば、地域防災計画の洪

水でも80センチぐらい水がたまる場所なんです。

津波のシミュレーションだって、たった一つの

シミュレーション結果で水が来ないってなった

だけで、ほかのシミュレーションをやれば50セ

ンチの津波の浸水地域なんです。こんな基準は

絶対だめだぞって言ってるんですよ。

そこは、ある程度宮崎県の体力に応じて、新

たなところに新たな土地を買って、そこにつくっ

て、いろんなインフラ整備をするという体力が
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ないから、最悪が重なっても何とか努力の中で、

建物をどけたり、水とかも障害とか弊害を排除

しながらでもここを使おうという、そういう努

力で乗り切ろうかなということでやってきてる

のに、なぜ最終的にこれだけ50％も必要なのか、

なぜ何億も投入しないとならないのか、その説

明ができるのかをしきりに言ってて。これはも

う考え方だから、いくらやっても切りがないか

もしれないけれど、それが絶対必要なんだと言

われれば、逆にほかのこともやるべきだと。

今、中野委員が言ったように、そんな完璧を

求めるんなら、場所がえからです。水道管なり

いろんなものの、接続部分が壊れないように蛇

腹にするだ、やれ、何にするだ、代替の電源だ、

水槽持つだって言われるけれども、そんなこと

をする必要がなくて、安全なところに、最初か

らそんなものを想定にするというのは、余裕度13

％以下の世界ですよ。万が一のときは、タンク

があります、この発電機を回しますというのを。

だから、全然バランスがとれてないです。でも、

これはいくらしても考え方の違いだから、それ

はそれでいいですよ。

二千何十万円かの設計変更の中に、聞くとこ

ろによると、今回の熊本地震の地震波の解析も

できてないから、そこをやって、それに耐え得

る設計をやっていこうと、補強をやっていくた

め、そのための経費も入っているんだと言われ

るんですけれども、そういった検証こそ、設計

会社にやらせるべきじゃなくて、もっと権威あ

るところの検証を引用すべきじゃないんですか。

設計会社が、自分のところで、熊本地震の地

震波、まだ国も検証できてない、専門委員会も

それを検証してないのに、設計会社は、それを

どうやって検証するんですか。そして、それを

もとに、どういう設計をやっていくんですか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 今回の委託の中

で、熊本地震の地震波は、建築基準法の定めに

沿いまして正式につくり上げて、その上で新た

なシミュレーションを起こした、構造計算を起

こした後、それを第三者委員会の性能評価を受

けて、さらに、国土交通省の審査も受けること

になっております。

○坂口委員 地震波の検証のための経費まで、

それを設計会社に設計料として払うわけでしょ

う。だから、こんな2,000万も上がるんだと思う

んです。

でも、一企業じゃないですか。じゃなくて、

もうちょっと権威ある機関が出してくるものを

─そんな何年もかかる検証じゃないです。そ

う時間を経ずして出てくるはずです。そこらの

ものを、もっと権威ある認められたものを基本

に設計をやっていくか、それか、もうちょっと

違うところに、お金払ってでも第三者にその検

証を改めて委託して、それをもとに、設計会社

にはこういうものをつくれっていうことをやら

せないと。地震波の検証までやって、それに耐

え得る設計にしてくださいなんて、ちょっと無

茶じゃないですかっていうことを言ってる。

設計に一番大切なのは照査です。もともと基

礎にした数字が間違いがないのか、間違ってい

ても、同じ者がやれば照査できないです。その

地震波の検証というか、解析が正しい正しくな

い、どういう解析をやったかというのは、どこ

が照査するんですか。内部チェックでしょ。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 今回新たに使い

ます熊本地震の地震波につきましては、設計事

務所みずからがつくるのではなくて、設計事務

所以外の専門機関に委託をしてつくらせると聞

いておりまして。それを使って、今、設計事務

所がシミュレーションと構造計算をやった結果
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を、これまた別の第三者機関に性能評価を依頼

するという流れになっております。

○坂口委員 それで、設計変更に2,000万もかか

りますか。シミュレーションなんかの経費が結

構かかってくるんだと思います。後は、そこか

ら出てきたものに、その余裕度なり何なりを期

待できるような組み合わせをやっていく作業で

すから。そしてまた、でき上がった成果品の検

証を照査設計に出す。そしたら、そこでやる作

業は知れてるじゃないですか。やはり県が解析

の発注をやって、しっかり県が責任持ってそれ

を受け取って、それに図を書かせるべきです。

そして、その企業の内部チェックのあり方、

体制に従って、照査設計はやらせるべきです。

照査設計なんかは、ちゃんとそのコストの中に、

積算の中に入っているわけですから。

だから、少なくとも地震波検証、まだ国もやっ

ていないようなもの、どの波を拾って、どう検

証するのかわからんけれど、やはり権威あると

ころにやらせて、ここで1,000万高くなったって、

またやりかえるよりも信頼あるほうがいいです

よ。

設計会社がどこに頼んで、どういう精度の高

い、どれだけ認知されたものをもとに図面を書

くということは仕様で出されてるんですか。そ

うじゃないんでしょう。丸ごと設計変更だけを

出されたわけでしょう。これだけのやり直しを

するのに、それは、おかしいですよ。やはり、

それに立脚してやっていくわけですから、徹底

してミスの起こらないようなやり方、徹底して

責任とれるような、しかも根拠となる数字は一

番大切なものです。

やはり検証というか、地震波解析は一番基礎

です。そんな大切な部分だったら、専門的なと

ころに出すべきだと思うんです。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 もとになる地震

波は、文部科学省の防災科学研究所というとこ

ろが熊本県益城町で採取したものでございます

けれども、この採取された地震波を、建築基準

法に定められた仕様に加工する作業を設計事務

所から委託すると聞いておりまして、その加工

されたものを設計事務所が使ってシミュレー

ションと構造計算を行うという流れだと聞いて

おります。

○坂口委員 そしたら、もう、加工されたもの

はあるんじゃないんですか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 兵庫県南部地震

ですとか非常に多くの建物の耐震性能の検証に

用いられた地震波につきましては既往のものが

ございますけれども、この熊本地震を用いて耐

震性能の検証をするといった例は、ちょっと勉

強不足ではございますけれども、まだ聞いたこ

とがございませんので、恐らく全国でも初めて

のケースではないかと考えております。

○坂口委員 ないと思うんです。だから、県が

直接、そこに発注して、そこから解析図をもらっ

て、それを仕様書とともに提供する資料という

んでしょうか、設計図書というんですか、それ

として発注していかないと、設計変更額を決め

ていくのに、それを受けたところが、自分のと

ころはどこに頼むかわからないけれど、解析図

をくれと言って、頼んだって、積算の仕方一つ

が、根拠がとれないじゃないですか。

一番は信頼度です。やはり県が責任を持って、

それを解析させて、この解析図に従って設計し

ようというのが当たり前じゃないんですか。設

計してくださいと言って、はい、私のところが

じゃ、解析は外注しますねとか、成果品のチェッ

クも外注しますねとか。

現実的には内部組織で、専門的にこういう仕
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事を請け負ってやっていくというシステムで

しょうけれど、だけれども、これだけ、先ほど

から余裕度の話もしてます。それは根拠は何も

ない。最低限、このことに対しては、これだけ

の余裕度を持たせんといかんのだという根拠は

何もないわけです。結果としていくら出ました

とか、うちは25％で発注しましたとかいう、そ

ういう世界の中において、じゃ、解析図から何

から丸投げするよりも、県がやはり責任を持っ

て、そこにそういった解析する研究機関なり、

試験機関があれば、そこに発注したらどうです

かと。まして、公的機関なら、県ならばそこに

は本当に手数料ぐらいで済むんじゃないかなと

かです。

小さい話になってしまったけれど、最初から

その余裕度とかが、もう全く裏づけのない数字

を言われるから、こんなになってきているんで

す。何かおかしいぞというところになってきて

るんです。おかしいというのは、疑いを持つじゃ

ないですよ。一貫性がない、合理性がないとい

う。

そこのところは、もうこれは本当に切りがな

いけれども、まず、二千何十万かかかるってさ

れたところをもう一回検証していって、そして、

それを、やはり事細かく、リスクというか、そ

ういった懸念事は分割して。設計というのは、

物をつくる工事とは違うんです。なるだけ照査

できるように、いろんな人が、やはり間違いに

気がつくようにしていかないと、１人の人間が

基礎調査から何から数字を求めるところから、

成果品のチェックまでやっていったら、つくっ

た人がチェックしたら気づかないです。また、

設計変更をしないといけないようになってしま

います。

今後設計変更があり得ないと、設計も３月いっ

ぱいまでかかると、年度ぎりぎりの工期もあり

ませんよと。仮に延ばすということはあり得な

い、絶対にもう延びることはないんだと。何も

起こらないんだという前提ならまだしも、それ

が、また場合によっては延びるかもしれません

という不安材料を抱えたり、今後何が起こるか

わからない。それなら、そんなにかからないで

しょうから、むしろ公的な機関が公表されるも

のを待つかです。それをもとに設計させるか。

どうも、これは不安です。また、変わるんじゃ

ないかなというのと、何を根拠に150％もの余裕

度をその設計会社は進めようとしているのかと

かです。

もうこれで終わりますけれども、その積算に

対しても、こういった設計業務の積算は、なか

なかわかりにくい。当初、契約したときの契約

がどうであるのか、それから、今度はそれを基

準にして設計変更した、増額なりの契約変更す

るのか、どんな積算をされていくのかわからん

ですけれど、これは、やはりしっかり説明でき

るようにしてほしいなと思うんです。切りがな

いから、これでやめます。

○中野委員 設計の一部の見直しをしようと言

い出した人は誰ですか。

○志賀防災拠点庁舎整備室長 私です。

○中野委員 そりゃ、大したもんじゃ。わかり

ました。

○二見委員長 ほかにはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 以上をもって、総務部を終了い

たします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時22分休憩
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午後２時27分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

次に、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっていますので、あす16日

金曜日に行いたいと思います。開会時刻は13時15

分としたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、本日の委員会を終了

いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 では、以上をもちまして、本日

の委員会を終わります。

午後２時28分散会



- 107 -

平成28年９月16日（金曜日）

午後１時15分再開

出席委員（８人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 坂 口 博 美

委 員 星 原 透

委 員 中 野 一 則

委 員 日 高 博 之

委 員 満 行 潤 一

委 員 来 住 一 人

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

総務課主任主事 日 髙 真 吾

○二見委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

各議案につきまして、賛否も含め、御意見があ

りましたらお願いいたします。

○来住委員 ただいまから採決される議案の中

の一つ、議案第１号の補正予算について賛成で

きませんので、よろしくお願いします。

○二見委員長 ほかに、御意見はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 よろしいですね。それでは、採

決を行います。

採決につきましては、一部を個別採決、残り

を一括採決といたしますが、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、議案により賛否が分

かれておりますので、まず、議案第１号につい

て採決を行います。

議案第１号について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○二見委員長 挙手多数。よって、議案第１号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、議案第４号、議案第９号の各号議案に

ついて、一括して採決いたします。

各号議案につきましては、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第４号、第９号につきましては、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願第３号についてでありますが、こ

の請願の取り扱いも含め、御意見をお願いいた

します。

暫時休憩します。

午後１時17分休憩

午後１時19分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

請願第３号につきまして、採決をとるという

ことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、請願第３号の賛否を

お諮りいたします。

請願第３号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○二見委員長 挙手全員。よって、請願第３号

平成28年９月16日(金)
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は採択することに決定いたしました。

ただいま請願第３号が全会一致で採択となり

ましたが、この請願は意見書の提出を求める請

願であります。お手元に配付の所得税法第56条

の廃止を求める意見書案について、何か御意見

はございませんか。

暫時休憩します。

午後１時22分休憩

午後１時23分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

お諮りいたします。意見書につきましては、

意見書案の上から１行目のところを「経済の担

い手として本県経済の発展に貢献している小規

模企業者は」と修正をした上、当委員会発議と

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 御異議ございませんので、その

ように決定いたします。

次に、請願第６号についてでありますが、こ

の請願の取り扱いも含め、御意見をお願いしま

す。

暫時休憩します。

午後１時24分休憩

午後１時29分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

お諮りいたします。請願第６号を継続審査す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○二見委員長 挙手少数。よって、請願第６号

を継続審査とすることは否決されました。

ただいま継続審査することは否決されました

ので、これから採択または不採択のいずれかを

お諮りすることになります。

これから、すぐに採決してもよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、請願第６号の賛否を

お諮りいたします。

なお、態度保留の場合は、退席したものとみ

なしますので、御了承ください。

請願第６号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○二見委員長 挙手少数。それでは、念のため

に、反対採決を行います。

請願第６号について、不採択することに賛成

の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○二見委員長 挙手多数。よって、請願第６号

は不採択とすることに決定いたしました。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあ

りませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時32分休憩

午後１時34分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

委員長報告につきましては、先ほどいただき

ました御意見等を参考にしながら、正副委員長

に御一任いただくことで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

総合政策及び行財政対策に関する調査につい

ては、継続調査といたしたいと思いますが、御
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異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、閉会中の委員会について、御意見を伺

いたいと思います。

10月31日月曜日に予定されております閉会中

の委員会につきまして、御意見、御要望等はご

ざいませんか。

暫時休憩します。

午後１時34分休憩

午後１時36分再開

○二見委員長 委員会を再開いたします。

10月31日の閉会中の委員会につきましては、

休憩中の協議のとおりの内容で、委員会を開催

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見委員長 ないようですので、以上で委員

会を終了いたします。

午後１時36分閉会


